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特集／労働安全衛生をめぐる状況
写真：アスベスト公害ー住民被害は尼崎・クボタだけではない



全国労働安全衛生センター連絡会議

第17回総会は9.23・24香川

全国安全センターの第 17回総会は、 2006~f9月 23 日 （土）午後～ 24 日（日） 12 :00、 香川県

高松市の「讃岐会館・ルポール讃岐Jで開催いたします。

一日目（9月23日13:30～16:30）は、アスベスト被害から県民を守る会主催の「アスベスト被

害から県民を守る講演会J。二日目（9月24日午前）に通常の総会議事を行う予定で準備を進め

ています。また、昨年の抑制総会時と同じく、一日目（9月23日）午前には、アスベスト健康被害

相談会も実施する予定です（相談会から対応いただける方は前泊等お願いいたします）。

日時： 2006年9月23日（土）13: 30～9月24日（日） 12 :oo 
会場：讃岐会館・ルポール讃岐大ホール

〒760・0008香川県高松市中野町23-23TEL 087・831・3330

( hltp://www.chikyosai .or. i p/sanuki-kai.kan/) 

宿泊：讃岐会館・ルポール讃岐（会場と閉じ）

参加費： 15,000円（資料代・宿泊t!(・食費込み）

宿泊なしの総会参加や追加l泊については、別途お問い合わせ下さい。

23日午後の「アスベスト被害から県民を守る講演会」はどなたでもご参加いただけます。

園高松駅から車で10分
・栗林公園北口から徒歩1分
・高松空港から車で30分
・県庁から徒歩5分

Jt般会館（，レポール讃岐）地図

－－－ 
m件公也

豆鹿島

」

i町怯市の中央に位也する.lfi岐会館l立、交通の使

が良く、ビジネスに．観光に‘家族旅行に、すべてに

ご満足いただけます。

特別名勝「架林公悶Jは．徒歩l分のとこ引こあり、

四季折々の花や風情を楽しみながらの1政策がお前

めです。
また、香川県といえば、やはり・・さぬきうどん”

各うどん店独自の製法とこだわりから生まれた、

本t切手打ちうどle札 独特のコシと艶が特徴です。

県内に約900軒あるうどん店での、自慢のだしゃ喉

こ・しを味わう「さぬきうどん巡りjをご家族やグループ

で．是非、お淡しみください。
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労働安全衛生をめぐ忍状況
2005年ーヨ006年

＼ 

1 .労働災害・職業病の統計データ

わが国の労働災害・職業病の統計データには、

いくつかの種類があるが、どれだけ種類があって、

各々どのような意味をもつものなのかは、必ずしも

明らかにされてはいない。

そのようななかで、本誌は、可能な限りのデータの

入手・公表・評価を行ってきた点で、わが国で唯一

の先駆け的な役割を果たしていると自負している。

．労働災害の総件数

労働災害の総発生件数として公表されているデー

タは、今のところ存在していない。

労働者死傷病報告古は、「労働者が労働災害そ

の他就業中文は事業場内若しくはその附属建設物

内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、

又は4日以上休業したときj』こ、「遅滞なくJ、所轄労

働基準監督署長に提出しなければならなt,）とされて

いる。また、「休業3日以内Jのものは、3か月分をま

とめて提出しなければならない（労働安全衛生法施

行規則第97条）。しかし、これに基づく「休業3日以

内」のデータが公表されたことはない。おそらくは、

厚生労働省自身、「休業3日以内Jの労働災害がき

ちんと届け出られていると考えていないのであろう。

労働者死傷病報告書は、労災非適用事業に係

るものも含む一方で、労災保険給付の対象となる通

勤災害や退（離）職後、労働者ではない労災特別加

入者に係る死傷病は含まれない。

本昔、では、労働災害の総件数に代わる数字とし

て、「労災保険事業年報」による労災保険の新規受

給者数を紹介してきた（表1参照）が、それを意識し
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たのか、 「安全の指標」（後述）が平成110999）年度

版から、労災保険新規受給者数のデータを掲載す

るようになった。ただし、ここで紹介されているのは業

務災害分だけで、本誌では、業務災害と通勤災害

の合計数を紹介している。業務災害のみの数字は、

廃止されてしまった「労災保険労働災害統計年報J

でも使われていたが、 「労災保険平業年報jに業務

災害と通勤災害の内訳が示されるようになったのは、

平成12(2000）年度版からのことである。

これらの数字は、災害発生年度ではなく、労災保

険給付の支給年度で集計した数字である。2004年

度の労災保険新規受給者は、業務災害551,089人

(91.3%）、通勤災害52,395人（0.7%）、合計603,484

人（J00%）である。

その発生年度別内訳は、2004年度462,951人

(76.7%）、2003年度135,513人（22.5%）、2002年

度2,905人（0.5%）、2001年度869人（0.1%）、2000

年度334人C0.1%）、1999年度以前912人C0.1%）、

となっている。（平成16年度版労災保険事業年報）

2000年度に発生した労働災害（業務災害と通勤

災害の合計）に係る労災保険給付支払状況をたど

ると（平成12～16年度版労災保険事業年報）、2（別

年度462,982件（76汐6）、2001年度140,824件（23.2

%）、2002年度3,079件（0.5%）、2003年度750件

(0.1%）、2004年度334件(0.1%）、ここまでの合計

は607,969件になる（平成17年度版以降の「労災保

険事業統計年報Jでは、発生年度が平成13(2001)

年以前という項目に含まれてしまうことになると思わ

れる）。ちなみにこの数字は、2000年度の新規受給

者数603,101件よりも0.8%ほど多い。

・ 死亡災害



死亡者数は、全国安全週間（7月1-7日）に間に

合わせて、前年の数字を公表してl渇「安全の指標J

(5月末頃発行、中央労働災害IV11!・.,tl'問）の数字が

品も一般に使われているものだろう。最近は、それ

以前に、厚生労働省が発表する1iiiif:の「死亡災害

発生状況Jが、ホームページ（報道先表資料）に掲

載されるようになっている。

出所は、厚生労働省発表は、 「死亡災害報告よ

り作成Jとされ、「安全の指標jでは、平成12年度版

までは「死亡災害報告J、13年度版からは「安全制

調べJに変わっているが、同じ数字を載せている「労

働基準監督年報Jや安全衛生約報センターホーム

ページの「災害速報Jの出所は、 「死亡災害報告」の

ままで、すべて同じ数字である。

これによると、2004年の死亡者数は1,620人（暦

年・業務災害）であるが、2004年度の労災保険の葬

祭料・葬祭給付支払は3,322件と的以上になってい

る。後者の3,322件の内訳は、業務災害2,968件

(89.3%）、通勤災害354件(10.7%）であり、発生年

度別では、2004年度1,148件（34.6%）、2003年907

件（27.3%）、2002年度234件（7.0%）、2001年度98

件（3.0%）、2000年度45件（1.4%）、1999年度以前

890件（26.8%にという内訳である。（＇ドj占16年度版

労災保険事業年報）

一方、死亡災害報告による2000年の業務災害

死亡者数は1,889人であるが、2000年度に発生し

た業務災害に係る労災保険葬祭料支払状況をた ・

どると（平成12～16年度版労災保険事業年報）、2α均

年度1,035件（50.6%）、2001年度687件（33.6%）、

2002年度181約二（8.9%）、2003年度102件（5.0%）、

2004年度40件（2.0%）、ここまでの合計2,045件で、

死亡災害報告による1,889人よりも多い。（平成17年

度版以降では、発生年度が平成l2(2000）年以前

という項目に含まれてしまうことになる。）

このように5年度分の「労災保険市業年報」をた

どった合計数と死亡災害報告数との速が、どこから

くるのか、解明しておくにこしたことはなかろう。

厚生労働省のホームページ（報道発友資料）では、

平成16(2004）年分から、 「死亡災注先生状況jと合

わせてf重大災害発生状況Jも究表されており、こち

らは「亜大災害報告より作成Jしたものとされている。

「重大災害」とは、「一時に3人以上の労働者が業

務上死傷又はり病した災害事故」のこと。この数字

は本誌では紹介していないのだが、 1968年の480

件を最高に、その後減少傾向を示していたが、 1985

年移行増加l傾向がみられている重要な指棋である。

全体では、2005年は265件で、前年の274件から微

減している。

．休業4日以上の死傷災害

厚生労働省のホームページ（統計調査結果）に、

平成17(2005）年以降分の「労働災害発生状況」統

計が掲載されるようになった。これは、 「死傷災害発

生状況（死亡災害及び休業4日以上の死傷災害）、

死亡災害及び重大災害（一時に3人以上の労働者

が業務上死傷又はり病した災害事故）を把握して、

労働安全衛生行政の基礎資料とするjとされている。

前述の「死亡災害発生状況J及びf重大災害発生状

況」も、このなかに含まれている。

ここに示されている「死傷災害（死亡災害及び休

業4日以上の死傷災害）Jの出所は、 「労災保険給

付データ及ひ’労働者死傷病報告（労災ゴ，：：適）より作

成Jと説明されている。

「労働基準監督年報」も、同じ説明書きで、同じ数

字を掲載している。「安全の指標Jの「休業4日以上

の死傷者数Jの出所は「労災保険給付データ」とだ

け記載されているが、確定分については上記と同

じ数値である。

一方、最近の「労働基準監瞥年報」は、別のj替年

「死傷災害発生状況（休業4日以上）」デー《漏iiま
するようになっている。何の説明書きもなしに示され

ているのだが、これは、安全衛生情報センターホー

ムページ（労働災害発生状況・速報）が公表するよ

うになった、「労働者死傷病報告Jによる暦．年データ

と同じものであることがわかっている。

休業4日以上の死傷者数については、「労災保険

給付データ及び労働者死傷病報告（労災非適）Jに

よるものと、「労働者e死傷病報告」（だけ）によるもの

と、異なるふたつの数字が存在しているわけである。

1999年分以降、双方のデータが、安全衛生情報

センターホームページで入手可能になっている（次

頁表参照）。事業主が労働者死傷病報告書を届け

出ている件数の方が、毎年6千～1万2千件も多い
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という状況は、本来受けられるべき労災保険給付

を受けていない事例が多数存在していることを示唆

しており、解明が必要であると考える。

同様に、前述の「死亡災害報告j、「重大災筈報

告Jの事例でも、労災保険給付を受けていないもの

があるのではないかと懸念される。

前出の「労働災害発生状況」統計が、「死亡災害

発生状況J及び「重大災害発生状況」については両

報告により作成したものを掲載し、「死傷災害発生

状況Jについては、あえて労働者死傷病報告は、「労

災非適J事業についてのみ採用して、「労災適用」事

業については労災保険給付データの方を採用して

いる理由は説明されていない。労災保険給付デー

タの方には、労働者死傷病報告書を提出する必要

のない、通勤災害、労災保険特別加入者や退（離）

職後の発症・死亡等も含まれ得るが、それらの取り

扱いがどうなっているかも明示されてはいない（が、

業務災害分についてのみと思われる）。

「労災保険給付データ及び労働者死傷病報告（労

災非適）Jによる2005年の休業4日以上の死傷災害

120,354件の業種別内訳は、製造業30,054件（25.0

%）、建設業27,193(22.6%）、運送業15,484件（12.9

%）、林業2,171件（1.8%）、鉱業581件(0.5%）、そ

の他44,891件（37.3%）。

労働者死傷病報告による2005年の休業4日以

上の死傷災害133,050件の業種別内訳は、製造業

36,694件（27.6%）、建設業22,869(17.2%）、運送業

18,887件（14.2%）、出林業3,313件（2.5%）、鉱業355

件(0.3%）、その他50,932件（38.3%）。

業種別でみると、建設業と鉱業で、労働者死傷病

報告による数字の方が労災保険給付データを上回っ

ており、両業種では全体とは逆に、「労災隠しJ＝労

働者死傷病報告の未届の問題が懸念される。

・業務上疾病

厚生労働省のホームページ（統計調査結果）に、

平成16(2004）年以降分の「業務上疾病発生状況

等調査J統計が掲載されるようになっている。これは、

「業務上疾病の発生状況、定期i健康診断による有

所見者数等を把握して、労働衛生行政の基礎資料

とする」とされ、「業務上疾病発生状況（業種JJIJ.疾病

別）J、「特殊健康診断実施状況（対象作業別）J、「じ
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休業41:1以上の死傷者数

労働者死傷
労災保険給付データ

及び労働者死傷病報 両者の差
病報告による

告（労災非適）による

IS耳均 141,055 133，例8 7,107 

笈別 139,974 133，似8 6，位6

2001 140,149 133,598 6,551 

2α)2 132,339 125,918 6,421 

2α)3 132,936 125,750 7,lfあ

2004 131,563 122,804 8,759 

2α}5 133，郎O 120,354 12,696 

んl附健康管理実施状況（業種別）」、「定期健康診断

実施結果（業種別）」からなっている。

このうちの「業務上疾病発生状況（業種別・疾病

別）Jは、「暦年中に発生した疾病で翌年3月末までに

把握した休業4日以上のもの」であるが、出所を「業

務上疾病調Jと記載した、一般に使われている、全

国労働衛生週間に合わせて発行されている「労働

術生のしおりJ(7月末頃、中央労働災害防止協会）

掲載ののと向じものである。後掲の表4～6におい

ては、これを「公表j件数として紹介している。

一方、しばらく前から、安全衛生情報センターホー

ムページが、労働者死傷病報告岱による業務上疾

病発生状況の1999年分以降の暦年（発生年）デー

タを掲載するようになっており、表4～6においては、

これを「届出J件数として紹介している。

両者を比較検討すると、「じん肺及びその合併

症Jや「振動障害」等、数字が一致しているものも

あるが、一致しないものも少なくない。「腰痛jにつ

いては、 「非災害’性j（第3号）として「届出Jられた「腰

痛jの相当数を「災害性J＝「負傷による腰痛」（第

1号）に振り替えて「公表Jしているのではないかと推

察できるのであるが、相違がある部分について、

そのような「公表数値の操作？Jがなぜ行われてい

るのか、説明されたことはない。

全国安全センターは、業務上疾病の労災補償状

況については、 1999年度分以降について、情報公

開法を使って、「業務上疾病の労災補償に係る統計

の一切Jを開示させるようにしてきでいる。大本とな

る統計データは、「｛拐病性質コード別労災補償状況J



という集計表で、

これは表8にまと

めて紹介してある

（表11で、2004

年度分の都道府

県別データも紹

介。こちらは、都

道府県労働局

コード別の傷病

性質コード別労

災補償件数を打

分ffi

大｜小 CODE
疾病分m項目

年度

笈Xl2 苫Xl3 '.2(X).I 

負傷（負傷を伴わない事自主を含む．） 133,643 133,401 130,166 

01 fHfr 66,322 偽547 65,130 

02 切断 6,α泡 5,'im 5,525 

ω l対節のF申書（~挫.!II!脱臼lえぴ転位を含む． ） 16,591 17,138 l丘842

ω 打｛尭｛掛（皮腐の~，鍛. ！事過｛仏般｛掛及び曲l闘を含む．） 19,971 19,8¥η l民550

OS 1)11{括（切作．事1釧．中i!JOIJ及び11減O,Jを含む．） 19,451 18,847 18,016 

ex; 外l!,H'tの存悩ltlf話 6.58 655 649 

07 E買顕告E外i踊銭紋群（いわゆる『むちうち症』） 認5 締7 435 

00 火i踊（高熱物体を取り扱う業務による火i舗を除く．） 3，似O 乙奴X) Z奴）＇）

01カも08までにISげるもの以外の負傷又は負傷を伴わない
l，α却12 

事故（感m. 溺水、 ~息等）

｜～九 I （表8重要問）

ち出した「業務上 ｜ ｜［合計

疾病榔技給決

定件数集計表Jによっている）。開示請求にあたっ

ては、「それらが何らかの文書・冊子の一部をなして

いる場合には、当該文書・冊子等のすべてを含む

ことJとしているが、毎年開示されているのは、 1～3

頁の表記がある3枚の集計表のみである。

平成14年度分以降の集計表では、傷病性質コー

ドで01～12が割り当てられている「負傷（負傷を伴

わない事故（感電、溺水、窒息等）を含む）Jのデー

タも掲載されるようになった。別掲のとおりであるが、

これに表8に示した業務上疾病の合計数を加えた

数字が何を意味するのか。労災保険給付を受け

た休業4日以上の傷病数（死亡は含まれていない？）

と考えるべきだと思われるのだが、すでに解説した

休業4日以上の死傷災害に関するふたつのデー

タ（前頁表参照）と比べると、また数字が異なってい

て、一層困惑させられる。

全国安全センターではまた、「業務上疾病の労

災補償状況調査（全国計）」（年度別、 翌年12月付

けで作成されている）を開示請求手続によらずに

情報提供させ、また、厚生労働省図書館に納入さ

せるようにもなっている。これには、 第1～9号別

の新規支給決定件数、及び、振動障害、じん肺症

等、非災害性腰姉、上肢障害、職業がん、脳血管

疾患及び虚血性心疾患、精神障害等に係る都道

府県別データなどが収録されている。このもととな

る調査は、毎年度、補償課長から指示が出されて

おり、調査内容も微妙に変化している。

「｛話病性質コード別労災補償状況Jと「業務上疾

1,127 1,131 

8,806 I 
]I 142,688 I 142,201 I 1 Js.024 I 

病の労災補償状況調査（全国計）Jの数字は同じ

ものであり、後掲の表4～6においては、「補償J件

数として紹介している。

結局、業務上疾病（職業病）の統計データとして

は、 「補償J（年度）、「公表J、f厄i出」（暦年）という3

種類の異なる数字：が確認されていることになる。

2.労働災害・職業病の発生状況等

厚生労働省が発表した平成17年の死亡災害発

生状況によると、2005年に労働災害により死亡し

た労働者数は1,514人で、前年比6.5%(106人）の

減少。8年連続で2,000人を下回って、最低記録を

更新している。

2005年の休業4日以上の死傷災害は120.354

人。前年比2.0%(2,450人）の減少で、過去最低

記録を更新した。

2006年度は、①労働災害による死亡者数の減

少傾向を堅持するとともに、年間1,500人を大きく

下回ることを目指し、一屈の減少を図る、②労働災

害総件数を20%以上減少させる、③じんnm、職業

がん等の重篤な職業性疾病の減少、死亡災害に

直結しやすい酸素欠乏症、一酸化炭素中毒等の

撲滅を図る、④過重労働による健康障害、職場の

ストレスによる健康障害等の作業関連疾患の着実

な減少を図る、ことを目標に掲げた第10次労働災

害防止計画の4年目に当たる。

労災保険新規受給者数（業務災害＋通勤災害）
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は、2004年

度は

603,484人

と、前年比

1.6%(9,492 

人）の増加と

なった。

~ f電
事業埼奇数 労働J守政 2育縦交給.f,-l主 死亡者政 取大災符件依 死傷者欽 業f1,上疾病lk

全般的に

は、労働災害

製送業

ill ii史実

巡鎗7駐
鉱業

林業

その他

ノg言，、Z警2ιI 

；.；放

200唱年度末

17.θ蕗 18:切る

24.1% 9.7% 

28% 5館正

0.2% 0.1% 

0.7句 0.2% 

54.7% 66.1% 

100.0o/c 100αE 

UJ,275 特5父436

発生件数の減少傾向が堅持されているようにもみ

えるが、「労災隠しJの氷山の一角をあらわしている

労働安全衛生法第100条（報告等）j主反による；！？

類送検件数は、1999年74件、2000年91件、2001

年126件と増加。2002年は9714，：であったが、2003

年は132件と激増。2004年は125件であった。

職業病の認定（補償）件数は、2004年度8,858

件で前年比0.6%(52件）附加した。そのなかでも、

顕著な附加傾向を持続しているのが職業がんであ

り（表4）、その地加がアスベストによる肺がん・中

皮Jl重によるものであることは明らかである。災害性

（負傷に起因する）ll2QJ市等も噌加傾向が見受けら

れる。また、労災認定基準の改正の効果も含めて、

頚肩腕症候群等、Jj単・心臓疾患、精神障害等、じ

ん肺合併肺がんも附加し続けてきたが、一部に認

定が厳しくなりつつある可能性も見受けられるの

で注意が必要である。

各種統計の業種別内訳を、一覧にして別掲表

に示しておく。

労働者の健康状況全般については、定期健康

診断受診者のうちの有所見率が、1990年の23.6

%から2004年の47.6%へと経年的に培加し続け

ている。項目別の有所見率では、血圧、血中脂質

検査、血結検査、尿検査（結）、心電図検査で経年

的な増加傾向が認められる。

厚生労働省は2003年8月に、5年に一度実施

されているf平成14年労働者a他康状況調査の概

況Jを発表している。何らかの「他康づくりの取り組

み」を実施していると答えた事業所は、 1992年43.9

%→1997年46.4%→2002年37.4%。「心の健康

対策（メンタルヘルスケア）Jの実施率は、 1992年

22.7%→1997年26.5%→2002年23.5%。一方、

6 安全センター情報2006年8月号

2004午．皮 2005年OIT-年） 200•1 lf-(1/J年）

2S邸主 16.切E 21.1% 25‘日% 24.7% 

10.3% 328% 35.1% 22.6% 124% 

5明抽 19.0% 14.0% 12切る 129% 

0.2% 1.1% O.()'Jも 。.5% 28% 

0.7% 3.1% 0.0% 1.8% 
47.lS. 

54.9% 27.1% 29.8% 37.3% 

lα｝切る 100.0% 100.0% 100.ぽも 100.0% 

ffi3,484 1,514 u,品 120,354 8,226 

「喫煙対策Jの実施率は、1992年34.1%→1997年

47.7%→2002年59.1%、と連続して上界している。

労働者に対する調査では、普段の仕事で「身体

が疲れるJ労働者の割合が、 1992年64.6%→1997

年72.0%→2002年72.2%と培加。自分の仕事や

l版業生活に関して「強い不安、悩み、ストレス（以

下「仕事でのストレス」という。）があるjとする労働

者の割合は、 1992年57.3%→1997年62.8%→

2002年61.5%となっている。その内容は、「職場の

人間関係の問題J35.1%（前回46.2%）が高く、次

いで「仕事の盆の問題J32.3%（前回33.5%）となっ

ている。前々巨i→前回の傾向と前回→今回の傾

向が逆転している項目も少なくないわけであるが、

この調査では、残念ながらその原因を探れそうな

設問はしていない。

なお、「平成15年技術革新と労働に関する実態

調査」及び「平成16年建設業労働災害防止対策

等総合実態調査J等の統計表が、厚生労働省の

ホームページに掲載されている（http://wwwdbtk.

mhlw.只o.j p/tou kei/kouhyo/i ndex k-roudou. 

html#rou13）。

3.労働安全衛生対策

労働安全衛生法、労災保険法、労働保険保険

料徴収法、労働時間短縮促進法を一括して改正

する法律（平成17年法律第108号）が、2005年11

月2日に交付され、一部を除いて2006年4月1日

から施行された。主な改正内容は、以下のとおり。

①長時間労働者への医師による面接指導の実

施

②特殊健康診断結果の労働者への通知



③危険性・有害性等の調査（リスクアセスメント）

及び必要な措置の実施

＠認定事業者に対する計画用iの免除

⑤安全管理者の資格要件の見直し

＠安全衛生管理体制の強化

⑦製造業の元方事業者による作業間の連絡調

整の実施

③化学設備の清掃等の作業の注文者による文

書等の交付

＠化学物質等の表示・文，I｝交付制度の改善

⑩有害物曝露作業報告の創設

＠免許・技能緋習制度の見直し

⑫複数就業者の事業場開の移動、単身赴任者

の赴任先住居・l帰省先住居間の移動を通勤災

害保護制度の対象に追加

⑬有期事業に係るメリット制の調整帆の品，ti限
度の拡大

⑪労働時間短縮促進法を労働時間設定改善法

に改める

．労働安全衛生法の改正

このうち①～⑪が労働安全衛生法改正の主要

ポイントであるが、これらに基づいて、指針等の創

設・改正が相次いで行われた（括弧内は施行通達）。

①労働安全衛生マネジメントシステムに｜期する

指針の改正（平成18年3月17日付け基発第03

17007号）

②危険性文は有害性等の調査等（リスクアセスメ

ント）に関する指針の策定（平成18年3月10日付

け基発第0310001号）

③ 化学物質等による危険性又は有害性等の調

査等（リスクアセスメント）に！刻する指針－の策定（平

成18年3月30日付け基発第0330004号）

④過重労働による健康附害防止のための総合

対策の見直し（平成18年3月17日付け基発第

0317008号）

⑤労働者の心の健康の保持培進のための指針

の見直し（平成18年3月31日付け基発第0331

001号）

⑥ 健康診断結果等に基づき事業者が講ずべき

措置に関する指針の改正（平成18年3月31日）

⑦国が行う化学物質等による健康障害防止に

係るリスク評価実施要領の策定（平成18年5月

11日付け基発第0511001号）

これ以外にも数多くの施行・留意通達等が発出

されている。これほど重要な指針等の策定・見直

しが一度に行われることはかつてないことであり、

それらの内容の確認及び周知がきわめて重要で

ある。厚生労働省もホームページに、「労働安全

衛生法の改正についてJのコーナーを設けて各種

情報を提供しているが（http://www.mhlw.只0・jp/

topics/bukyoku/roudou/an屯 ihou／）、本誌は、

2006年5月号に重要なものをほぼ全て網縦し、活

用しやすいかたちで紹介したつもりである。

現場でもっとも周知・活用を考えていただきたい

ことは、①リスクアセスメント（危険性・有害性等の

調査）及びその結果に基づき講ずる措置が、総括

安全衛生管理者の業務及び安全・衛生委員会の

調査審議事項として追加されるというかたちで、基

本的にすべての事業場に義務づけられたこと②

リスクアセスメント指針のなかで、「リスク低減措置

の原則Jが明記されたとと。及び、③①②を中核と

するリスクマネジメント・アプローチを基軸としたもの

に労働安全衛生マネジメントシステム指針が改正

されたこと、である。

とりわけ②一次に掲げる順位で、「合理的に実

行可能な限り高い優先順位のリスク低減措置を実

施することによりJ合理的に実現可能な程度に低

い』（ALARP）レベルにまで適切にリスクを低減す

るJという「原則Jが明示されたことが、重要である。

①設計や計画の段階から労働者の就業に係る

危険性又は有害性を除去又は低減する措世

（危険な作業の鹿止・変更、より危険性・有害性

の低い材料への代替、より安全な反応過程へ

の変更、より安全な施工方法への変更等）

②工学的対策

（①の措li!iにより除去しきれなかったリスクに対

し、ガード、インターロック、安全装置、局所排気

装置等の措置を実施）

③管理対策

（①②の措置により除去しきれなかったリスクに

対し、マニュアルの整備、立入禁止措置、ばく露

管理、笹報の運用、二人組制の採用、教育訓

安全センター情報2006年8月号 7 
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練、健康管理等の作業者等を管理することによ

る対策を実施）

④個人用保護具の使用

（①～③の措置により除去されなかったリスクに

対して、呼吸用保護具や保護衣等の使用を義

務づける。この措置により、①～③の措置の代

替を図ってはならない。）

「合理的に実行可能な限り高い優先順位のリス

ク低減措置Jは、リスクアセスメント及び労働安全

衛生マネジメントシステム指針にしたがって、少な

くとも一定期間ごとに見直されなければならない。

残念なのは、労働安全衛生マネジメントシステム

指針が相変わらずPOCA「サイクル」図を採用して

いることで、これを意識的に「スパイラルアップ（ら

せん型上昇）Jに変更して、 「労災職業病の予防J

ないし「リスクの低減Jにとどまらずに、「継続的改

善」という労働安全衛生の大目標（わが国の労働

安全衛生法においても、「労働者の健康の保持楢

進jと「快適な職場環境の形成促進jというかたちで－

すでに導入されているといえる）との結び付きをよ

り鮮明にさせればさらによかった。

これらを、①使用者の義務・責任、②労働者及

び労働者代表の権利、③労働安全術生サービス

の役割等と結び付ければ、われわれが主張してき

た労働安全衛生のフレームワークそのものになる。

しかしながら、厚生労働省は、これらを労働安全

衛生法制のメインストリームに位置づけるのでは

なく、現行法令を補足する「自主的な安全衛生活

動促進のための指針jという位世づけしかしていな

い。今回の労働安全衛生法改正に｜到する厚生労

働省のリーフレットや市販の解説書等でも、「リス

ク低減措置の原則jなどはほとんど強調されてい

ない。現場から地域から、大いに宣伝・活用して

いきたい課題である。

．過労・ストレス対策

労働時間短縮促進法が労働H寺間設定改善法に

改められたことを踏まえて、「労働時間等設定改善

指針J(2（脱年3月31日付け厚生労働省告示第四7

号）等も定められている。

労働安全術生法及び労働時間短縮促進法改正

論議において焦点のひとつとなったのが、過労・ス
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トレス対策であった。くわしくは2005年1・2月号の

特集記事を参照していただきたいが、意味のある

過労・ストレス対策論議は行われず、「長時間労働

者への医師による面接指導の実施」をめく。って主

に政使間の不毛な論議が行われただけであった。

労働安全衛生法改正で実効性のある過労・ス

トレス対策は示されず、労働時間短縮促進法改正

でf時短促進jの旗が降ろされてしまったなかで、新

たな労働時間規制「適用除外Jfljlj度の創設（「日本

版エグゼンプション」）や裁品労働制のー陪の緩和

などを内容とする労働時間法制の見直しが、労働

契約法の制定と抱き合わせで検討されている。

仕事が原因で脳・心臓疾患や精神障害等を発

症した、またその結果死に至ったとして労災前求さ

れる件数が明加し続けているなかで、「日本版エグ

ゼ、ンフ。ションJの創設は、社会の要請に真っ向か

ら逆行するものと言わざるを得ない。

国・厚生労働省は次期j通常国会に関係法案を

提出したい意向であり、その動向を注視しながら、

「日本版エグゼンフ。ション」導入を許さず、過労・ス

トレスによる健康障害を恐れることなく、健康に安

心して働けるルールの確立を訴えていきたい。

． アスベスト対策

クボタ・ショックに対応して、厚生労働省はその

ホームベージュニの「アスベスト（石綿）対策情報Jの

コーナーにも、この間多くの情報や新たな施策等

をアッフ．している（http://www.mhlw.go・jp/new-

info/kobetu/rou dou/sek i men／）。

このr:n本誌で報告してきたこと以外の労｛励行政

における新たな進展としては、労働安全衛生法施

行令及び石綿障害予防規則が一部改正され、2006

年9月1日から施行されることとなった。

労働安全衛生法施行令の改正内容は、

①石綿等の製造等の禁止（ポジティブ・リスト化）

②規制の対象範囲の拡大（0.1%超含有基準）

石綿障害予防規則の改正内容は、

③吹き付け石綿等の封じ込め・固い込み作業

に係る措置（作業の届出等）

④天井謀、エレベーターの昇降路等における臨

時の作業に係る措置（個人保護具の使用）

⑤ 使用された工具等の付帯物の除去



⑥記録の保存期間の延長（40年間）

①は、これでようやく「原則禁止Jが名実伴ったも

のになるわけであるが、「国民の安全の確保上、

実証試験等が必要であり、例外的に当分の間禁

止を除外するJアスベスト含有製品が7品目残され

ており、 「全面禁止Jの時期は定まっていない。

②は、私たちが要求し続けてきた、発がん物質

規制の原則を「1%超含有Jから「0.1%超含有」へ

という改正に、昨年総選挙時の石綿対策全国連

絡会議公開質問状に対する回答のなかで自民党

も賛成、読売新聞の取材に厚生労働省もその方

針であると答えたことが報じられてはいたが、よう

やく実現ことがはっきりしたわけである。

その他の既存アスベスト対策については、他省

庁による様々な動きもあるが、それらを含めてさえ

なお、府省間・法令聞に「隙間」や「整合性Jを欠く

点が多々あり（例えば上記「0.1%超含有基準Jを

他法令が採用するかどうかも定かではない）、周

知 ・徹底、執行上も多くの問題点がある。最大の

弱点は、再三指摘してきたように、ノンアスベスト社

会実現に向けた「戦略（方針）J、「目標J、「計画J（マ

ネジメントシステムの核心要素）の不在である。石

綿対策全国連絡会議等が主張しているように、「ア

スベスト対策基本法の制定Jが不可欠と考える。 ，

4.労災補償対策

労災補償行政は、クボタ・ショック以後のアスベ

スト関連労災請求の激増及び石綿健康被害救済

新法による特別遺族給付金（時効救済）の請求の

殺到に追われた一年であったし、今も続いている。

この間に発出された主な関連通達は、以下のと

おりである。

－基労補発第0727001号「石綿による疾病に係る

事務処理の迅速化等についてj

－基労祁i発第0928001号「『石綿による疾病に係

る事務処理の迅速化等について』の一部改正

についてJ

－基労補発第1031001号 「中皮腿の診療のため

の通院費の支給についてJ

－補償課長事務連絡「『中皮腫の診療のための通

院費の支給について』の運用についてJ

・社援企・社援援発第1121001号「石綿による疾

病により死亡した準軍属等であった者の遺族等

に対する戦傷病者戦没者遺族等遺族等援護法

等による対応についてj

・基発第0209001号「石綿による疾病の認定基準

について」

－基発第0317003号『石綿による健康被害の救済

に関する法律の施行（「特別遺族給付金Jの支

給関係）についてJ

－基発第0317010号「特別遺族給付金に係る対

象疾病の認定についてj

・基労管発第0317007号・基労補発第0317001

号・基労相i発第0317001号「石綿による健康被

害の救済に関する法律に基づく請求警の受付

受理について」

労災・新法によるアスベスト関連疾患患者・家族

の補償・救済、ハイリスク者の健康管理等をめぐ

る諸問題について本誌はこれまでも様々に取り上

げてきたが、7月20日に実施予定の本年度の厚生

労働省交渉においてもあらためて取り上げる予定

である。そのやりとりも含めて次号で報告したい。

アスベスト関連以外の主な動きは以下のとおり。

① 来手続事業主に対する費用徴収制度の運用

の強化（2005年9月22日付け基発第0922001号）

．加入手続について行政機関からの指導等を受け

たにもかかわらず、事業主がこれを行わない期

間中に労災事故が発生した場合、現行の取扱い

では「故意文は重大な過失により手続を行わない

ものJと認定して保険給付額の40%を徴収してい

るのを改め、「故意に手続を行わないものJと認定

して保険給付額の100%を徴収する。

－加入手続について行政機関からの指導等を受け

ていないが、事業主が事業開始の日から1年を

経過してなお加入手続を行わない期間中に労災

事故が発生した場合、 「重大な過失により手続を

行わないもの」と認定して、新たに費用徴収の対

象とし保険給付額の40%を徴収する。

② セクシャルハラスメントによる精神障害等の業

務上外の認定について（2005年12月1日付け基

［→58頁に続く］
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｜労働安全衛生をめぐる状況 ｜ 

表1死亡災害・死傷災害発生状況、労災保険適用状況及び給付種類別受給者数の推移

死亡災 死傷災書発 降;li（納・償）給付 ｛話納（補償） 隊手J・傷病

年度
労災保険適 労災保険適用

得発生 生状況｛休業
労災保険新

新JJl受 年金草l措t mm受給者m’，~寝泊数 労働行数
状況 "(8）日以上）

規受給名・欽
給者量生 一時金 年金 受給者数 数合計

ドー－ー『咽園圃

は~ 115,~ I 85,759 2;276 2,276 2,276 

は笠 224，刀l 6,59丘四 判拙 24,223 24,223 24,223 

t<).19 278,011 印刷，233 611,182 35,498 35,498 35,498 

1950 316,21当日 7,195,752 628.693 4旦074 牧町74 4民074

1951 339.，臼2 7,559，α話 552,137 W,346 W,346 W,346 

1952 372,035 8,057,0!3 備 612 58,152 58,152 気，152

1953 454，α)6 9,362,794 521,302 62,550 臼，550 位五550

1954 4~.829 9,679,288 576,628 66,176 66,176 66,176 

I＼ち5

一
559,171 I0,244,310 5，αm 335,442 554,255 63,838 63，広沼 63,838 

1956 5鉛，4苅

一
10，刃5,2!0 5,3(泡 支50.，貨55 643川 68瓜l 68,651 ぬ651

1957 658,314 

一
12,206,BIO 5,612 3匁,578 冗"B.，俗3 75,652 75,652 75,652 

欧諸 700,076 13,011,827 5ぷ¥8 401,700 ~,599 75，例。 75，例。 75，例。

L」竺主 751,019 14，α15，侭5 5,895 435,017 781,354 73,622 73,622 2,639 76,261 

円l否9(刃「 807，位2 16,186,1~ 6,095 468,139 873,547 75,533 75,416 117 総3 76,416 

邸主主241 17,974,571 6,712 481,6!面白 決紙133 76,お9 76,168 171 寝泊 77;305 

1962 
』ーーーー開『『

&11,510 18,558,3お 6，αn 4“，126 l，似5,941 79,572 79,330 242 民)3 80,475 

1963 879,657 l玖481が2 6,.5(泌 制0,547
』ーー一一戸司

1,043，侭5 74,409 74,1＼泡 211 970 75,379 

l拙 制，539 l旦350,157 6,126 428,558 l，仰7,505 74,459 74,212 247 1,172 75,631 

19(55 お6,475 20,141,121 6，似6 4おおl リ40,702 刀，,300 乃，四 272 1,051 74,351 

19(話 914,945 21,5-17,5“ 6,303 405,361 1,672,847 76去る 乃.348 2,917 1,051 77,316 

1967 従13,057 22,111,601 s,m 394,627 lβゆ，348 75,671 71，宍氾 3.878 935 76，ぽ)6

19(渇 1,078,919 24,1叫536 6,使!8 混乱ふ43 1,716,678 77,526 乃，刀4 3,752 1,046 活，572

1969 1,159，，“5 26,147,2':耳目 6,2(沼 3民642 1,715，αぁ 79,579 74,759 4,82日 1,076 80,655 

1970 1,202,447 26,530,326 6,似品 誕M，将4 I，必氾，It討 79,132 74,270 4,862 1,1郎 80,238 

1971 1,2150,614 27,019,727 5,552 337,421 I，ヌ)6,176 75，斜8 加，335 5,113 l,224 76,672 

19刀 1.385，“)3 27，むS，“5 5，臼l 324,435 1,419,63。 70,119 65,276 4,843 1,270 7l,389 

19乃 1,532476 ぬ762,112 5,'lff) 認7,342 1,3苅，4初 ぬ140 63,396 4,7制 l，災n 69,523 

1974 1,534,679 29,5幻，281 4,330 347,407 1,245,258 66,012 61,289 4，η3 1,529 67,541 

1975 1,535,276 29,075,154 3，η5 322,322 I，α19,056 57,600 53,387 4,213 1,482 59.，使l2

1976 1,5潟、543 28,981,834 3,345 333,311 1,13ゆ86 58,820 54,415 4,405 l，刀7 60,547 

B・E・－－－－－
汐77 ゅ85,760 29,357.392 3,302 345,293 1,138,800 59,4<).I 55,274 4,220 5，校当日 65,354 

1978 l，氏泡，093 29，奴)8,0'..3 3,326 348,包6 1,142;鈍8 57,676 53,601 4,075 Zの4 W,310 

1979 1,763,532 30,759,019 3,077 340，ηl 1,1：幻，621 57,659 53,643 4,016 2,707 ωぷ面6

1900 1,839,6乃 31,839,595 3，α)9 335，商 l，α)8,527 56,350 52,465 3,885 2,619 58，矧

1981 1,896,9乃 辺，750,233 2912 312,844 1,027,477 54,651 50.ぷ7 4，従!4 Z沼6 56,937 

IS眠l2 I,仏I0,378 33,593.，明 2,674 忽l,219 叫 4% 53，αl5 49，α)3 4，αロ 2,415 55,500 

一I！恐3 1,993ぷ9 34,510,310 2,588 278，位3 立29,841 51,3()6 47，《)5 3,Wl 2,326 53,632 

一I！熔4 2,035,693 35,196,556 Z臼5 271,884 921,400 52,125 48,011 4,114 2,012 54,137 

IS滋5 2,（め7,091 36,215,432 2,572 257,240 Wl,855 50,4!0 46,648 3,762 1,674 52，α!4 

19!話 2,110,305 36,僚主.'J75 2,318 246,891 859,220 50,022 46,170 3,852 1,336 51,358 

1987 2,176,827 38，明，乃5 2,342 お2,953 判別 47,978 44,256 3,722 1,218 49,196 

19!!8 2,270.，報7 39，η4.637 2,549 辺6,318 832,沼5 46,従量6 43,181 3，芯5 1,135 48,101 

一1989 2,342,024 41,249,304 2,419 217.，袋持 818,007 判,265 40,759 3,5(Xj 891 45,156 

I~泊 2,421,318 43,222,324 主550 210,1（泡 寓η，侵犯 42,0"3 丸716 3,327 814 42,857 

1991 2,491,801 44,4(刃，宝刀 2,489 :a:xl,633 764,692 40,221 37,1（泡 3,113 邸4 41,025 

19円程 2,541,761 45,831,524 工怒4 189,589 泥5,637 認,222 35,215 3，α刀 刃l 39,013 

IS耳刀 2571乱 期 46,633；湖 2,245 181，筑刃 (1')5,%7 37,1“ 34,132 3,034 752 37,918 

1994 2,604,094 47,017,275 2,301 176,0H 674,526 35，臼7 32,ヌ同 3,073 ffl1 36日334

19円汚 2,643，邸 47.246,判。 2,414 167,316 自主5,043 34543 31,433 3,110 815 35，お8

一
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表1死亡災害・死傷災害発生状況、労災保険適用状況及び給付種類別受給者数の推移（続き）

言11然科 ・ 遺族（補償）f::/.t 新JJI.年余 各lfミI変;I<・年金受給.r,,数
年度 まllt需給付 T責措t受 受給1f欽

合計
傷病｛紛償）年金 隊省（締 遺族（綿i

受給者欽 給者数
一時金 年金

合 E十 じん骨折 せきm その他 償）年金 償｝年金
トーー’ー・Fー司

1947 
ト一一ーー

l，以8 1,245 1,245 

ゆ~ 4，α話 4,045 4，似5

1949 3,815 3,803 3,803 

1950 4,412 4,58.5 4，匁5

IS汚l 5,286 5,303 5,303 

1952 4,771 4,!XX> 4，吹X)

1953 5,132 5,249 5,249 

1954 5,230 
トーーーーーーーー

5,304 5.304 

1955 5,010 5,107 5,107 
トーーーーーーーー

1956 5,393 5,592 5,592 一1957 5,6-18 5,820 5,S:却

1958 5,097 5,297 5,'197 

19ヨ9 5,711 5,851 5,8.51 2,639 一 2,639 2,639 1,880 759 。
1g町氾 6,039 

一
6,161 6,161 l，αm 3,496 3,379 2,372 貸;s 42 117 

1＼活1
ヤーーー・・ーーー

ω∞ 6,6..'X) 6,629 1.137 4,415 4,133 2,SSぬ 1,147 96 282 

19町52
ヤーーーー・．，幽

6,403 6,528 6,528 1,145 5,286 4,771 3,261 l，お8 152 515 

1963 
ヤーーーーーーーー

6,457 6,6..'XJ 6,629 1,181 6,197 5,486 3,667 1,595 224 711 

1964 
ヤーー圃ーーーー

6,070 6,216 6,216 1,419 7,129 6,2m 4,034 l，む8 316 921 

1965 
』ーー －

1鍬｝ ふ災8 6,548 1,323 民185 6,970 4,469 2,128 3η 1,215 

19(活 5,920 5,891 

一
1,8.53 4,038 8，αXi 15,934 7,7苅 叱811 2,428 531 4.126 4，庄出B

1967 5,700 6,002 1.笈お 4，苅7 9,520 25,075 8,423 5,107 2,631 係5 7,9お 8,727 
トーーー・ーーー

1968 
トーーーーー・ーー

5.759 6,俗2 1,317 4，乃5 9,533 34.300 9,121 5,410 2,963 748 11，ヌy.J 13,679 

19町刃 5,712 6,750 1,289 5,461 11,357 44，お8 9,743 5,667 3,175 ro1 16,0LS 19.，α泊
ドーーーーー・ーー
W官。 5,8',泡 7,8.54 1,507 6,347 12,315 54，飴5 9,331 5,275 3，α主4 勿2 20,3¥Kl お，144.......＿幽帽岨E・
1971 5,421 7,454 1,005 5,649 1 l，袋路 65,254 9,882 5,498 3,161 1,223 25,051 30,321 

1972 5,410 7,254 J，喫潟 5，渓16 11,399 74.567 10,324 5,673 3,213 1,438 '}9，弐訓5 34,8'η 

汐乃 5,342 7,268 1,847 5.421 11,548 84.答泡 10,979 5，袋泊 3,333 l，自主6 33,559 39,760 

1974 5,212 7,284 1,848 5,436 11,688 93,9'.却 11,7'..5 ふ377 3,506 1,842 37.，臼8 44,557 

1975 4，ヌi3 も訴え 1,310 ~.052 10,747 102,451 ロぷロ 6,786 3,533 Z郎4 41,150 持，918

1976 4，必4 5，喫;s 1,162 4，鈎3 10,935 110.，以6 13,262 7,234 3,6η 2,351 判,568 53,016 

1977 4,553 5，刃2 971 4，乃l 14,811 123，αi3 18,117 9,480 4,468 4,169 47,991 56,955 

1978 4,610 5,553 見3 4,630 11,339 131,395 19,3乃 10,353 4,567 4,453 51,l¥Kl 60,832 

1979 4,371 5，お4 820 4,434 11,157 139,248 瓜558 11,413 4,641 4,501 54,328 64，主立

191犯 4,238 5,150 753 4,397 10.ro1 146,754 21,607 12487 4，仮調5 4,424 57,276 67，幻l

1＼おl 4,124 5，α望日 691 4,369 l仇乃9 154,142 22,307 13，認3 4,651 4,273 60,383 71,452 

191ロ 4,146 4，喋l4 746 4,238 l乱万5 160,910 22，明治 14,317 4,5例 4,0：η 63，豆沼 74,540 

1983 3,893 4.低調日 638 4，似2 10,269 167，αp 23，袋持 15,147 4,510 3,932 66,134 77,'22,6 

l貸与4 3，お9 4,lm 伝泡 4,110 10,236 172，質調5 23，明 15,782 4,436 3,691 総，981 ro.制
I＼泡5 3，気)3 4ふ,I() 735 3,005 9,241 177,933 23,927 16,αぁ 4,380 3,541 71,609 82,397 

l寝泊 3,609 4,475 。ぬ 3，力6 8,964 l包545 23,494 15,927 4ユ55 3,312 74,344 84,707 
ドー一ーーーー
11湾7 3,570 4，主'fl

ド』ーーーー『・・
加 3，“5 8,605 186,558 22,910 15，刀4 4,110 3,066 76,沼5 86,駈3

lS暗認
トーーーーー・ー・

3,789 4,410 773 3,637 8,557 1¥Kl,528 22,343 15,499 3，使l8 2,856 79，沼4 88,¥Kll 

lS岡田9 3,894 4ぷl2 768 3,73-』 8,131 193,726 21,496 14,967 3，お4 2,675 81,3¥Kl !Xl.，以Oヤー・・・・・・ー
l安調3

ドーーーー－
3，以6 4,675 819 3，お6 7，切7 I＼ほ763 20,653 14.355 3,743 2555 83,310 92,叙淘

1991 4,015 4，俗7 894 3,793 7,710 199,504 l旦お4 13,769 3,643 2,442 84，切B 94,6η 

1現沼 3,753 4,657 866 3.791 7,589 政 133 19，日21 13,194 3,486 2,341 86,513 96,599 

U竺 3,767 4,541 867 3,674 7,460 加，閥 18,174 は,591 3,325 Z答8 88,075 %、450
1994 3,775 4,507 

ト四”ー明『・・
む8 3，“9 7.439 加7.211 17,373 12,03。 3,179 2,164 89,588 100,250 

1民)5 4,022 5,128 1,046 4，α立 8,007 'Zf:n.，力8 16,533 11,3¥Kl 3,070 2,073 ¥Kl,918 102,327 一
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｜労働安全衛生をめぐる状況 ｜ 

表1死亡災害・死傷災害発生状況、労災保険適用状況及び給付稜類男I）受給者数の推移

一 死亡災 死傷災密接E 際;if（補償）給付 l!WH補償） 固ま街・傷病

年度
労災保険適 労災保険適用

得発生 :'.E状況（休~
労災保険新

新規受 年金額語t 新縦受給有ー
用’I（；駐場数 労働者政

状況 4 (8）日以上）
縦受給.If数

給.If数
一時金 年金

受給者攻 数合計

IS開通6 ロ84,588 47,8!私ヌ刃 2,363 162,胞 654,855 33,1＼氾 30，，αロ 3,103 814 34,001 

1997 2,ff.氾，597 48,435,492 2,078 156,刀6 649,404 33,126 苅s笈)2 2,924 778 33,<x).I 

19!沼 2,ff.ゆ，013 48,823,930 l，以4 148,υs 625,427 32,αM日 29,039 2,991 ち9 32,7fB 

1999 Z俗7,(£1. 48,492,気泡 1,9¥ロ 137,316 叫 853 30,750 27,855 2,895 71.2 31,472 

笈XX) 2,700,055 特,546,453 1,889 133，似8 603,101 29,297 26,558 zη9 637 29,934 

笈Xll 2,rBz,395 持，5湾、841 l，ち氾 133,598 “Xl,210 28,努ヰ ぬ414 2,540 606 29,5(,0 

2002 2,646,笈!6 48,19-1スl5 1,658 125,918 578,229 21,m 25,237 2,691 601 お，532

2003 2,632,411 47，抱，3乃 1,628 125,750 593，奴泡 27,314 24,543 2,771 綬費目 28,1似

笈Xl4 2,627,510 48,552,436 1,620 122,脳 603,484 26,352 お，776 2,576 818 27,170 

2005 

一
1,514 120,354 

注） f死亡災当発生状況j及びf死傷災海発生状況Jは厚生労働省労働泌湖'"1[労働）ls準監管年報Jにより、それ以外は、 1,;J省労働2.!.tl!l向
『労災保険’Jq往年報jによる.r向者はlff年。後者は年度で、通勤災省、労災保険特別加入者に仔るもの、迅（般）駿t長受主主士事も含む．

1995年の「死亡災省発生状況Jには、阪神・淡路大震災を紅援のj瓜凶とする64人、地下鉄サリン・，正，，牛による2人を合んでいない．

「死傷災w発生状況Jは、 1973年以降は休業4口以上、 1972年以前は休業8日以上のものである。

厚生労働省資料により全国労働安全衛生センター連絡会議が作成．

表2労災保険アフターケア健康管理手帳交付者数の推移

年度 合 計
co中ill

せきtll
切願書自外 尿道事起さ 慢性)If 白内隊 t袋動隊 大腿・，j・額 人工関節 i畳性化膿 成Jfil性心

症 l首位｛皮俳 く 炎 N、－台f’ ~ 制l骨折号事 命‘ぷず~ 性骨髄炎 疾患等

II治7 721 

一1970 一
1,332 614 718 

1975 2,736 1,126 1,2白b 344 

一lS昭如.，＿＿園副． 5,293 1,142 2,398 1,753 

1981 5,186 1,143 Zあ4 1,679 
ー－明・ー

1982 5，完氾
I-ーーーー『ー

1,179 2,688 1,926 

l咲!3 5,414 1,177 2,452 1，万lS

一l兜4 6,9-12 1,176 3,133 2,633 

一1985 6,完)6 683 3,252 2,861 

υ盟主 7,416 676 3,405 3,335 

μ笠 10,271 679 4，α)6 4,775 279 313 219 

IS高怒 11,024 675 4,133 5,207 346 418 245 

1製自9 14,11泊 675 叱474 6,054 主量D 513 691 1,408 

μ旦 14,438 674 4,597 5,559 401 釘宮 日22 l，刃7

じ竺L 15,987 6刀 4,920 6,191 433 645 1,193 1,889 13 30 

1992 16;官29 353 5,191 6;507 450 667 l，特4 Z但5 9,1 158 

1993 17,248 351 5,124 6,ヌ56 443 639 1,650 2,197 笈立 276 

1994 19,881 26-l 5,9-15 1,m 筑刃 湾7 l，袋持 2,374 328 488 
トーー一－－

ゆ95 21,035 滋 1 6,171 1制6 501 &l6 主188 2,469 459 671 ω 
I銘)6 23,603 265 7,075 7,801 583 935 2,639 Z臼S 629 922 126 

じ笠 24，綬望日 笈恕 7,118 7,956 575 895 3,034 2,751 852 1,131 176 3 

19耳18 27,071 197 7,623 
8,“4 

567 918 3,383 2,758 切7 1,2紙 '2f:JJ 6 

l焼却 29,429 185 7,811 9,204 610 1,237 3,843 Z，釦7 1,181 1,500 289 JO 

日旦 28,6(話 174 7,768 8,753 578 以4 3,647 2,5刃 1,289 1,67-1 316 14 

笈Xll 31,246 171 ＆拐 9,213 618 邸主9 4,057 2,567 1,557 2,043 382 19 

苫おl 33,451 170 8，ηs 9，臼3 633 以4 4.380 2,637 1,804 2,381 404 27 

L主主 34，刃7 158 8,9ol 9,731 632 以6 4,6(司B 2,622 1,890 2,67宮 451 35 

日~ 35,m 157 9,200 9,664 656 む4 4,¥Xl2 Z従泊 2,021 2,955 474 39 

注）厚生労働省労働法E開局f労災保険、l•来年報Jにより、全国労働安全術:'.Eセンターill!絡会滋が作成。
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表1死亡災害・死傷災害発生状況、労災保険適用状況及び給付種類見lj受給者数の推移（続き）

葬祭料 ・ 遺族Otlittt）給付 f育I世lp~ 各年度末年金受給者欽

年度 ~祭給付 筋線受
一時金 年金

受：給者数 傷病（補償）年金 際事（Ml遺族(ltll

受給者玖 給者放 ノr、』 J十
合計

じん月Ii せきm 官t)年金 償）if.イ佐3十 その他

19% 3,003 4,933 815 4,118 8,035 212,拍5 15,915 10,932 Z切8 zαl5 ”、α＇！） 101,481 

l！均7 3,6(主6 4ぷ3 899 3,({,.! 7，交員5 214,489 15,350 10.4例 Z関3 l，吹,3 93,CXi7 l(X;,072 

191熔 3,330 3,812 幻3 2,979 6，買"1) 216,007 14,646 9，位ω 2,825 1,881 与1,0¥ぬ 107.ぬ5

1999 3,349 4,165 761 3,401 7,0企1 217,386 14.，α29 9,439 2,741 1,849 9-1,891 108,4“ 

一2000 3,231 4，α)6 007 3,289 6，“5 218,386 13,392 8，勿6 2,653 1,813 95,489 109,.505 

2001 3,244 4,015 817 3,1＼潟 6,344 218,957 12,ち氾 8,415 2,603 1,m 95，沼5 110.，認2

2002 3,239 3,89-1 宍氾 3,104 6,399 219,7初 12,お2 7,924 2,532 1,746 96,310 111,200 

2003 3,399 4,169 757 3,412 7，α,3 却，953 l l，明治 7,711 2,458 l.ち1 96,腿 112,191 

笈E同 3,322 3,984 770 3,214 6,608 221,574 11,617 7,490 2,405 l，η2 96,979 112,978 

2005 

一注） 遮悠（鋪償）年{kffi統受給者数l立、 1982年度以降は年金とllif払一時金.1968年度以降は年合．と附!Ill買'142条の新規受給者絵の合計

隊;If（補償）年金は、 1965年度以前はl～3級、 1966年度以降はl～7級になっている。

傷病（補償）年金は.197が手度以前l立長期傷病繍償給付の件数である.1959年度の数字は．間氾年度当初．長期傷病名ー補補償

へ移行した4甘の111：数である．

f'I.生労働省資料により全国労働安全lQi1ミセンターill絡会議が作成a

表3労災保険財政の将来見通し
｛立億円

一年度 保険料収入 収入沿 保険給付等 支，m十 決算上の収支 t責立金銭J十 充足場 必'1liな積立金

IS耳ゆ 13,338 15,693 9,558 12,制8 3,245 俗,536 81.7% 83，如2

2000 13,301 15,425 9,479 12,4{X; 3,0l9 71，ぽ沼 86.1% 83,185 

2001 12729 14,605 9,453 は341 工添l 刀，吹)2 9-1.0";l, 78,59ヨ
2002 12,185 13,892 9,185 11,979 1,913 75，段,3 96.8% 78,3ヲO

2003 10,407 1 l，筑刃 9，α)6 11,530 370 76,283 95.8% 79,624 

:rot 10,442 11,934 8;袋詰 11,264 6加 76,使泊 96.6% 79，氏渇

2007 10.，α~ 11,398 8,802 11,074 324 78,307 96.9% 80,847 

2010 9,560 11,501 8,686 10.，む8 643 79,590 97.7% 81,455 

2013 9，α＇！） 11,026 S，必4 10ふ17 479 81,204 99.6% 81,533 

労災保険の倒立金は‘年金受給者への将来の年金給付:A'JIJに宛てるhj（資として．全て財政俗資資金へ預言tしている。

注） 平成16年度までは実績。

収入計には一般会d十からの受入、維収入、積立金からの受入額を、支111計には事務費、返還金を含む．

Jl過しは、平成！？年12月時点の経務ffl妙等をJ苦慮して、次の前鎚条例により作成し；fゐ
①賃金上昇率は、平成18年度まで0.5%.それ以降1.0%.②応m.r.・数I立、『労働力人口の推移』｛平成14年7月聡業安定局）の労働力都等を$』t.③
今後の預託金利は、年2.0%.c今後の労働災＇）iの災寄宿は、年1.5%で減少．⑤今後の新鋭年金受給占数は、年2.0%で減少e

必援な積立金の額Iま．上記を考慮して縫針した．

表2労災保険アフターケア健康管理手傾交付者数の推移（続き）

一
尿路系服 脳曲l管疾 有機開予知j

外傷によ
サリン中

年度 る」ミ怖や，， 然｛話 紛争，，隊符
E島 1忠 中illヤF

総領｛話
ーc'珍' 

ト－一ーー
1997 16 4 91 63 3 3 ド開園園圃幽目ー
1998 36 35 16 220 119 3 3 

トーーー・ーーー・
lS円)9 55 49 20 409 初3 4 4 

ド－ーーーーー
2000 59 ω 26 599 古74 6 6 

2001 ω 89 32 切l 343 5 25 
ドー－・E・－
2002 59 146 33 1,115 424 6 37 

一2003 64 211 み1 1,309 449 7 45 

200! 62 255 32 1,421 472 34 62 

注） ~／，.生労働省労働）.~！I'll,・，j［労災保険、再来年曹IJ により ． 全国労働安全衛生センターi正i絡会2置が作成．
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｜労働安全衛生をめぐる状況 ！ 

表4業務上疾病の発生状況

一，！｝ト 2 3 4 5 

物型的凶千による疾病
身体に過度の負担のか 化学物質等による疾病

業務上の負傷に程因す
（がんを除〈）ー有’',If光

かる作業悠係にiti:l還す （がんを除〈）ー労働大
粉じんの吸入による疾病

分額
る疾病

線、Y笹雌敏射線、異常災
る疾病一腰縮、品E動隊 院がt肯定する化学物質

ーじん肺及びその合併

11:、異常i副主、騒音、組
潟、須i,／航1賂;Ii等 等による疾病を含む．

f孟

音波予F

公袋 補償 俗芸豊 公表 補償 ＋品」監 会袋 補償 絡i監 /};:"J主 補償 i事差 公淡 補償 f事~

ゆ79 13,807 11,415 2,392 1,711 lふM 367 l，“5 Z湾2 -1,117 713 398 315 2,491 2,150 341 

IS高羽
ドーー－

13,631日 1 l，受益 l,&15 1,128 1,212 ・84 789 2,674 -1，径百 臼I 400 221 2,365 2,100 257 

1＼おl 13.269 1 l，完沼 1,477 1,646 1,197 449 711 2,451 ー1,740 475 458 ！？ 2,249 正問 215 
ヤーーー一ー

l笥l2
ドーーー．，四戸ー

12,235 11,131 1,1似 1,128 1,011 117 447 2,187 -1,740 505 335 170 2,282 2,114 168 

1現ロ 11,651 9，刀1 1,920 821 888 ・67 主主3 l，俗3 ー1,3~ 426 413 13 三163 I，以）（） 264 
トーーー一ーーーー

IS耳切 11.242 9,395 1,847 1,293 以6 447 3η 1,687 -1,315 ros 348 260 1,561 1,339 222 

は笠一
11,022 8，お4 2,1&! 1,237 以6 391 413 1,617 ーl，却 456 ！宜B 147 1,387 1,353 34 

は笠ー
10,763 8,296 2,467 1,292 1,238 54 532 1,652 -1,1却 ヌi8 2調B 70 1,472 1,272 200 

IS鴻7 民170 8,035 1,135 730 1,627 -'im 刀3 1,382 -649 39') 羽3 96 1,401 1,327 74 

19!沼 9,598 7,831 1,767 566 1,217 -651 612 1,375 -763 %』 279 85 1,308 1,254 5-1 

1989 9鴻 5 s,，似品 1,439 728 邸氾 38 説犯 1,221 -541 316 277 39 1,201 日38 ・37

IS耳泊 8,759 7,791 吹潟 501 592 ・91 543 1,012 ・4f;f) 331 216 115 1,185 1,1牛1 41 

l勿l 9,146 7,016 2,130 笹S 523 337 3苅 l，αm －広苅 370 260 110 1,103 1,140 -37 

1992 8,323 6，銘3 1,640 729 489 主泊 到。 1,131 -891 343 196 147 1,140 l，αiO 鉛

！日時氾 7,'!iXJ 5，皮3 l，特3 524 411 113 京氾 1,035 ー745 400 包5 175 l,CP.5 気l3 42 

1＼砂4 7,1幻 5,-l06 1,m 乃3 579 154 お5 953 ・718 締7 239 168 1,259 1,245 14 

19¥お 6,451 5，似） 1,451 7?..6 646 so 笈泊 1,097 -807 334 248 86 1,326 1,395 ーω
1守司b 6,521 4，底活 1,715 513 flJ2 -89 293 1,163 -8苅 34-1 195 149 lバ力 1,502 ・25

1997 6,034 4,743 1,291 321 656 -335 苫87 1,330 ー1,043 411 258 153 1,415 1.480 ・65

19尾港 6，αE 4,693 1,309 567 612 -45 320 1,522 -1,202 330 202 128 1,201 1,424 ・223

IS耳砂 5,3&! 4,658 730 395 体 1 ・289 357 l，刃7 ー1,370 238 ヨ:x:, 38 1,276 lぷ5 -109 
ドーーーーーーーー
友則 5,405 4,344 1,061 461 718 -257 438 1,595 ー1,157 3お 227 96 1,180 1,322 -142 

一2001 5,652 4,&Xl 1,052 517 怨A ー却7 381 1,514 ー1,133 269 153 116 使ロ 1,148 -166 

一主犯Z 5,277 4，佳氾 627 -143 754 ・311 346 l，斜8 ー1,102 m 笈n 94 空56 1,139 -183 
いーーーーーーー
2003 

トーーーーーーーー
5，飴1 叱647 1,214 447 730 -283 393 1,281 -888 316 LS褐 120 邑56 1,243 －認7

2004 5,370 4,530 制。 513 7“ -253 潔白B l，笈l3 ・915 笠お 218 77 814 I，お3 -419 

合計 224,550 185,&!l 38,669 20,530 21，冗氾 -1,172 12,468 39,802 ・27,334 10,259 7，邸4 3,205 37,(J75 36,931 144 

注） 各号のlr:ll制の数字は、労働行業務上iimx瑚（各年版中央労働災み防止協会『労働jq:i~のしおりJによるcr~~1q1生年鑑jも同じ）か

ら、疾病分類を労働l&il!!tと随行線lti))JIJ'R第lの2に各-1';・)]1）に組み結えたもの．休業4日以上のもの、当該年(lfl'!p）中に発生した疾病

て翌年3月ボロまでに杷wしたもの．と説明されている．中欄の数字lま.r年度目I）業務上疾病の労災保険新総支給決定例ー数J（敏災労

表4-2業務上疾病の発生状況

E’ヨZー 2 3 4 5 

物理的図下による疾病
身体に過度のA担のか 化学物質絡による疾病

業務上のf-<ftl，に起因す
｛がんを除く）ー有帯光

かる作業態傑に起因す （がんを除く）ー労働大
粉じんの店員入による主主病

分類
る疾病

線、司I雌放射線、 %1首公
る疾病一腰痛、仮動隊 l主が打ill:'.する化学物質

一じん肺t,及びその合併

IT:、異常温度．車華T干、総
得、 .tfil,1阪i際事符 等による疾病を含む．

百E
昔話~~事

届出 公表 補償 届出 公選 補償 届出 公表 補償 応出 公袋 補償 届出 公袋 術償

IS耳刃 4,S:泊 5,3&! 4，従出B 395 39ヨ 684 得 4 357 1,m 232 238 200 1,270 1,276 l，認5

200) 5,180 5,405 4,344 制6 461 718 666 438 1,595 窓越 323 227 1,172 1,180 1,322 

笈苅I 5,466 5,652 4，氏泊 493 517 824 535 381 1,514 255 ヨ飽 153 受忍 質l2 1,148 

2002 4，吹3日 s,2・刀 4.丘苅 438 443 754 646 346 l，制呂 293 汐7 203 956 虫56 1,139 

笈氾3 5,340 5,861 4,647 435 判7 730 876 393 1,281 297 316 II治 お6 856 1,243 

笈XJ4 5,112 5,370 4,530 513 513 7“ 後l5 ヌーs 1,283 気)8 295 218 814 814 l，お3

ii) 各号の左側の数字f届ll!J1士『労働省4死傷病報告jによる{llllp：／／帥1』aish.gr.jp/infonnation／）.中織の数字『公./lJは中央労働災答
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表4業務上疾病の発生状況（続き）

ーn勺－ 

分怒i

1979 

l寝泊

II泡l

19周辺

1983 

IS熔4

IS氾5

19!括
』ー一ーーーー

じ笠ー
1988 

1989 

l鉱氾
，ーーーーーーーー

1991 
ト－噌酢ーー噌．

l~氾
トーーーーーー

1993 
トー・園幽圃・ーー
1994 

ト一一一ー一
lS耳15

ドー一一ー
lS昭治

トー・・・咽目ー・
l切7

トーーーーーーーー
1998 

I-ーーーー－
1999 

←ー一ーーー『

~ 
笈氾l

..... ー・申帽・田ー
笈Eロ
笈氾3

』．岨』・凶・・ー
笈Xl4

トーー開閉園－

は生

6 7 8,9 2～9 l～9 

がんJjj'(j生物質ぷーしくは

細l首、ウイノレス符の病原 がんfr,(！主関 f-Xli:がん その他業務に経凶する 職業性疾病（2号から9号
計

体による疾病 Jjj¥j主Lf主における業務 ことの明らかな疾病等 までの小計）

による疾病

~:1< 補償 務m 公司2 事lifl't 係法 公表 補償 1'1122 公表 補償 tち差 公表 Mi償 f/1.ffi 
101 85 16 6 47 ・41 50 辺6 -176 6，乃7 7,032 ・295 20,544 18，判7 2,<.m 

48 123 ・75 3 41 .38 ω 470 -410 5,014 7,018 -2,014 18,644 19,013 －弐刃

48 164 -116 6 49 .43 45 臼2 ・577 5,180 6,975 ーl，貫主5 18,叫9 18,767 ・318

51 主:k¥ ・155 コ ω ・55 52 634 ・582 4,470 6,547 -2,077 16，究l.5 17,678 .973 

41 I(活 ー125 6 68 -62 9 541 ・532 3,829 5,6.58 ー1,829 15,4&! 15,389 91 

56 162 -1（話 4 49 .45 11 牛幻 ー429 3,CXlS 4,871 .9(話 15,147 14.:U話 881 

ω 138 ・78 。67 ・67 13 256 ・243 3,566 4,586 ・I，α20 14,588 13,420 1,1（沼

l（沼 113 ・) 6 64 ・58 6 211 .205 3，芯4 4,848 ・l，飴4 14,547 13,144 l，伺3

ω 140 ・71 4 61 .57 4 i【泌 ・I【立 3ふ,IQ 4，仏l6 ・I，伝活 12,510 12,981 -471 

55 141 ・86 4 53 49 16 187 ー171 2,925 4,506 -1,581 12,523 12,337 186 

40 128 ・88 2 67 .6.5 13 133 -120 2,980 3,754 .774 12,必5 11.8(刃 “5 
87 l20 ・33 51 ・50 8 120 ー112 2,6.56 3,255 .599 ll.415 11,046 主刃

92 173 -81 5 8() .75 5 174 ー169 2,&l.5 3,350 ・545 ll,951 10，沼1 l.585 

64 424 ーヌヨ3 2 54 -52 125 ー124 2,519 3,479 －使泊 10,842 10,1臼 sョー
75 156 ・81 6 73 -67 4 l【渇 ー104 2,324 2,991 -667 9,630 8,814 816 

74 161 .87 9 η ・70 15 121 -1（尚 2,732 3,377 ・645 9,915 8，芯3 1.132 

92 118 ・26 3 ω ー“ 8 140 ー132 2,779 3,713 ・934 9,230 8,713 517 

事l 143 .49 。68 -68 8 145 ー137 2,729 3,818 ーl，αp 9,250 8,624 ι26 

74 179 ーI（お 。38 ・38 15 110 .95 2,523 4,Cl.51 -1,528 民557 S，刑 .237 

142 183 -41 。57 ・57 12 118 ・1（あ i,sn 4,118 ー1,546 8,574 8,811 .237 

Ill 132 ・21 61 ．ω 51 122 ー71 2,429 4,311 ー1.882 7,817 宅h頃'f.) ・l,152 

215 159 56 。n -n 61 146 ・85 2,678 4,239 -l,561 8,083 ＆お3 .500 

I（お 157 ・52 86 .85 77 259 ・1包 2,332 4,141 ー1,8()9 7，銘4 8,741 ・757

120 224 ・104 3 94 -91 ω 533 -473 2,225 4.395 -2,170 7,50日 9，似5 ー1,543

132 136 .4 2 141 合 139 48 432 ー絡4 2,194 4,159 ・1，使iS 8,055 色反応 ・751

16.5 1＼氾 ・25 苫＇｝＇） ・208 83 429 .346 Zお9 4,328 ‘2,009 7,609 8,858 ー1,249

2,319 4,221 ーl，奴)2 80 l，お8 ・1，力B 735 6,＇筑:6 ・6.173 83,4“ 118,476 ・35,010 お主392 242,544 9，以8

働者等から労災保険の給付w求がなされ、その年度CJa＇年ではなし 、）中に支給決定がなされたもの｝。 i草生労働省労働謀術応『業務

上疾病の労災補償状況凋査結果J等．右側の；；＇｛字は 、1r.欄の数字から中欄の数字を差し引いたもの．

厚生労働省資料により全国労働安全術生センターi!I!絡会援が作成。

表4-2 業務上疾病の発生状況（続き）－ ロ’2 
6 7 8,9 2～9 l～9 

がん似性物質-6しくは

分認i
細歯、ウイルス符の病｝J;( がんj瓜性関下又はがん その他業務に起因する 駿m性疾病（2~；－沖、ら9 号

計
体による疾病 Ji；（性工線における業務 ことの明らかな疾病等 まて・の小計）

によるが／f,,J

一1999 届出 公＂＇苦 補償 届出 公表 補償 応m 公司t 補償 局似 公室主 補償 届出 公表 補償

ゆ” 110 111 132 61 51 51 122 2,853 2,429 4,311 7,6刀 7,817 8，決刃

2lXX) 215 215 159 。。n 59 61 146 Z，邸6 2,678 4,239 8,1αl6 S，αl3 8,583 

2001 lCl.5 lCl.5 157 86 73 77 259 2,444 2,332 4,141 7,910 7，兜4 8,741 

主m 107 120 224 3 3 94 99 ω 533 乙542 2,225 4,395 7,5(J2 7,5(J2 9,045 

2003 118 132 136 2 2 141 131 48 432 2,715 2,194 4,159 8,Cl.55 a，邸5 8、8()6

200I 169 165 190 3 209 123 83 429 2,805 2,239 4,328 7,917 7，ぽ'f) 8,858 

防止協会『労働術生のしおりJによる（http：／／州W』ish.gr.jp/onzcn／）、右側の数字「補償Jl立f労災保険新鋭支給決定l'l＇数J

安全センタ→育報2006年8月号 15 



労働安全衛生をめぐる状況 ｜ 

表5「身体に過度の負担のかかる作業態織に起因する疾病」の発生状況

一 3身体に過度の負担のかかる作業態級に起l却する疾病

エl 3ド2 3-3 3-4 3-5 
ヤー－

ifi滋物を取り倣う業務、 さく.＋｝持章、チェーンソー ・,u:;:i11交換の業務その他 lから・1までにぬげるもの

服部にj/i!J皮のfl仰を与 ~の機械2器具のiι用に 上自主にi＠皮のJt恨のか のほか．これらの疾病に

lli激な業務による筋肉、 える不自然な作業姿勢 より身体に晶1ilJを与える かる業務による手指の怨 付随する疾病その他身

分額 ！！！.什若しくは関節の疾 により行う業務その他腰 業務による手指、。if阪i匂 峨、手指、 1li1蹴i等の腿、 f本に過~のA抱のかか

悠又は内厳脱 郊に過度の負担のかか のボIii循環降布、ぷw m絡若しくは腿周開の る作~態傑の業務に起

る業務による腰痛 神経隊WXI立運動段能 炎徒又は顕hi蹴i盆候群 国するニとの明らかな疾

(Jド災脊性自重術） ~＇,Ii （仮面J際＇,Ii) ｛頭M距描症候m事） 将｛

一 公J1. 補償 絡J査 公表 補償 絡差 会~ 補償 絡3主 公表 補償 絡ill 公表 告n償 絡釜

一l寝泊 61 303 ・242 247 56 191 54 941 ー岱7 155 332 ーIT/ 15 初 ・5

1987 124 324 -200 災泊 49 331 59 731 -672 127 264 ・137 43 14 29 

1988 117 351 －却 267 47 220 50 656 ・(J(X; 154 304 -150 24 17 7 

1989 144 347 -203 353 32 321 39 505 ・466 111 313 ー笈)2 33 24 9 
トーーーーーーーー
19¥氾 73 324 ・251 主主1 33 る4 23 361 -338 131 ．廷畳 ー137 19 26 -7 

一gゆl 70 344 ・274 186 41 145 23 m ・354 73 213 -140 18 お ー7

一1992 38 458 -420 をA 52 12 21 405 ー却 97 195 ・98 20 21 
ヤー－・E・－

~ 77 主ヨb ・219 96 30 

“ 
24 496 -472 ω 182 -119 30 31 

I＼制 80 262 -182 62 41 21 17 475 -458 57 156 -99 19 19 。

1995 75 :ff.) －出 127 37 90 18 578 ー筑0 56 149 -93 14 24 -10 

l安l6 76 310 ・234 112 35 77 16 556 -540 77 包4 ・157 12 28 ー16

1997 95 283 -188 79 44 35 7 612 -60.5 事』 ヌ58 ，幻4 12 23 -11 

IS耳)8 I（指 257 -151 109 45 64 10 力3 ー763 80 442 －災辺 IS 5 10 

191刃 146 径回b -140 73 27 46 6 912 ー気~ 92 496 -40:I 40 6 34 

2f(X) 158 241 -83 72 48 24 12 芯4 －刀2 134 507 -3乃 62 15 47 

2001 104 179 ・75 77 44 33 16 717 －刃1 l制 558 ・414 40 16 24 

一主Xl2 75 147 ・72 苅 65 5 7 臼2 －臼5 150 590 ー判。 44 14 30 

一苫:m 115 149 ・34 61 56 5 7 481 ・474 149 581 -432 61 14 47 

一2004 S自 138 -49 54 52 2 9 412 -403 154 671 ・517 62 IO 52 

d白h宅川ι 1,619 5,021 ・3,402 2,671 TJ..6 1,945 402 10,511 -10,109 l，言)5 5,571 ・3,776 460 328 132 

注｝ 表4の注に｜司じ．

表5-2「身体に過度の負担のかかる作業態織に起因する疾病』の発生状況

3身体に過度のfill!のかかる作業悠僚に起因する疾病

3トl 3・2 3-3 ：ト4 3・5
ルー－圃園園－

i[if置物を）ti(り占的業務、 さく治機、チェーンソー llU語交換の業務その他 lから4までにぬげるもの

腹部に過度の負担を年 て草の機l費総兵のfl!!Jflに 上般に過度の負担のか のほか、これらの疾病に

lf（激な業務による筋肉、 える不自然な作業~~ より身体に仮!WJを与える かる業務による手術の主主 付随する疾病その他身

分E買 除、骨4＇しくは関節の疾 により行う業務その他腰 業務による手J弘前腕等 母、手J昔、前総寄与の随、 体に過度の負抱のかか

j忠又は内厳脱 郎に~度の負担のかか の).if内自前保障布、」s！向 鎚革商品「しく l;tA盛岡閲の る作業悠憾の業務にA,!

る業務による様子市 神経協術又は巡動fl能 炎症又は野11,1腕症倹君事 因することの明らかな後

(JI，災;Ill主腰対n 隊指（｛反動防省） ｛野ii,I腕IJ'i：伎俳等｝ m 
局出 公主日 補償 局UI 公表 補償 局出 公表 補償 届出 公表 補償 局出 公表 補償

1999 115 146 286 542 73 主1 6 6 912 91 日2 496 40 40 6 
トー司’司『・ー，

苫獄】 158 158 241 淑｝ 72 48 12 12 784 134 134 507 62 包 15 
トーーーーーーーー
笈Xll 104 104 179 232 77 44 16 16 717 144 144 558 39 40 16 

ドー・ー司ー・ー・
笈Xl2 75 75 147 3ち 70 65 7 7 632 147 150 590 44 44 14 

L主主 115 115 149 549 61 56 7 7 481 144 149 581 61 61 14 

し型L 9う 89 138 545 54 52 8 9 412 I（追 154 671 ω 62 10 

注） 表4-2の注にfn1じ。
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表6「業務上の負傷に起因する疾病J等の発生状況

一 l業務上の負傷に起凶する疾病 2物理1的因子による疾病（がんを除く）

1・1 ト2 2-1 2-2 2-3 

一
分E百 負傷による腰痛

1-1以外のf業務上のA
干fW光線による1JWi ’屯際政射線による疾病

異常気圧下における疾

｛銭に組閣する疾病J m 
一 届出 公主王 補償 届出 公表 補償 応出 公袋 補償 届出 公表 補償 応出 公表 事n償
』ー一一ー

1999 
，－....『・圃ーー

4,020 4,559 3,061 800 829 l,597 7 7 5 2 3 3 10 10 18 

mJ  4,397 4,622 2,749 有l3 沼3 1,595 5 5 9 3 3 3 7 7 14 
トー一一一
ま氾i 4,tlJI 4,793 3,]06 859 且59 1,4卯 6 6 7 。 コ 5 II 

トーーーーーーーー
百))2..__ 4,035 4,334 3,170 925 943 1,480 5 5 4 。 。 3 3 16 

笠間 4,237 4,765 3，友泊 1,067 l，α)6 1,367 6 8 9 。 。 3 8 8 15 

一~ 4,112 4,377 3,158 

一
1，αX) 9')3 1,372 7 7 6 。 。 2 12 II' 21 

一 2物理的凶子による疾病（がんを除く） 4 化学物質等による疾病（がんを除く）

2-4 2-5 2-6 牛i 4-2 

一
分ま買

異常温度条件による疾
騒音による耳の疾病

2・l～2-5以外のf物理
自費紫欠乏症

4-1以外の『化学物質等

病 的因子による疾紛j による疾病J
ドーーーーーーーー

1--・－
届出 公表 告告償 局出 公淡 補償 局的 公5醍 補償 応出 公淡 補償 応出 公表 補償

l侠ゆ お3 332 157 8 8 499 35 35 2 8 9 18 224 229 l包

2(XX) 404 419 176 13 13 515 14 14 11 21 25 苫B7 初2 京)2

2001 454 478 τ72 9 9 532 18 18 2 11 15 13 2判 254 141 

笈XJ2 402 4(J] 235 9 9 498 19 19 。 14 10 17 279 '1KI 186 

笈XJ3 主!2 394 218 8 8 481 '19 '19 4 ]3 5 8 認4 311 188 

~ 464 467 277 11 9 453 19 19 7 15 11 19 笈l3 284 199 

設） 波4-2の注に｜司じ。

表7-2 定期健康診断実施結果（項目見IJの有所見率等）
｛%） 

年度
{t.)J 聴力 絵（；／J（そ 胸郁X 医事疲

血圧
貧血 肝！幾能 血中脂 血縫 尿検査 尿検査 心m図 ヰf所長t

(IOOOlli) (400011i) の他） 線検査 検'l'i: 検査 検査 質t由主主 検査 （泌） （蛋白） 検査 者ヰi

1m 5.1 8.2 0.9 1.6 1.0 7.1 4.2 8.7 11.1 27 1.8 6.2 23.6 

1991 5.2 9.3 1.1 26 0.9 7.7 4.9 10.1 13.6 3.1 21 ι8 27.4 

1992 5.2 9.9 0.9 21 0.9 8.1 5.0 11.3 15.8 3.1 2.3 7.6 322 

1993 5.0 10.0 0.9 21 0.7 8.4 5.2 11.8 17.2 3ψ3 24 7.8 33.6 

！”4 
4.9 9.9 ・o.9 23 0.8 8.5 5.8 11.8 18.3 3.2 27 8.0 34.6 

1995 4.7 9.9 0.7 24 0.7 8.8 5.8 127 20.0 3.5 2.7 8.1 36.4 

1996 4.5 9.8 0.8 26 0.9 9.2 5.8 126 20.9 3.4 28 8.3 38.0 

1997 4.4 9.7 0.8 27 1.1 9.3 6.0 13.1 220 3.4 3.0 8.3 39.5 

lS再調B 4.4 9.4 0.8 29 1.9 9.7 ιz 13.7 23.0 3.5 3.3 8.5 41.2 

199') 4.2 9.3 0.8 3.1 1.4 9.9 62 13.8 24.7 7.9 3.3 3.2 8.7 429 

2000 4.1 9.1 0.8 3.2 1.5 10.4 6.3 14.4 26.5 8.1 3.3 3.4 8.8 44.5 

2002 3.9 8.7 0.7 3.3 1.4 11.5 6.6 15.5 28.4 8.3 3.2 3.5 8.8 46.7 

2003 3.8 且5 0.7 3.4 1.6 11.9 6.5 15.4 '19.1 8.3 5.1 3.2 8.9 47.3 

2004 3.7 8.4 3.6 1.5 120 6.5 15.3 28. 7 8.3 3.1 3.5 8.9 47.6 

注｝ 「有所見右中ji立労働安全ー術生muリ!il44条及び第45条でm定ずる総Ui診断項目のし、ずれかが布所見であった者（他党所見のみを

除く）の人款を受診者数で；甲！ったIii'!である。
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ヨ働安全衛生をめぐる状況 ｜ 

表7定期健康診断・特殊健康診断・じん肺健康診断の実 施状況

一 定期健康診断 特殊純Ui診断

年度 実施，，~祭場 11: －時., 有所見
対象業務数

J.fl,tg ・1i111軸 J回凡 今”。，、 司iE軒丸
有所凡ヰi

数 労働者数 者・ 数
-m済見終

紘 労働者数 者－ 話正

1965 9,370,497 574,578 6.1% 24 8,927 226,9冗｝ 24,018 10.6% 

W刃 11,199,917 562，綜4 5.0% 30 14,865 ぬ4,793 却，刀5 10.1% 
ト－『’
1971 11,361,913 お3,388 5.0% 49 16,花l6 346,おO 31,769 9.2% 

ドE・E・－ー・圃
1972 IO，幌，剖 547,896 5.1% 49 20,833 3SXl,874 32,~9 8.2% 

一1973 10,5民390 595,590 5.6% 51 22,9¥ぬ 422,076 25,123 6.0% 

一1974 10,847,458 復活，509 6.2% 53 1h,刷 493,553 29，αXl 5.9% 

一1975 I0,9(JJ,527 733，α29 ι7% 67 30,-146 557,224 29，積立 5.4% 

1976 11,081,169 850,818 7.7% 67 36，α＇／｝ (,63,399 28，卯6 4.4% 

1977 11,154,186 芯22,923 7.4% 67 40,αn 715，以2 30,241 4.2% 

1978 

一
11,132,特7 思主5,605 8.0'Jも 67 42,033 7制，875 27,354 3.7% 

ゆ79

一
11,158,4刀 957，蜘 8.6% 67 66,285 1,146,421 30,930 27% 

1900 I I~傷む 使均，149 8.8% 72 71,976 1,213,867 30.ふl6 25% 

一I＼溶l 10,333, I <J2 916,522 且切る 72 74,710 1,256，お3 31,710 25% 

19!ロ IO，叫511 953,393 旦2% 72 76,005 1,333,751 31，伝汚 24% 

198.i IO，臼5,676 991,035 9.3% 

一
72 78,031 1,342,082 27,498 20% 

1＼港4
ド甲田・－

10,618,339 9刃，752 9.1% 72 00,224 l，認4,123 27,674 2守匙

ll泡5 10,733,013 l，α)5,929 虫4% 72 81，従;g 1,436刊ω 24,429 1.7% 

l使l6 10,900,258 l，侃5ユ54 9.8% 刃 81,573 1,441,636 な583 l.6% 

は笠ー
10,859,413 1,100，ηヰ 10.1% 72 81,245 1,425,720 21,447 1.5% 

11足l8 10,586,-1(); 1,123,126 10.6% τ1 81，αη 1,418,294 l訊.971 1.4% 

1989 ぬ730 9，お2,997 1,117,564 121% η oo,242 1,415,940 25,015 I.8% 

19¥泊 55,178 10，αY},681 2,367,251 21.6% 72 75,746 1,376,847 31,994 23% 

1991 56,024 10,91 l，α23 2,9'.氾，89(J 27.4% 72 73,617 l，認5,573 41，品糾 3.0% 

1992 54.916 10，包5,454 3,483,525 32.2% 72 75,131 l，ヨY},273 47，侠主5 3.2% 

19!お 58，剛 11,187,605 3,7，弘451 33.6% η 76,袋詰5 1,553,650 認,353 3.4% 

IIゆ4 59,555 11,317,518 3,920,311 34.6% 72 76,051 1,558，仮面白 55，決'f) 3.6% 

lS耳15 60,638 11,331，筑苅 4,124,407 36.4% 72 76,021 1,536,7η 双198 5.1% 

一IS再調6 61,305 lロ84,849 4,288,4乃 380% η 76,355 1,554，α~ 00.，“l 5.2% 

1997 00,288 ll,54旦676 4,567,081 39.5% 72 77，氏刀 ロ85，佃 84,125 5.3% 

19堅調B 83,458 11,158,358 4,59ヨ，舵 引.2% 72 78,α刃 l，“ゑ353 93,438 5.8% 

1999 86,541 11,426,cm 4,9(Jl,172 42.切る 72 79,421 1,6(怠ωョ 似，686 5.9% 

笈問 87,797 11,451,050 5，朋＇,590 41.5% 72 00,153 1,6(刃，154 95,656 6.0% 

笈Xll ぬ916 11,426,677 5).73,677 46.2% 72 79,628 1,596,593 犯，718 5.8% 

笈Xロ 93,416 I l，佼話，臼4 5,552,412 46.7% η 80，，策担 1,626,958 喫L下お 5.9% 

笈Xl3 94,0'刀 II，刃4,484 5,577,816 473% η 79，，邸5 1,637,878 97,328 5.9% 

笈Xl4 95，市 11,933，羽3 5，佃邦 47.6% 72 位037 l，“lカ5 101,~5 6.1% 

注） 健成診断結JI色調、特殊健康診断結果調（じん肺健成診断を除く）、じん肺aim診断結果剥による．

1989年10月より、定期総出診断の項目笥が改正。特殊健康診断て’は、1989年10月より、有機首予知l及び鉛健保診断の項円等が改正．

l’i生労働省資料により全国労働安全i地センター連絡会議が作成．
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表7定期健康診断・特殊健康診断・じん肺健康診断の実施状況（続き）

一 じん刷ifil!l,Jt診断

<n広
受診労働.r,・款

'i'l'理lイf所見
＊更！2 符.Fll3 Ir理＂ 有所見ヰ1

合併症り！.！！.者
ギf所見41

者 数

一1965 162,467 8,使泌 3.973 
ドーーーーー司ー

佼泊 415 14,234 8.8% 

19＇苅 173,331 

一
10,010 3，臼9 736 257 14,642 84% 

1971 185,441 

一
14,133 4,400 泌4 36叫 19,761 10.7% 

ゆ72
ト一一一一

186，臼2 12,買)5 4,729 供泡 301 18，η3 10.0% 

1973 2J0,758 11,304 4,T/9 
戸幽－ l，α沼 274 17，判9 8.3% 

1974 
ト一一一ー

恐l,496 13,901 5,373 1,112 309 ']f),W., 10.1% 

1975 203,7()'.) 12,716 5,055 l，低調日 318 19,169 9.4% 

1976 224,89宮 12,ヌl3 5,291 1,112 '1J!,l 19,193 85% 

19力 225,964 13,786 4，鬼3 1,233 368 20,310 9.0% 

1978 216,915 7,1偲 9,921 工刃2 286 20,107 66 旦3%

ゆ79 246,829 27，伎~ 7,571 ！” 35.Sn 209 14.4% 

19!泊 259，脚 34,133 8,132 122 42,諸7 172 16.3% 

1981 211,ns 3仏872 7,787 148 44,807 1n 165% 

1982 部，720 38,099 8,010 126 46,235 147 17.4% 

1＼氾3 湖，565 37,183 7,120 137 制，判｛｝ 133 17.1% 

1984 262,1α24 34，明 6,231 81 41,270 102 15.8% 

1985 辺幻，広?9 33,391 5,905 80 39,376 87 15.1% 

l民話 251,822 34,232 5.614 75 39匁 1 140 15.9% 

l兜7 237,310 29.，川 4,645 93 33,849 104 14.3% 

1988 22l弘425 27,164 4，笈'f) 64 31,437 ω 13.8% 

lS暗!9 219,624 25，泌4 3，佼同

“ 
29，怨4 ω 13.3% 

l明治 216,420 丸 山 3,557 74 25,815 93 11.9% 

I＼均1 229,139 22,i下お 3,475 50 26,324 47 11.5% 

I＼刃2 220,988 18, 782 3,249 52 22，俗3 ω 10.0% 

1993 219,607 19,8!沼 3,138 36 23，偽2 27 10.5% 

1994 215,174 19,107 工決刃 43 22,119 54 10.3% トーーーー司同”
19':お 212,586 ほ訓 2,761 llO 19,175 71 9.0')も

トー，ー・司ーーー
l努)6 ま刃，520 15,958 2.5羽トー－圃

42 18,520 32 8.8% 

l切7 214,819 14，臼6 Z使ロ 30 16,743 40 7.8% ト開園・・圃国圃目
Jg再調B

...... ・帽E・・同咽
206,J：沼 13,514 1,993 お 15,530 笈｝ 7.5% 

1999 191.432 13,143 1,6n 12 14,832 58 7.7% 

200'.) 店7,323 10,610 1,421 22 12,053 24 ι4% 

2001 191，刀7 9，授淘 1,375 21 11,276 14 5.9% 

笈Xl2 190.，例6 8,170 l,120 20 9,310 9 4.9% 

笈悶 183,961 6,380 912 12 1ヌ)4 8 4.0% 

2004 202,885 6,279 827 7 7,113 8 3.5% 

注） 1978年にじん島t，管足E区分が改Eされている．じん尉

l享生労働省w科により金凪労働安~m生センタ一巡絡会：控が｛下成。

表7-3特殊健康診断（2004年度・総計以外は実施事業所数1,000以上のもののみ）

対象作業
ヨ毛 施 月Jも ；診 イi所見

イs所 見$ 対露ilU.¥
;If he. ~ι ,. 

’.，恥－ ， イf所見
イi所見Etl

事業l品数 労働者数 者数 11~m』品数 労働者・数 者 2ま

有機溶剤 33,100 510,422 29.m 5.7% フy化水素 1,610 41,067 Z71 0.7% 

鉛 5,206 87,2羽 1,443 1.7% マンガン 1,168 14,879 86 0.6% 

電磁放射線 11,712 笈J6,切7 9,642 4.7% 銭外線、赤外線 3，α)3 61,633 はお 20% 
石VI, zα22 17,8η 154 0.9% 騒音 4,433 200,278 34,231 17.1% 

自主主将 l，αl4 18,278 129 。7% キーパンチVDT作業 3，虫29 谷6,024 17.012 6.6% 

クロム鮫 2,481 21,8お 249 1.0% ；震動 2,490 38.302 1,945 5.1% 
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｜労働安全衛生をめぐる状況 ｜ 

表8業務上疾病の新規支給決定件数

分恕1
絞病分賀ifJ'l目

大 ｜小 CODE

業務上の負舗に起因する疾病 4,344 4,600 4,650 4,647 4,530 

13 
日買部i又は飯田部の負傷による他性観！膜下血随、外傷性遅発性脳卒中、外i自性てん

36l 331 3刃 ヌー5 391 
かん符の!iJi重量内~t{'.

［災'Jli'l:脳血管疾悠一会てCODE13に含まれるヵ、どうかは定かではない］ (48) (54) （判） (41) (24) 

［災3性廃血性心~!.!.i等ーここに紀市在したが.CODE241こ合まれるものと忽われる］ (4) (2) (5) (2) 

14 
脳、干Yftill及び末.jfjjlj1級"!r,神経系の負傷による皮膚．筋肉．竹及び胸股郎厳llilのI長

86 72 61 77 86 
・b山但

17 
胸部l文は腹部の負傷による胸膜炎．心膜炎、ヘルニア｛織防総ヘルニア．腹E翼線痕

268 282 228 215 2(15 
ヘルニア等）等の胸腹部厳総の疾忠

18 負傷（急激なカの作用による内飢組織のn1舗を含む）による腰痛 2,749 3,106 3,170 3,2&> 3,158 

19 干？往又は四肢の負傷による敏｛胡風土手の細m~m疲（負傷による腰痛を除。 131 91 93 ICお 52 

20 皮膚符の負傷lこよる破l糊等の細的感策定 86 IOI 122 112 122 

21 業務上の負傷又は異物のIQ入.立.l1WIによるII日疾忠その他の脳2Rの~忠 555 547 512 420 435 

23 t量発その他JJT般的なlJ$自による風圧．音型F苦手に起因する業務性簸聴等の耳の疾患 53 41 52 31 46 

24 CODE137'Jら23までに悩げるもの以外の業務上の負傷に起因する疾病 52 26 42 42 35 

物理的因子による次に縄げる疾病 718 824 754 730 766 

（有3光線による疾病）

25 策外線にさらされる業務による前服部疾悠又は皮膚疾fil 6 6 4 7 5 

2 26 赤外線にさらされる業務による網膜火傷．白内陣士事の限疾忠又1ま皮，.疾!.!.i

3 27 レーザー光線1：：さらされる業務による網狼火傷等の眼疾!.!.i又は皮l昔疾患 3 

4 28 マイクロ波にさらされる業務による白内問写の限疾！.！！.

司i厳自主射線にさらされる業務による急性政射線高E，皮膚ir!IU~の』rn線皮膚隙

5 29 宮.白内隊等の主主射線眼1Rf.!.¥”政射線肺炎．再生不良性貧血等の造血告官僚＇；§. i't 3 3 2 

峻死その他の欽射線開3

｛皮膚隊苫） (3) 

（白内問）

（急性放射線疲）

（再生不良性貧血）

（造血総陣w
（異常気圧による疾病）

6 31 高圧車内作業又は治水作業に係る業務lこよる沿町内又は潜水病 12 8 13 II 15 

7 32 気圧の低い場所における業務による術山総又は航空減圧症 2 3 3 4 6 

(9/.微温度条例・による疾病）

8 33 暑熱な泊所における業務による熱中症 89 I!立 177 156 214 

9 34 高熱物体を］Ii(り倣う業務による熱｛日 65 73 46 42 45 

10 35 寒冷なt場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍｛話 22 ！？ 12 20 18 

11 36 者しい騒音を発する喝所における業務による難理事等の耳のfR!;I!. 515 532 498 481 453 

12 38 起音波にさらされる業務による手指等の飢餓峻死

13 39 
l均、ら12(CODE25カ吟38）までに仰げるもののほか．これらの疾病に付随する疾病そ

の他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
3 7 

身体に過度の負担のかかる作策態僚に起因する次に縄げる疾病 1,595 1,514 1,448 1,281 1,283 

40 理激なm務による筋肉.Q. 付着しくはl民l筒1の~ill又は内服脱 241 179 147 149 138 

2 41 
1fi鼠物を取り扱う祭務．腹部口畠度の負但を与える不自然な作業遂事事により行う，:m

48 
務その他腹部l;:ill[Jrの負担のかかる業務による腰高Ii

44 65 56 52 

3 42 
さく岩機、鋲打ちt君、チェーンソ一等の機持~呉の使用lこより身体に綴動を与える業

784 717 632 481 412 
務による手f昔、自ii］腕等の抹.jfj循環間宮、 t.l<柄拘I綴1'4'JJ又はNl!ll1iil間宮

せん孔．印、rs.1包括交~文は速胞の業務．金銭登録機を｛史mする業務．引金付き

4 工兵を使mするう閉その他上般に過度の負担のかかる業務Iこよる手指のl.:l!!I!.手 刃7 558 590 581 671 

t旨‘ nrrn高等のm.m鞘若しくは血~I羽凶の炎症又l立政府腕続候群

43 （手指の主主惨又は-OHM)
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大 ｜ 小分~ODE: 疾病分窓i項目
年度

2001 笈正昭 2003 2001 

~ 
（手術、前腕．勺の§！納若しくは血E周凶の炎rii!)

(J副府腕症候群）

l古も4(CODE40カ沿45）までにIllげるもののほか．これらの疾病に付随する疾病そ
15 16 14 14 10 

の他身体（;:jgigi'の負犯のかかる作業悠織の業務に起因することの明らかな疾病

四 化学物質等による；欠に掲げる疾病 227 154 203 196 218 

47 
労働大臣の街定する！J！体たる化学物質及び化合物（合金を含む．）にさらされる業

務による疾病であって．労働大臣が定めるもの（151項目の内訳は荻12参照）
103 84 110 115 1白S

｛平I倹lfill!Jrl ’ ~JJ-CODE47およびCODE55に含まれるものと忠われる］ (lη (14) 

（合成樹脂の然分解生成物による疾病）

2 
:JI，翼号樹脂.t起化ピニル樹脂．アクリル樹路等の合成樹脂の然分解生成物にさらされ

3 10 6 
る業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症符の呼級官昔mt.且 11 7 

48 
｛フッ耳障樹脂の然分解生成物にさらされる業務による慈様、~自熱符の1ii':状を｛半う呼吸 σ） (5) (2) (l) (2) 
総疾！l'.)

49 
（甑化ピニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の然分解生成物にさらされる業務に

(6) (2) (l) (9) (4) 
よる眼粘膜及び気道粘~の炎症匂の疾忠）

3 50 
すず．鉱物納．うるし．タール．セメント．アミン糸の樹脂硬化i'ilJ匂にさらされる業務に

21 26 19 22 
よる皮膚疾悠

20 

4 51 
!ff自分解併棄にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎．気管支樹息土手の呼

4 
吸探疾患

5 5 6 6 

5 52 
木材の粉じん．猷毛のじんあい等を飛散する均合における業務又は抗生物質等にさ

4 2 10 3 
される業務によるアレルギー性のぬ炎．気管支給息符の呼吸:Ill疾患

6 53 滞納符の紛じんを飛散するJlJ所における業務による呼吸:ill疾1且 8 7 8 5 8 

7 54 空気中の駁紫濃度の低いJlJ所における業務による俄来欠乏疲 25 13 ！？ 8 19 

8 55 
IIうも7(CODE47カも刊までにぬげるもののほか、これ抑疾病に付随する疾病そ

51 17 32 23 49 
の他化学物質符にさらされる業務に起因することの明らかな疾病

粉じんを飛倣する場合における鎌務によるじん筋症又はじん防法（昭和35£手法律

五 56 第30号）に規定するじん筋と合併したじん防法徳行線則（昭和35年鈴働省令第6 1,322 1,148 1,139 1,243 1,233 

号）第1条各号に潟げる疾病

（管担4) （怨4) （お4) (194) (l鈎 (l句

（肺結線） (4乃 (41) (51) (48) (33) 

｛結核住胸膜炎） (29) (10) （η （目。 (9) 

｛続発性気管支炎） ｛卯乃 （乃5) （邸4) (812) （銘3)

｛続発性気管支以iJHlii!) （乃 (10) (6) (3) (12) 

｛続発性気胸） （認） (3め （幻） (28) (18) 

cnm性肺がん） (14。(113) 

－ J、 細菌、ウイルス等の病原体による次に縄げる疾病 159 157 224 136 190 

57 
息苦ーの診療若しくは宥般の祭務文は研究その他の目的で約似体を取り扱う業務に

よる伝然性疾患
113 1位 138 !Xi Hl'! 

2 ω 
動物若しくはその死体、獣毛、革そ切他動物性の物文は1まろ士事の古物を取り扱う業

務によるプルセラ症、iえf丘病等の伝染性疾！！＼
3 6 2 3 

3 61 話量潤i自における業務によるワイル病等のレプトスピラ症 12 8 13 13 19 

4 62 ffi外における業務1こよる芯虫病 4 10 5 10 6 

5 ω 
iカも4(CODE57カも62）までにI日げるもののほか、これらのIR!.l.'.に付随するf~！！~そ

27 
の他細凶＼ウイルス等の病原体にさらされる祭務l司主因することの明らかな疾病

37 62 21 54 

七
がん原性物質若しくはがん原位因子叉｜劫川原住工程における策務による次に

72 85 94 141 209 
渇げる疾病

ω べンジジンにさらされる祭務による尿路系脱筋 4 7 8 7 6 

2 65 ベーターナフチルアミンにさらされる業務による尿路系組盟国 4 4 3 2 

3 

“ 
4・アミノジフエニルにさらされる業務による尿路系組筋

4 68 4・ニトロジフエニルにさらされる業務lこよる尿路系腿勉

5 ω ピス（クロロメチル）エーテルにさらされる業務によるn,r,がん
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｜労働安全衛生をめぐる状況 ｜ 

大 ｜ 小分~ODE: 疾病分ffilJi目
年度

2001 主回目 2003 宜X}l

6 初 ペンゾドJクロライドにさらされる業務による肺がん

7 71 石前iiにさらされる業務による肺がん又は中皮服 52 54 77 121 186 

(5*1ilに間接される業務による肺がん） (18) (21) （辺） (38) （お）

（石UMこ民属される業務による，，，皮純） (34) (33) (55) （幻｝ (11.8) 

8 72 ベンゼンにさらされる業務による自！fit病

9 81 !LI.Iヒピニルにさらされる業務によるII干血管肉腿

9 81 j晶化ピニルにさらされる業務によるHF血管肉脱

IO 82 
I'll骨U＇~射線にさらされる業務による白血病. ltliがん．皮膚がん. ';ti対版文は甲状腺

がん

(1自由E放射線にさらされる業務による白曲11,li) (l) 

（ •，立高'U！（射線にさらされる業務による肺がん｝

（活再u主射線にさらされるm務による皮膚がん） (!) 

(1証書!tli'.＜射線にさらされる業務による竹t向島ID

(:'fi隊以射線にさらされる業務による叩状織がゐ）

II 83 オーラミンを鑓浴する工胞における業務による尿路系腿m

12 S-1 マゼンタを惣i2iする工程における業務による尿路系組f首

13 85 コークス又は5f'.tjriガスを製造する工艇における業務Iこよる肺がん 6 15 5 3 8 

14 86 
クロム~ll!又はillクロムMJ主を駁遺するE程における業務による肺がん又は上気迫

4 4 2 4 5 
のがん

（クロム自主溢又はif(クロム!illt起を製造する工陀における業務によるij,liがん） (4) (3) 

（クロム鮫溢又はmクロム西空砲を興i草する工程における業務による上気道のがん） (1) 

15 87 ニッケルの製錬文は鮒主主をITう工際における業務による肺がん又は上気iliのがん

｛ニッケルの烈錬文は締罰iJ!を行う工程における業務による肺がん）

（ニッケルの忽鋭又lilllf!Uをfrう」：程における業務による上S..Uiのがん）

16 t治
批泌を含有する鉱石を原料として金属の復鎌-aしくは続錬を行う工程又は無償世t

＃，化合物を漫遊する工nにおける業務による肺がん又は皮膚がん

(Rt訴をを含有する鉱石をl)j＼料として金属の駁鈴

M化合物を~造する工程における業務による肺がん｝

（枇若者を含有する鉱石をOi！料として金凶の製鍛若しくは精鋭を行う工r.;i又は無懐Qt

ポ化合物を後遺する工段における業務による皮膚がん｝

17 91 
すず．鉱物納．タール．ヒ．ッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚

がん

lカら17(CODE臼カら91）までにtuげるもののほか．これらの疾病に付随する疾紛そ

18 92 の他がんO;Ii主物質むfしくi立がん即位因子にさらされる業務又はがん際性工程におけ

る業務に起因することの明らかな疾病

！”｜ 
聞に縄げるものの跡中央労働基準棚州諸て労働大同定す｜

る疾病

九 93 その他簸務に起因することの明らかな疾病 146 259 532 432 429 

［じん肺症－~i'fに先生した肺がん］2003年度以降第五号へ以隊 (24) (43) (ll3) 

［非災';rJ性脳血管疾患］ (48) （%） (202) (193) (174) 

［非災;JJ位虚血性心疾忠号車］ (3乃 (4乃 (ll5) (119) (120) 

［精神間3等］ (36) (6乃 (ll2) (I明 (123) 

合計 I s,583 ! s,741 ! s.045 ! s,so6 ! s.s5s I 
A：具体的予I］等量規定に係る業務上疾翁の合計 ｜制Is.411 I s.4051 8,312 I s.300 I 
js：包糊救済規定に係る棚上疾病の合計 ｜｜ 加｜ 却｜ ω｜ 制 l到｜
IN(A悼） II 97.説｜即%｜鬼慨｜側 %1 93臨｜

※『分UiJの『CODE』は『1属病性質コードJ,(l)f .. Jー労働災符で』もなる件貨の疾病を受けた嶋合又はfu1ーの業務でl'tなるイI符肉「をで：以上部すて彼合的な眼；痢が発生

した地合I！.比般的mいi属病性質により分怨すること.(2）そ切放績のl臨病のmさがM程度である喝合i;Lこの去の上位のコード｛小さな得吟｝に分領する.(3）が／o),こつい

ては．すべて64カも92までのいずれかに分官Iする.(4)D;i6L'.！！に付随して生じた』血病については．鰍疾患とMーコードに分宮iす弘

誌：m生労働＇/i資flにより．全間労働安全衛生センヲ一連総会織が作ht.
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表9業務上疾病の新規請求件数、支給・不支給決定件数（判明しているもののみ）

国｜ 疾病分頭JJi13 （労l訓l))JIJl＜第lの2) 1翻印刷）年度 却 3（平成15）年度 200l ('V-成16）年度

31'/,l< 支給不支給 J1'/,l< 支給不支給 J,'/,l< 支給不支給

身体に過度の負担のかかる作銭態微l」起因する次に掲げる疾病 (I，判8) (1,281) (1.沼3)

llHit物を取り倣う~f語、腹部口／！！度のi主主！を与える不自然な作業姿
2 ~により行う業務その他腰部にi踏のね但のかかる~f)jlこよる腹筋 107 6S 51 113 56 ω 111 52 -18 

せん孔、 印；！｝.1UJ.li交俊文は速記の~務．金銭主主録｜農を使用する~

4 rl5 . 引金付き工I-tを｛史JTlする業務その他上肢に過~のill日のかかる

業務lこよる手街の1主主位手指、前腕C事の舵．鎚納告しくは鑓周回の炎
77..3 5!XJ 135 ros 581 182 fN7 671 196 

症又は頭ilB高症候群

七
がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における簸

114 事1 6 136 141 自 お5 Z刃 8 
務による次に掲げる疾病

I ベシヅジンにさらされる業務lこよる尿路系脚詣 8 8 。 7 7 。 7 6 。
2 ベーターナフチルアミンにさらされる業務による尿路系純~ 。 3 3 。 2 2 。
3 4アミノジフエニルにさらされる業務による尿路系路街 。。。 。。。 。。。
4 4‘ニトロジフエニルにさらされる業務による以路系脈1蒔 。。。 。。。 。。。
5 ピス（クロロメチル）エーテルにさらされる業務による肺がん 。 。 。 。
6 べンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん 。。。 。。。 。。。
7 石mにさらされる業務による島Iiがん 95 77 3 39 38 3 61 58 3 

7 6総にさらされる業務中皮脱 77 83 2 148 128 ー3、

8 ベンゼンにさらされる業務による白血病 。。。 。。。 。。。
9 溢化ピニルにさらされる業務による肝血管i勾脱 。。。 。。。 。。。
IO 

官1向E紋射線にさらされる業務による白血病、肺がん.i!,:)i首がん．竹内脱

又はrp状腺がん
。。 。。

ヲー 。
II オーラミンを製造する工程におけるll務による尿路系刷1畠 。。。 。。。 。。。
12 マゼンタを2自活する工図における業務による尿路系脱俗 。。。 。。。 。。。
13 コークス又は先生炉ガスを援活する工程における業務による肺がん 6 5 。 3 3 。 8 8 。

クロム自主泡文は盤クロム!!iii!を製造する工犯における業務による肺が
2 。 2 14 

ん又は上気iiiのがん
4 。 5 5 。

15 
ニッケルの製敏文11.f.'I錬をnぅ工段における業務によるJJ,1;がん文は上

気迫のがん
。。。 。。。 。。。

Id!:議を含有する鉱石を』i;!料として金属の製鎌若しくは精鋭を行う工組

16 又は2空機fit務化合物を製iZiする工怨における業務による肺がん文は 。。 。。 。。。
皮燃がん

17 
すず．鉱物油．タール．ピッチ．アスフ7）レト文はパラフィメこさらされる

業務lこよる皮膚がん
。。。 。 。。。

ゆら17までにIllげるもののほか．これらの疾病に付随する疾病その他

18 がん目ft生物質笛しくはがん原性因子にさらされる業務文l劫%以性工 2 。 3 2 。ヲ． 
程における業務に起因することの明らかな疾病

その他業務に起因することの明らかな疾病 (532) (432) (432) 

じん附I症態省に先生した肺がん（2003年度以降第五号へ以降） 127 113 6 

非災~t上脳血管疾患 541 202 193 174 

非災~t主虚血性，心疾f.！.＇.~事
742 816 

278 115 119 122 

精神隙W"1- 341 112 447 l偲 524 130 

支給決定件数合計（表禾渇般の分を含む） 9,045 8ぷx; a，お8

鶴求・不支給件鍛が判明しているものの合計
2,231 1,291 2,243 1,1兜 主活3 1,374 

邸主2 I＼泡 778 250 932 254 

※fU,:RJI立当It年度中の筒求件数‘ 「支給J ・ 「不支給JIませi政年l!r'i•の支給・不支給決定件数．『決定』は「支給Jと『不支給Jの合沿件数である．
5誕fl.II求J＋『不支給』またはrin:RJのみの件数が紀岐されてl喝疾病に関しては＇ ［UfボJft歓も台めた， ／：iHlilf.fVMl'Iデータも入手している．
採用生労働行資鰐により‘~同労働安全衛生センタ一連絡会餓がf1,1ot.

安全センタイ育報2006年8月号 23 



労働安全衛生をめぐる状況 __J 

表10化学物質による業務上疾病（第四号1）の内訳別新規支給決定件数

大｜小分額CODE:
疾病分額項目 l叶叶叶叶捌1却， 1腿 1翻 1掛川

労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物

四 1 筏番 （合金を含む．）にさらされる織務による疾病であっ 87 114 91 113 103 84 110 115 105 922 

て、労働大臣が定めるもの

（無償の酸及びアルカリ｝

アンモニア 5 2 4 16 

2 極酸（出化水系を含む．｝ 3 5 2 2 2 3 3 22 

3 fill& 4 3 3 2 4 2 2 3 24 

4 水It（じカリウム 4 2 2 10 

5 水酸化ナドJウム 8 10 9 5 6 5 12 16 8 79 

6 水面2化リチウム 。
7 :It化水素酸（弗ft水来を含む．以下問じ） 6 3 3 7 6 5 4 36 

8 続M 2 2 3 2 3 3 17 

（金属（セレン及び批点を含む．）及びその化合物）

9 ill!鉛~，，の金属ヒューム 5 3 3 3 2 3 21 

10 
アルキル水銀化合物（アルキル基がメチル基又はエ 。
チル占主である物に限る．以下向じ．）

11 アンチモン及びその化合物 l 

12 風化TIE鉛 2 6 

13 Jj[化白金酸及びその化合物 。
14 カドミウム及びその化合物 。
15 クロム及びその化合物 l 3 2 2 2 10 

16 コバルト及びその化合物 2 6 

！？ 凶アルキル鉛化合物 。
18 水銀及びその化合物（アルキル水銀化合物を含む．） 10 13 

19 セレン及びその化合物（セレン化水量告を除く．）

20 セレン化水務 l 

21 $fl及びその化合物（悶アルキルffl化合物を除く．） 4 2 8 

22 ニッケルカルポニル

23 パナジウム及びその化合物 。
24 世t化水銀

25 批点及びその化合物（日t化水業を除く．） 3 

26 プチル錫 2 2 3 l 9 

27 ベリリウム及びその化合物 2 

28 マンガン及びその化合物 1 3 

（ハロゲン及びその無償化合物）

29 ljI語4 5 5 6 2 7 9 3 3 3 43 

30 共主転 4 2 4 10 

31 :111議及びその無償化合物（91;化水来自立を除ら） 2 3 3 8 

32 沃議 。
（りん．硫策、 M鋭、 雪量点及び~i;;lP.ぴlニれ以刀無機

化合物｝

33 一般化炭業 7 24 20 25 28 16 15 32 17 184 

34 前りん 。
35 カルシウムシアナミド

36 シアン化水素、シアン化ナトリウム等のシアン化合物 3 l 7 

37* 二百2化硫由E 1 2 4 

38 一般化E臣家 6 9 

39 二重2化F.R;I巨 2 5 

40 ヒドラジン 2 5 

41 ホスゲン 2 2 
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分類
疾病分恕l羽目 トイ叶叶叶捌 1却 11加 InnI捌｜鮒｜大｜小 CODE 

42 ホスフィン

43 硫化水素 2 2 2 6 10 5 3 3 4 37 

（脂肪族化合物ー脂肪族鋭化水素及びそのハロゲン

化合物）

牛』 Ji!化ピニル

-15 Ji!化メチル 。
46 クロロプレン 。
47* クロロホルム 2 3 

48* 悶.11,i化説家 3 

49本 1・2・ジクロルエタン（別名て庖化エチレン） 。
50* I ・2・ジクロルエチレン｛別名τ溢化アセチレン｝

51* ジクロJレメタン 5 2 2 13 

52 臭化エチル

53 臭化メチル 3 2 2 ＇、, 13 

54* I・！・2・2・テトラクロルエタン0)1):f!:，凶溢｛ヒアセチレン） 。
55* テトラクロルエチレン(}JI）名パークロルエチレン） 2 2 4 

56* I・ l・！－トリクロJレエタン 3 5 

57* lト2－ドJクロルエタン 。
58* トリクロルエチレン 2 2 3 8 

59* ノルマルヘキサン 4 7 

ω 沃化メチル 。
<ni'illli般化合物ーアルコール、エーテル‘アルデヒド．

けトン及びエステル｝

61 アクリル唆エチル 。
62 アクリル駁プチル 。
63 アクロレイン 。
64* アセトン 2 2 7 

65＞ド イソアミルアルコール（別名イソペンチルアルコール｝

“＊ エチルエーテル 。
67 ヱチレンクロルヒドリン 。
68* 

エチレンタJコールモノメチルエーテル（別名メチルセ 。
ロソルプ）

ω＊ 酢政アミル 。
70* 酢~エチル 2 

71* 酢自主プチル 3 

72* R下限プロピル

73* 目下~メチル 。
74 2－シアノアクリル滋メチル 。
75 ニトログリコール

76 ニトログリセリン 。
77 2－ヒドロキシエチルメタクリレート 。
78 ホルムアルデヒド 2 6 5 14 

,79 メタクリルlii1メチル

roキ メチルアルコール 2 2 7 

81 メチルプチルケトン I 

82* !iltni!ジメチル I 2 

（そ句他の脂肪鋭化合物）

83 アクリルアミド

84 アクリルニドJル

85 エチレンイミン 2 

86 エチレンジアミン 3 

frl エピクロルヒドリン 2 6 
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｜労働安全衛生をめぐる状況 ｜ 

大｜小分宮~ODE: 疾病分:UiJJi目 ト蜘j，矧j，明I1明｜澗j200, I 拠 I ~xn j xm I側｜
88 酸化ヱチレン 2 2 3 5 14 

89 ジヂノメタン 。
!X) ジメチルアセトアミド

91* ジメチルホルムアミド 7 8 

92 ヘキサメチレンYイソシアネート 2 

93 無水マレイン位 2 

On！！書式化合物）
事』 イソホロンYイ、ノシアネート 。
95* シクロヘキサノール 。
96＞ド シクロヘキサン

97 ジシクロヘキシルメタン・4・4七ジイソシアネート 3 4 

('ij呑悠化合物ーやゼン及びそのfoil肢体｝

98ネ キシレン 4 ヲ 7 7 2 25 

9'>* スチレン 2 コ

100* トルエン 10 6 7 10 6 5 18 2 7 71 

101 パラーlen’プチルフェノール 。
102 ベンゼン 。

(Jj毒自主化合物－）＇j{j銭炭化水耳目のハロゲン化物）

103 極必化ナフタリン 。
104 溢点化ピフエール(j)!J名PCB) 。
1（お＊ ベンゼンの街化物 2 

（芳香自主化合物－-m書店主化合物のニトロ又はアミノ誘
話事｛本）

1（活 アニシジン 3 

107 アニリン 3 

1（泡 クロルジニト0ベンゼン 。
109 4・4七ジアミノジフェニルメタン 。
110 ジニl-07エノール

Ill ジニ同べンゼン 。
112 ジメチルアニリン

113 トリートロトルエン（別名TNT) 。
114 

2・4・6－トリニトロフェニルメチルニトGアミン（別名テトリ

ル｝
。

115 トルイジン 。
116 パラーニトロアニリン 。
117 パラーニトGクロルベンゼン 2 

118 ニ｝叫コベンゼン 。
119 I可ラーフエニレンジアミン 3 2 6 

120 フェネチジン 。
（その他の芳香主主化合物）

121* クレゾール 2 

122 クロJレヘキシジン 。
123 トリレンYイソシアネ－HEIJ名TD!) 3 7 

124 l ・5－ナフチレンジイソシアネート 。
125 ピスフエノールMl及びF型エポキシ樹脂 2 5 

126 フェニlレフエノーJレ 。
127 フェノールO)!J名石炭俄） 6 6 

128 オルトーフタロジニドJル 。
129 ベンハJ）クロライド 。
130 無水卜リメリット星空 。
131 Z軽水フタル西空 。
132 メチレンピスフェニルイ‘ノシアネート(E!J名MDI) 3 7 
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分M
疾病分額項目

大｜小 CODE 
I~昭治 1997 19耳目8 1999 2(XX) 

133 4・メトキシフェノール

134 りんMドJーオルトクレジル

135 レゾルシン 2 

(f.!!;f,環式化合物）

136* 1・4・ジオキサン

137* テトラヒドロフラン

138 ピリジン

(I辺誠その他の占$1甲jの干i効成分）

有機りん化合物（ジチオリン俊0・エチル＝S・Sジフェ

ニル（別名EDDP）、ジチオリン俊0・0・ジエチル＝S・

(2，エチルチオエル｝（別名エチルチオメトン）．チオリ

ン酸0・O・ジエチルェ0・2・イソプロピルー4・メチル6－ピリ

ミジニル（別名ダイアジノン）．チオリン酸0・0ジメチ

139 ル＝Oーやニトローメタートリル（矧Jf,MEP）.テオリン般 3 3 

S・ベニル＝O・ひジイソプロピル（別名IBP）.フェニル

ホスホノチオン!tO・エチル=O・パラーニトロフェニル
(})IJ名EPNヲ．りんm2・2・ジクロルピニル＝ジメチル

（日lj名DDVP）及びりん殴パラーメチルチオフェニル＝

ジプロピル（別名プロパホス）

カーバメート系化合物｛メチルアルパミドMオルトセ

コンダリープチルフエニル（別名BP!'.IC）.メチルカル

140 パミド依メタートリル（別名~ffMC）及び1'・（メチルカ

ルパモイルオキシ）チオアセトイミド滋Sメチル（別名

メソミル｝

2・4・ジクロルフェニル＝パラーニトロフェニル＝エーテル
141 

(lJIJ名NIP)

ジチオカーパメート系化合物（ヱチレンピス（ジチオカ

142 ルパミド酸）nlij！＇）（別名ジネプ rn.びヱチレンピス（ジ

チオカルパミド店主）マンガン（別名マンネプ）

ト：・(I・I・2・2－テトラクロルエルチオト4・シクロヘキサ
143 

ンー1・2－ジカルポキシミド（別名ダイホルタン）

144 ドJクロルニト4コメタン(j)IJ名クロルピクリン｝

二極化I・！七ジメチル4・4’・ピピリジニウム｛別名パラ
2 145 

コート）

146 
パラーニトロフエニル＝2・4・EトドjクロJレフェニル＝エー

テル｛別名C1'Pl

147 プラストサイジンS

6・7・8・9・10・LO・ヘキサクロルー5・5a・6・9・9a・へ
148 キサヒドロー6・9・メタノー2・4・3・ベンゾジオキサチエ

ピン3・オキシド（別名ベンゾエピン）

149 ベンタクロルフェノール（別名PCP)

150 モノフルオル酢Mナトリウム

151 銃自主ニコチン

＊．有機rt：卸l中古草予防規l{IJ政当物質．※「l997J年度の合計欄と内駅合計の数字が合わず．ミスと思われる．
※厚生労働省資斜により．全国労働安全衛生センター述絡会総が作成．

2001 まXl2 笈Xl3 2001 合計

。
4 

。

2 2 2 14 

I 

。

。

。

3 

。
。
。
。
。
。
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表11 都道府県別・死亡災害 ・死傷災害発生状況、労災保険適用状況及び給付種類別受給者数（2004年度）

死亡災 死傷災、与発 際省（補償）給付 傷病（補償） 降らIf・傷病
都道 労災保険適 労災保険適用

従発生 生状況｛休業
労災保険新

4持続受 年金2耳鼻t ffi続受給者
府県 m’，正う鹿島崎放 労 働者ー数

状況 4日以上）
m受給者数 tt-lt紋 一時金年金 受給者・-t. 欽合計

北w海森道
142,156 1,884,046 118 7，宍泡 'lll,W7 1371 1,237 134 (>l 1,135 

31，凶O 415,552 12 l，お3 3,&<lS 155 139 16 。 155 

岩宮 手減
27,252 判8,819 26 lぷ~ 5,449 148 134 14 6 154 

43,183 η3,23-1 26 三334 9,662 支泊 325 35 12 372 

秋田 24,755 342,417 9 l，民泊 4,100 178 156 22 3 181 

山形 27,052 372,似6 12 1,231 6,511 146 128 18 6 152 

億ぬ 41,592 創8,033 29 1,959 8,027 宝27 291 36 4 331 

In械 46,116 お0,959 43 Z鈴6 10,345 4n 434 43 II 488 

栃木 36,α)8 617,800 30 1,881 6,932 262 223 39 15 2n 

群 馬 40,734 部，49-l 31 2,534 11,665 420 378 42 6 426 

埼玉 93,112 1,671もお1

“ 
5,755 33,339 ',/6 鐙畠 100 13 鎗9

千葉 75,472 1,182,959 ω 5,078 忽，055 871 T10 101 6 宮n

神東奈京川
3刃，W3 10,857,854 100 9,684 沼，576 Z使沼 1,841 242 42 2,125 

123,622 2,36.5,862 70 6,843 35,851 し公拘 1,247 133 13 1,393 

新潟 58,434 852,178 37 Z“5 
13,195 457 412 45 7 め4

富山 27,234 433,255 16 Lヨ'f) 4,957 265 238 27 10 275 

石川 29,6!泌 4お，531 19 1,211 5,1司） 11ロ 164 18 9 191 

任主 21,699 主¥Xl,9"..6 17 使話 3,256 143 131 12 3 146 

比J笠 17,&<lS 24-1,412 11 784 3,696 101 86 15 3 104 

匿
52,765 752，刃6 32 Z似2 9,174 346 315 31 15 361 

47,320 657,169 34 2.519 11,589 ぬ4 制8 56 33 537 

静岡 &'J,272 しおりg:J ω 4,755 22,506 包3 乃1 92 4 827 

愛知 133，悦氾 3，α認，438 79 7,458 37,137 1,551 1,391 160 18 Lヌ刃

三 重 37，飲同 583，η5 36 2543 10,921 617 ヌi5 52 27 供4

滋 賀 26,659 421,328 23 1,5n 7,734 338 312 26 5 343 

京 都 53,823 引23,223 21 2,756 11,630 917 843 74 6 匁3

大阪 笈Xl,202 4，ヌゑ反沼 88 10,m 49,571 2,901 2,652 249 25 Z匁6

兵瓜t 96,535 1,618,576 67 5，係4 22,391 1,417 1,311 IC路 21 1,438 

家良 23,559 275又3 16 l刈7 5,932 318 Ni 20 2 320 

和歌山 26,768 益5，位5 ！？ 1,601 5,542 ま泡 τ75 33 5 313 

鳥取 13,549 190,CY'JJ 6 585 おお 86 72 14 87 

II 
19,554 233,587 4 邸主3 3,36.5 115 107 8 4 119 

42,437 643,259 33 2,371 8,915 487 4お 62 38 525 

65,013 1,100,001 72 3，η4 15,113 a臼 756 98 19 873 

山口 32,891 493,8-18 29 1.637 5，銃汚 349 313 36 6 355 

区E 19,134 230,710 12 初7 3,381 249 228 21 5 25-1 

~ 22,449 355,346 17 1,-1(ロ 5，伐~ 270 235 35 6 τ76 

愛媛 33,521 490,595 23 Z似5 6,202 453 409 44 10 463 

高福 知岡
l旦on 239,524 25 1,322 4,750 270 253 17 3 273 

100,824 1,881,390 57 5,401 22,131 1,2η 1,198 79 26 l，却3

佐賀 17,519 2-16,018 9 1,0沼 3,433 116 100 16 12 128 

長崎 29,560 395，心』 20 1,511 4,Wl 274 251 23 1n 451 

熊 本 36,位3 535,284 26 1 .. 862 6,849 主幻 228 32 95 355 

l鹿大宮沖合児崎分縄計島

25,517 372,461 23 1,474 4,723 30') 妥当6 23 9 318 

24,590 342,592 15 1,518 6,032 233 211 22 7 240 

34，鎚2 匁4，乃4 30 1,911 7,014 291 256 35 5 主調6

23,595 341ぷ狗 10 80'2 3,139 117 l邸 12 118 

Z位7,510 必,552,436 l，位。 131,563 603,4&:I 省出Z 13,n6 2.576 818 27,170 

一注） 表lti:怠！照（死傷災害はここでは労働者死i踊術報告による）．厚生労働省資料により全凶労働安全衛生センター迎絡会織が作成。
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表11 都道府県別・死亡災害・死傷災害発生状況、労災保険適用状況及び給付種類別受給者数（2004年度）

，；巨祭料 ・ 遺族（もIi償）給付 級品t年金 各年度末年金受給者数
都道

葬祭給付 新規受 受給者数 傷病（告nt貧）年金 陣WC補 遺店主（補
府県

受給者数
一時金 年金

fl- 計
合計

償｝年金 償）年金給者量生 計 じん肘i せき倶 その他

北海道 313 :SJ 64 305 503 15,789 1,051 967 37 57 6，α訓日 8,698 

背森 21 24 4 20 36 2,031 &) 24 37 19 789 1,1臼

岩手 27 33 7 u, 46 2,474 l【泡 38 54 16 匁 1 1,432 

宮城 56 (fJ 13 56 103 3,195 177 33 100 36 1,1苅 1,8-18 

秋山 形田
23 30 5 25 so 2,331 99 57 24 18 917 1,315 

u, 28 4 24 48 2,102 117 E白 30 18 843 1,142 

福茨 城島
54 64 IO 54 94 3,005 158 83 43 32 l，伯3 2,244 

73 92 16 76 130 4,127 146 &) 27 39 l，包5 2,156 

担語木 46 守口 16 54 IC沼 3,600 2判 162 47 35 1,330 zαμ 

草草野五 47 ω 8 52 100 3,713 271 183 53 35 1,572 1,870 

埼玉 92 127 23 I~ 225 6,419 147 41 58 48 3,441 2,831 

千葉 99 118 お 93 200 6,167 160 32 57 71 3，伐記3 2，卯4

東京 辺5 242 68 174 458 15,614 273 IC氾 91 79 7,962 7,379 

神奈川 131 IC氾 44 116 262 9，αロ 244 109 67 68 4，臼5 4,154 

新潟 77 91 13 78 130 5,114 286 143 I~ 39 zα38 2,宍均

富 山 42 48 9 39 76 Z沼3 119 66 43 10 1,113 1,551 

石川 33 36 7 29 56 2,0-14 72 ω 6 3 779 1,193 

官E芥 24 32 7 25 40 1,837 75 44 22 9 鐙晶 1,076 

山梨 18 22 5 17 35 1,501 84 48 23 13 555 政i2

長野 ω 
“ 

14 52 98 3，明沼 192 140 29 23 1,541 2,259 

岐阜 7宮 99 18 81 170 4,889 吉田昌 223 33 33 2,113 乙必7

静岡 I~ 122 27 95 191 7,413 234 181 32 21 3,926 3,253 

愛知 156 216 48 16畠 346 12,312 439 お8 47 44 6,422 5,451 

三重 54 62 II 51 130 4,511 532 455 34 43 l，以4 2,135 

滋賀 33 38 II 27 58 2,435 162 I（お 32 25 l,~3 1,230 

京都 58 72 17 55 135 4,5η 274 19-1 41 39 2,154 2145 

大阪 215 263 43 220 494 17,070 419 175 111 133 9,310 7,341 

兵瓜E 158 179 u, 153 笈犯 10,158 あ5 216 76 73 4,543 5,250 

奈良 42 47 8 39 61 zα)6 94 59 23 12 宜η 1,035 

和歌山 45 43 5 38 76 Zほ)8 219 180 19 20 l応4 1,335 

鳥取 17 15 6 9 24 1,256 so 13 24 13 お6 氏当3

島根 15 20 19 31 1,722 66 51 8 7 719 937 

岡 山 105 135 27 100 2()8 4,975 526 427 位 37 1,661 2,788 

広島 116 133 22 111 228 6,915 291 110 89 92 3,283 3,341 

山口 43 52 13 39 81 3,578 129 76 33 20 1,392 2,057 

徳島 29 40 7 33 59 1,874 77 29 27 21 活5 1,012 

香愛高福 川媛知岡

36 40 8 32 η 2,2&S 127 28 62 37 951 1,210 

49 58 13 45 99 3,314 184 46 &) 58 1,210 1,920 

42 48 9 39 59 2,158 136 47 56 33 867 1,155 

154 11如 23 157 262 9,894 782 4!Xl 158 134 3,674 5,438 

佐賀 28 35 5 30 58 l，刀3 150 77 64 9 576 切7

長熊大 崎本分

70 84 18 E晶
z“ 3,605 6幻 笠沼 70 18 安氾 1,955 

71 93 21 72 199 3,753 610 498 62 so 1,071 2,0η 

39 39 8 31 63 2,953 259 210 33 16 努苅 1,701 

宮崎 20 26 3 23 52 2,218 228 124 77 27 822 1,168 

鹿児島 42 44 5 39 79 2,755 145 57 64 24 1,061 1,549 

沖縄 16 20 5 15 28 皮切 ω ！？ 28 15 416 413 

合計 3,322 主演l4 7苅 3ヱ14 6，氏)8 221,574 11,617 7,4!Xl 2,405 1,722 96,979 I 12,978 

注） :RIの注を参照。厚生労働省資科により全凶労働安全衛生センターi!I!絡会議がff.lilt.

安全センター情報2006年8月号 29 



｜労働安全衛生をめぐる状況 ｜ 

表12業務上疾病の新規支給決定件数（2004年度・都道府県別）

大 ｜ 小分宮~ODE: 疾病分m項目
2 3 4 5 6 

i','森 岩手 宮城 秩 Ill山 形

業務上の負傷に起因する疾病 240 28 41 64 25 25 

13 
頭部又雌I而郁の負傷！こよる縦性使膜下血鰍．外i品位遊先性肺刺入外｛括性てん

25 7 7 10 3 
かんて草の頭蓋内IR!!!.

［災密性脳血管疾悠一全てCODEl3に含まれるかどうかは定かではなt、］ (13) (I) 

［~沓性1怠Ifit性心疾患等ーここにrrc絞したが.CODE24lこ合封1るものと思われる］ (I) 

14 
脳.ff髄及び米楠幹事縦士事伊，，級系の！"ti悶lこよる皮膚‘筋肉.H及び胸腹自糊認の疾

札1
15 I 

17 
胸部又はUlnflの負傷による胸膜炎．心膜炎．ヘルニア（償陥膝ヘルニア．腹膜癒痕

ヘルニア等）符の胸腹部厳!lllの後il¥
II 4 3 5 

18 負傷（急激な）］の作mによる内部組織の負傷を含むうによる腰痛 154 13 26 36 18 II 

19 干Ht又は阿伎の負傷による舷｛属鼠等の細部感染症（負傷による腰痛を除く） 9 2 2 2 

20 皮｝荷t予の負＇＂による舷 i届風土草の細的感W!徒 7 2 4 2 

21 業務よの負傷又は異物の侵入．残刊によるff！！疾忽その｛自の臓!lllの終息 17 2 4 9 2 コ
23 t事~その他•Jf故的なτJf自による鼠庇． 管理事等に起因する業務l't雌惣士事の耳の銃強 2 

24 CODEl3カも23までに倒げるもの以外の業務上の負傷に起因する疾糾

物理的因子による次に掲げる疾病 43 6 3 11 12 5 

（イj，！｝光線による疾病）

25 紫外線にさらされる業務による，iflffliffil疾患又は皮膚疾患

2 26 赤外線にさらされる業務による網膜火i括．白内自，ミ事のOf!疾患又は皮燐主主ft¥、
3 主1 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の限疾忠文は皮励・mm
4 28 マイクロ波にさらされる業務による自内附句の限疾患

1官隊}aq;j紙lにさらされる業務による急性政射線症．皮膚i自f富士事のbl(射線皮J街附

コ 29 iM.白l勾隊等の政射線Dfll,UL¥.b'i:射線肺炎．再生不良性質Ifil ~＇事のi1i血慰問答、 1't

』臨死そ切｛自の紋射線開宮

（皮｝荷隙議｝

（白内隙）

（急性政射線症）

（同生不良性貧血）

（泡ilnM日iw,W)

0'4常気圧による疾病｝

6 31 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務！こよる泌函病又はiM水liil
7 32 気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症

m'llt温f.lr条件Iこよる疾病）

8 33 暑！明性な刷所における業務による然小銭 5 3 3 6 

9 34 ；＇：！，然物体制的抜う業務による熱｛萌 2 

10 35 2事冷な刷所における業務又は｛出品物体を取り倣う業務lこよるJ京協
ヲ－ 

ヲー

II 36 著しい騒音ーを5fする均所における業務lこよる簸聴符の耳のm悠 34 3 6 4 3 

12 38 組苛彼にさらされる業務による手術等の総織峻死

13 39 
lカ冷12(CODE25flも38）までにIllげるもののほか．これa初疾病に付随する疾病そ

の他物堅主的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾紛

身体に過度の負怨のかかる作織懲僚に起因する；欠に掲げる疾病 124 4 9 24 日 11 

40 m激な業務Iこよる筋肉．腿.1H'.iしくは関節の疾悠又は内臓脱 9 2 3 

2 41 
ififi!物を取り扱う業務、腹部に必伎の~ Jt.：！を与える不自然な作業淡勢により行う業

2 
務その他腰郎に過度の！"'.t偲のかかる業務による腰術

さく治1揖．鋲打ちm.チェーン、ノ一等のII健起ー共の使用により身体に綴動を与える業
75 2 3 3 3 42 

務lこよる手術．前腕等の抹例市環降’d匹、t.l<納神経隊.ii又は運動総問答
4 

せん干し向l必.'41話交換又lお卓ft!の業務．金銭!f録機を使mする業務．号｜金付き

4 ヱ,Ucを使用する業務その他上肢に過度の負担のかかる業務による手信の悠豊臣、手 38 7 17 4 7 

指、ilifH車士事の鎚‘§！矧若しくは腿ff.I凶の炎疲又は須町腕疲候目下

43 （手術の組織又lま省出）
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7 8 9 IO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ヲフ 23 Z当

縮 EるIi. 担主 担草木 ",l.!j 埼玉 千袋 東京 神保川 車i!{I ？富山 石川 在~ 1t-山見l長野 敏』江 fl>伺 愛知lニ 前

69 84 54 35 407 156 302 164 63 24 45 26 27 72 65 77 219 156 

7 12 s 3 24 17 26 23 7 7 s 3 4 IO 5 10 11 6 

(I) (2) 

2 3 2 7 3 7 6 3 2 3 3 4 

3 2 3 8 12 22 8 4 3 5 3 7 9 12 

40 48 38 23 325 lCf) 212 99 39 14 24 15 20 51 47 44 135 I（ゆ

2 4 3 2 2 

3 2 7 ウー 12 7 ヲ 2 5 5 

9 16 4 4 28 12 15 15 6 3 7 2 ヲ 6 10 11 51 17 

4 :, 、 2 ヲ 5 

3 2 4 

10 6 2 12 21 16 49 37 34 10 3 22 2 12 21 18 20 11 

2 

2 2 

2 

2 2 6 16 8 32 12 7 2 2 3 2 3 14 5 

3 2 4 2 2 2 3 2 

2 

7 4 コ，、 4 7 21 25 8 20 5 19 12 6 5 

21 33 2 21 19 49 147 69 44 8 6 13 4 24 23 22 30 26 

7 2 4 14 4 8 13 2 4 3 4 4 

3 5 2 

5 4 5 5 7 9 6 2 9 II JI 7 3 10 

9 28 12 42 128 46 34 3 3 4 8 9 JI 22 14 
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労働安全衛生をめぐる状況 ｜ 

表12 業務上疾病の新規支給決定件数（2004年度・都道府県別）

大｜小分額CODEl
疾病分額項g ｜｜ム協同｜ム｜ム｜ふ｜

策務上の負傷に起因する疾病 48 135 608 155 27 67 

13 
頭部又は飯田部の負傷による慢性ー硬膜下血脈．外｛語性運？を性目荷車中、外傷性てん

II 8 
かんさ予の頭務内員長f且

19 16 2 5 

［~~性脳血管mm－全てCODE131こ含まれる泊、どうかは定かではない］ (1) 

［災ID性虚血性心疾患得一ここに記載したが.CODE24に含まれるものと思われる］

14 
脳·＊鈍及び米材1神経等神経系のAf叫1こよる皮膚．筋肉.1't及び胸腹部厳認の~

慾
6 2 

17 
胸部又はR宣告IIの負仰による胸膜炎、心膜炎．ヘルニア｛償附股ヘルニア．腹膜焔ri1
ヘルニア符）匁の胸服部磁器の疾患

5 7 II 15 3 

18 負傷（急激な力の作用Iこよる内部組織の負傷を含む）による腰痛 19 102 ヨ~ 88 16 47 

19 干T住又は四肢の負傷による破傷風等の細越感民症（負傷による腰痛を除く） 8 

20 皮｝鋳等の負傷による舷i脇島等の細的感処罰E 6 6 7 3 3 

21 業務上の負傷又は!/4物の侵入、残留による眼疾患その他の隊側の疾怨 II 7 43 お 2 5 

23 i暴発その他市般的な事自による風圧.fi型警告事に起因する業務件a隊隊等の耳の疾.11¥ ヲー 4 3 2 

24 CODE13泊、ら23までにllJげるもの以外の業務上の負傷に起因する疾病 3 2 2 

物理的因子による次に渇げる疾病 6 7 22 53 9 4 

（有害光線による疾病）

25 銭外線にさらされる業務による前限郷疾患文は皮膚f実態

2 26 赤外線にさらされる業務による網膜火｛鉱白内隊等の限疾！.！.＼又は皮繊疾患

3 27 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の限疾息又は皮脂疾！.l!.

4 28 マイクロ波にさらされる業務による白内隙得の眼疾患

T古書ま放射線にさらされる業務による念、位以射線症．皮浦町Ill土宇の放射線皮膚隙

5 29 ~－白内隊等の￥｛射線眼疾患、政射線肺炎．再生不良性貧血等の造血!I*隊省、竹

域死その他の政射線開~

（皮満開;g)

（白内陣）

（急性放射線疲）

｛再生不良性貧血｝

（造血器m笹）

（￥／；常気圧による疾病）

6 31 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による治函病又は潜水病

7 32 気圧の低い均所における業務による高山病又は航空減圧症

en常温度条件lこよる疾病）

8 33 {HAなt研における業務lこよる然中鐙 2 8 11 

9 34 高熱物体を取り級う業務による熱｛冨 4 ‘ －’ 2 

10 35 寒冷な均所における業務又は低温物体を取り級う業務による1)1［｛話 2 

II 36 著しい騒音を発する場所における業務による緩聴等の耳のm1.1.~ 2 8 39 7 2 

12 38 占自音・i践にさらされる業務lこよる手術等の組織j虫死

13 39 
lカも12（（ヌコDE25カも38）までにj1Jげるもののほか．これらの疾病に付随する疾病そ

2 
の他物理的因子にさらされる業務に起殴することの明らかな疾病

一 身体に過度の負担のかかる作嫌態僚に起因する次に婦げる疾病 26 55 128 37 12 11 

40 虫激な祭務lこよる筋肉．総 1・t若しくはl地節の疾患又は内臓脱 2 2 15 5 

2 41 
立if量物を取りlltう業務．腰部に過i症の負mを与える不自然なft！~~傍により行う~

崎一’
務その他腰i百llこ過度の負但のかかる業務による腰痛

5 4 6 2 

3 42 
さく岩Ill.ji打ち倹．チェーンソ一等の憐械器具の使用により身体に仮動を与える業

6 
務による手術、的防士事の抹鱗循環附省、 t事前神経日，1t又は運動総m~

27 II 5 7 5 

せん孔、向I;!}.T包括交換又は込%：！の業務．金銭安録織をfil!mする業務、号｜金付き

4 エ.itを使用する業務その他上nt1:ilill.ll'.のAllaのかかる業務による手術の主主主臣、手 15 19 98 21 5 3 

指‘前E高得のIU！鞘若しくは純問閣の炎症文はmrr脱総候at
43 （手指のE軍機又は」HtJ!)
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31 32 33 34 15 36 37 38 39 -U) 41 42 43 44 45 46 47 

鳥取 五量級 岡 山 広島 ilJ口 徳島 吾川 愛 媛 高知 担E問 佐官E長崎 熊 本 大分 宮崎 鹿児島 沖 縄
合計

14 20 68 135 23 40 60 82 57 246 27 46 44 38 45 42 35 4,530 

2 8 9 4 3 7 6 4 24 3 3 3 7 4 2 3 391 

(!) (!) (4) (24) 

(I) (2) 

2 4 2 86 

2 13 2 6 5 2 3 笈15

ロ 15 46 91 13 37 40 ω 46 185 14 32 32 21 22 36 25 3,158 

3 52 

2 7 4 3 8 2 2 122 

3 8 9 3 5 9 5 19 3 司~ 7 9 2 435 

2 5 46 

2 4 2 35 

6 11 9 25 10 7 8 21 25 18 3 67 15 17 13 15 9 766 。
5 。
。
2 

。
。
。
。
。
。

2 15 

3 6 。
2 5 9 4 3 2 10 2 ・ 4 2 4 4 214 

2 45 

3 2 18 

4 8 4 12 6 4 6 17 23 4 65 9 14 9 8 2 453 。
7 

3 3 12 29 9 30 5 28 61 15 4 3 19 12 15 12 13 1,283 

2 2 3 2 2 2 2 4 l38 

II 2 52 

2 4 6 4 18 3 ~ 58 3 2 2 18 7 10 IO 412 

5 ~ 3 5 IO 3 3 8 671 

。
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労働安全衛生をめぐる状況 ｜ 

田町民叫…嗣 ｜｜｜｜｜｜｜ ~カ濁吟：腕（0症O候D目群｝的も45）玄叩：liltずるも淘のまかこれらの集絹Z付随する皮術そ

の｛也身体l:i/,1度の負担のかかる作業悠織の業務に起因することの明らかな疾病

四 化学物質等｜」よる次に婦げる祭傍 9 3 2 2 4 0 

労働大lをのj苦1宣するIll体たる化学物質及び化合物（合金を含む．）にさらされるl1 2 3 

l 47 務による疾病であって、う別動大[ITが定めるもの（15l!t{自の!Ai沢は表12参！！自） 4 

［イi"llrf:1判中形-CODE47およびCODE55に含まれるものと辺、われる］

｛合成樹脂の然分解生成物lこよる疾耳切

llt,J持樹脂、溢化ピニル樹脂．アクリル樹脂等の合成樹脂の然分解生成物にさらされ

2 る業務による限粘mの制定又は気ill結膜の炎症等の呼吸お疾患

（フッ泌樹脂の然分解生成物にさらされる業務lこよる怒XI!.jf然等の症状を伴う呼吸

48 *≫15:：忠｝

（織化ピニル樹街、アクリル樹脂等の合成樹脂の然分解生成物にさらされる業務に

49 よる限粘膜及び気道粘膜の炎疲等の疾患｝

すず．鉱物池．うるし、タール、セメント．アミン糸の樹脈硬化fill等にさらされる業務に

3 50 よる皮H首疾！.！.！ I 

!Ii自分解111如こさらされる業務による皮機炎.J語版炎又l立鼻炎、気管支給息等の呼
4 51 吸m長！.！）. 2 

木材のfl}じん、獣毛のじんあいて予を飛散する場合における業務文は抗生物質士事にさ

5 52 される業務によるアレルギー性の外炎．気管支陥息写の呼吸総疾患 I 

6 53 滞納士事の紛じAそ飛1位するt場所における業務による呼吸滋疾Ii¥

7 S』 鐙~（中の酸素泡皮の低いJ;(j所における業務によるIt品持欠乏往 2 I 

lカ吟7{CODE47地、ら54）までにllJげるもののほか．これらの疾病に付鎚する疾病そ

8 55 の他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病 I I 2 

粉じんを飛散する場合における業務によるじん肺痘又はじん防法（昭和35£手法律

五 56 第30号）に規定するじん肺と合併したじん防法施行線則（昭和35年労働省令第6 277 3 10 13 3 4 

号）第1！条各号に渇げる疾病

（管~4) (40) (2) (I) {I) 

（肺結核） (3) 

（車占校性胸膜炎） (2) 

<t,;m性気管支炎） （却） (3) （勾 (12) (1) （勺

（続完性気管支鉱張経｝ {I) (1) (I) 

（縦宛性気胸｝ （勾

（似m主肺がん） (Iη (2) 

六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病 7 0 0 2 3 5 

患者の診療若しくはm置の業務又は研究その他の自的で病似体を取り倣う業務に
I 57 よる伝魚住疾患 2 2 I 

EIJ物~~＇しくはその死体． 猷毛、 l(iその他動物性の物又lまぼろ符の古物を取り倣う業

2 6J 務によるプルセラ疲．政t立m当事の伝染性疾患

3 61 2品澗j也における業務によるワイル病等のレフ’トスピラ症 2 I 

4 62 8外における業務による.l¥!ll病 I 

lカら4(CODE57カも62）までにIllげるもののほか、これらの疾態に付随する絞息そ

5 63 の｛自細菌．ウイルス写の絹Oi！体にさらされる業務に起［§することの明らかな疾病 ヲー 2 4 

七 がん原性物質苦しくはがん原性因子文はがん原俊工程における幾務による次に 10 0 0 2 0 0 
潟げる疾病

I 似 ベンジジンにさらされる業務lこよる尿路系雌街

2 65 ベーターナフチルアミンiこさらされる業務によるi正路系錨IU

3 66 4－アミノジフヱニルにさらされる業務による隊路系Hiii
4 68 4－ニトロジフエニルにさらされる業務による尿路系脈泌

5 (I) ピス（クロロメチル）エーテルにさらされる業務による肺がん
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1 I s I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 1s I 16 I 11 I 1s I 19 I却 I21 I 22 Iお I24 

福島｜茨城｜栃木｜鮮川崎支｜千議｜東京｜神制111新潟｜術 1lil石川｜｜筒井｜山刺長野｜岐 阜｜的 問｜愛知｜三爪

｜｜ ｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜  

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

4 3 3 3 14 3 11 10 4 4 1 4 4 5 4 9 9 3 

2 3 3 3 6 4 2 3 3 2 2 7 

2 

2 2 

2 

3 

3 2 3 

3 2 3 2 3 

27 16 11 10 13 10 28 28 38 18 5 14 2 14 58 11 51 19 

(2) (3) (5) (3) (2) (I) (6) (5) (3) （乃 (2) (2) (2) (4) (2) (18) (1) 
(1) (1) (I) (I) (2) (3) 

(1) (I) (I) 
(21) (11) (4) （＠ (8) (6) (15) (I乃 (32) (8) (I) (11) (2) (11) (45) (9) (15) (18) 

(1) (3) (2) (1) 

(3) 
(3) (2) (I) (I) (2) (3) (3) (2) (3) (2) (2) (1) (l) （。 (11) 

3 7 。 10 6 30 11 4 2 。6 2 1 2 4 13 。
4 4 2 23 4 2 2 2 6 

2 2 2 2 

3 I 4 2 3 5 2 4 ーヲ 6 

2 。。6 4 20 24 。。。。2 5 7 6 。
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労働安全衛生をめぐる状況 ｜ 

lム｜ム｜ふ｜ふ｜ム｜ム｜
45 (Jli]i'J腕症候群） ~f !!!!!l l柿 4(CODE4助制5）までに仰げるもののほか‘こか抑制Hに付随する疾病そ

5 46 の他身1*1こ過院の負担の命ゆる作業健機の業務に起闘するζとの明らか唯疾病 2 

四 化学物質等による次に渇げる疾病 2 8 18 5 1 1 

労働大臣の指定する111体たる化学物質及び化合物（合金を含む．）にさらされる業

1 47 務lこよる疾病であって．労働大臣が定めるものCl5 JJJI自のl内訳は公12参照） 1 7 6 2 I 

［有償溶剤中芳一COD巴47およびCODE55lこ含まれるものと忠われる］

（合成樹脂の然分解生成物による疾病｝

弗索樹脂.t極化ピニル樹脂．アクリル樹脂等の合成樹脂の然分解生成物にさらされ

2 る業務による限粘膜の炎疲又は気道粘践の炎症亡事の呼吸R~~I.怠
｛フッ索樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による：！！＼’'./l!.発熱等の症状を伴う呼吸

48 苦N疾患）

（磁化ピニル樹脂．アクリル樹脂綿の合成樹脂の然分解生成物にさらされる業務に

49 よる眼粘膜及び気ii!粘膜の炎症等の疾患）

すず．鉱物油．うるし．タール、セメント、アミン糸の樹脂硬化All~にさらされる業務に
3 50 よる皮泌f実態 1 3 1 

lli自分解傍索にさらされる業務による皮膚炎．結膜炎又は鼻炎．気管支硲息号事の呼
4 51 吸ml疾患

木材の粉じん、献毛のじんあい等を飛散するIi;!合における業務又は抗生物質等にさ

5 52 される業務lこよるアレルギー性の鼻炎、気管支船息等のDf.~Q詰1j;i忠
6 53 滞納等の粉じんを飛1位する11;\jfrにおける業務による呼般~mm 1 

7 54 ~気中の＆紫濃度の低いt泊所における業務による限必欠乏症

l丹、ら7(CODE47力、ら54）までに掲げるもののほか．これらの疾病に付随する疾病そ

8 55 の他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病 I 8 2 1 

粉じんを飛倣する場合における業務によるじん筋症又はじん防法（昭和35年法律

五 % 第30号）に線定するじん飾と合併したじん筋法11!行規則（昭和35年労働省令第6 2 15 39 55 5 6 

号）第1条各号に掲げる疾病

（管理4) (2) (5) (4) (1) 

（肺結核） （乃 (1) 

（結敏性胸膜炎） (1) (!) {l) 

（統発性気管支炎） (1) (10) (21) (42) (5) (3) 

（鋭発性気管支拡•JIU孟）

（鋭発性気胸） (1) 

（原発性肺がん） (1) (2) (4) （乃 (2) 

六 amn宮、ウイルス等の病原体による；欠に縄げる疾街 1 3 17 6 1 2 

!.lot者の診療若しくは宥慢の業務又は研究その他の目的で鍋b；（体を取り緩う業務に 2 。 5 ’ 
1 57 よる伝染性疾患 1 

動物若しくはその死体、獣毛、市その他動物性の物又はlまろ符の古物を取り扱う業

2 60 務によるブルセラ徒、?.it信仰士事の伝染性疾患

3 61 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症 1 1 1 

4 62 8外における業務による：Mr鍋 1 

lカも4(CODE57から62）までに仰げるもののほか．これらの疾思に付随する疾患．そ

5 63 の他細菌．ウイルス士事の病院｛体にZさらされる業務に起因することの明らかな疾病 1 1 6 

七 がん原性物質若しくはがん原性因子文はがん原俊工程における策務による次に 0 0 30 21 7 4 

婦げる疾病

1 64 べンジジンにさらされる業務によるUl211系矧筋 3 1 

2 65 ベーターナフチルアミンにさらされる業務による以路系Jl,Jil晦 1 

3 “ 4・アミノジフエニルにさらされる援務lこよる尿路系鵬揃

4 68 4・ニトGジフエニ.JI,にさらされる業務による尿路系B華街
5 69 ピス｛クロロメチル｝エーテルにさらされる業務による肺がん 1 
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31 I 32 I 33 I 34 I 35 I 36 I 37 I沼 I39 I 40 I 41 I 42 I 43 I判 I45 Iめ I47 I A 叫

鳥取｜島俊｜岡山｜広島｜山口｜徳島！芥川｜愛級｜高知｜縮問｜｛主判長崎｜熊本｜大分｜宮崎lllli児島｜沖縄｜口町

I I I I I I I I I I I I I I I I I I o I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I o I 

4 6 12 3 。2 4 15 2 3 5 3 3 。218 

2 3 3 4 II 2 2 3 3 IQS 

2 

4 

I 2 22 

6 

3 

8 

19 

ヲ・， 7 2 49 

6 7 73 19 21 7 20 28 11 32 16 124 21 21 11 7 4 1,233 

(I) （め （の (3) (3) (I) (4) (8) (6) (1) (165) 

(I) (3) (1) (I) (4) {I) (I) (I) (33) 

(I) (9) 

(5) ｛。 (54) (8) (14) (6) (15) (24) (9) (13) (5) (110) (19) (19) (11) ｛乃 (2) （鉛3)

(I) (I) (12) 

(I) (I) (1) (I) (3) {I) (I) (18) 

（η (4) (2) (2) (3) (I) (8) {I) (5) {I) (1) {113) 

2 2 。2 。。。 。16 2 2 2 3 6 2 190 

2 2 12 2 3 5 I（路

3 

19 

6 

3 2 54 

12 12 3 2 3 4 。14 2 。 1 。。209 

2 6 

2 。。
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｜労働安全衛生畳めぐる状況 ｜ 

大 ｜小分知CODE:

2 3 4 コ 6 
疾病分奴項目

'ff森 岩手 ~減 秋 LU山形

6 苅 ベンノドJクロライドにさらされる業務による帥がん

7 71 石綿にさらされる業務による飾がん又は中皮級 8 2 

（石￥，＼に曝される業務による例iがん）

｛石綿に燥される業務による中皮飽） (8) (2) 

8 η ベンゼンにさらされる業務による白血病

9 81 lj,i（ヒピニルにさらされる業務による肝血管肉脱

9 81 m，ヒピニルにさらされる業務による肝血管肉腫

10 82 
T宮崎E政射線にさらされる業務による白血病．肺がん、皮燃がん．竹内勝又は甲状腺

-/J!/1, 

(T官隊紋射線にさらされる業務lこよる白血病）

（司I厳放射線にさらされる業務による肺がん）

(7官隊歓射線にさらされる業務による皮府がん）

(,fi舷放射線にさらされる業務lこよる竹肉級｝

（泡際政射線にさらされる業務lこよる叩状腺古川

II 83 オーラミンを忽浴する工段における業務による尿路系腺1高

12 品l マゼンダを飽泊する工程における業務lこよる尿路系組f白

13 85 コークス又は発生がガスを匁iiする工程における業務による肺がん 2 

14 86 
クロム放出又は1{（クロム俊砲を奴浴する工程における然続によるlliliがん文は上~｛ill
のがん

（クロム自主溢又は!flクロム自主題を製造する工程における業務による肺がん）

（クロム!ti輩又はJf(クロム殴盗を倶遊する工程における業務による上気illのがん）

15 lr7 ニッケルの4峨又はf械を行う工程におけるmm1こよる肺がん又l立上~泡のがん

（ニッケルの観主主又は綿鋭を行う工』!illニ以7る業務による肺がん）

（ニッケルの良敏χはMf!liを行う工程に才卦する業務による上気迫のがん）

16 ro 
枇諸唱を含イIする鉱Gを!Jj（料として金属の甥錬」ましくは精錬を行う工程又は無機世t
耳障化合物を型ti宣する工仰における業務による柿がん又は皮燃がん

(flt訴を合作する鉱石を叫｛科として金属の復制mしくは紛錬を行う工ね文は無償磁

議化合物を寝泊する工程における業務による肺がん）

(flt務を含有する鉱石を白；｛斜として金以の箆鍛若しくは精鋭を行う工程又1立無機証t
務化合物を復活する工観における業務による皮騎がん）

17 91 
すず．鉱物抗b.タール．ピ・：；チ．アスフアルト又はパラフィンiこさらされる業務による皮膚

がん

ゆらげ（CODE＆！カも91）までに！担げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病そ

18 92 の他がん似性物質若しくはがん似性因子にさらされる業務又はがん似性工程lこ却す

る業務に起因することの明らかな疾続

i前る疾一病 げるもの叩 中央畑一会の脈経て労働大開討｜｜ 

同
その他覇権務に起因することの明らかな疾病

［じん附i疲忠者に発生した肺がん］2003年度以降第五乃へ以降

［非災密性脳血管炭剖

[JI，居災;!ltt,J宣i血性心疾!l¥己宇］

［紡神間主主等］

｜合計

A：具体的列雪量規定に係る業務上疾病の合計

I ｜日：包活的救済級定に係る業務上疾病の合計

し一一」也出！

12 。。11 2 4 

(4) (3) (I) 

(4) （勾

(4) (3) (2) (3) 

722 44 65 129 57 54 

初7 43 ι1 116 53 45 

JI 1sJ iT i「1司 ---;;i l 
]I切開｜切羽｜犯刈初開｜犯協I83.3%1 

3琵『分鋭Jの『CODE』はria仇・性質コード』.(l)f司ー労働災前でWJ.る性質的疾病を受けたl描合XI孟同 ーの来務で1もなるn;i;悶干をこ以上告すて惚合的なm紛が1!'.t

した場合は．比般的!llい｛闘病伐質により分期すること.(2）その~p唱の傷病のlTlさが何回1主である均合は．この去のよ位のコード｛小さなlfi号｝に分節する.(3）がんについ

ては．すべて6唱カV:,92までのいずれ例こ分額す号、（4）断mmに付随して生じた桜絹については.J<;(Jk忠と阿・コードに分顕す弘

l:0',1'.t労働行資斜により‘全間労働安全衛生センター辿絡会泌が作Ji£.
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7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

福 島 沃主主 栃木 群馬 対i玉 千 Z器東京 や115詩川｜新 潟 'IX山 石川 証言 ）干 山朱l長野 岐阜 的問 愛知lニ可E

2 6 4 18 24 2 コ 7 6 

(!) (4) (14) (9) (1) (2) (I) (1) 

（！） (1) (2) (4) (4) (15) (I) (I) (3) (5) (5) 

ヲー

7 I 13 I 2 25 I 4 I 53 I 39 

；
 

円い
一
ハ
ピ：

 

勾

3

－ozi
 

l
 

均
一
均j
 

721ηI 4お I 242 I 583 I 335 I 186 I 65 I ro IηI  41 I 121 I m I 145 I 341 I 21s 

13 I 1s I 2 I 6 I 32 I 6 I s1 I 47 I 10 31 61 61 61 71 121 ぉI s 

安全ヒンタ→宵報2006年8月号 39 



｜労働安全衛生をめぐる状況 ｜ 

分ffi
大 ｜小

疾病分類T!i§
CODE 

6 70 ベンノトリクロライドにさらされる業務による肺がん

7 71 石制iにさらされる：業務によるJt,f;がん又は中皮脇

｛石綿に噂される業務による肺がん）

（石綿に噂される業務による中皮紐）

8 72 ベンゼンにさらされる業務による白血病

9 81 組｛ヒピニルにさらされる業務による肝血管肉蹴

9 81 ij,{化ピニルにさらされる業務による肝血管肉純

10 82 
Ill般車主射線にさらされる祭務による白血病．肺がん．皮膚がん、竹内服文は巾状腺

がん

(Tfi際放射線l:t!らされる業務による白血病）

(7宮殿欽射線にさらされる業務によるll<liがん）

(T証書E放射線にさらされる業務による皮臓がん｝

(j店店!lbll射線にさらされる業務によるけ肉11-I!l

(1富島E紋射線にさらされる業務による叩状腺がん）

II 83 オーラミンを製造する工程における業務による尿路系組泌

12 84 マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫筋

13 8.5 コークス又は発生炉ガスを創造する工程における業務による肺がん

14 86 
クロムM溢又はmクロムM滋を製造する工段における業務による肺がん又は上気i1!
のがん

（クロム俊也文はmクロム＆t起をう盟浴する工程における業務による仰がん）

（クロムE縄文l祖クロム酸境を製造する工程における業務lこよる上気道のがん）

15 87 ニッケルの"7鋭又は精鋭を行う工程における業務による肺がん又はよ気迫のがん

（ニッケルの製品副又l幻育錬を行う工程における業務による別』がん）

（ニッケルの製錬又凶捕を行う工程における業務lこよる上気迫のがん）

90 
fit量障を含有する鉱石をbi（科として金属の磁鋭若しくはt'I鍛を行う工程又は無後批

16 
紫化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮府がん

｛世t耳障を含有する鉱石をbi（料として金属の慰錬:ti.＇しくは締鎖を行う工程又は無償枇

議化合物を製造する工程における業務による肺がん）

（量t紫を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは1胃錬を行う工程又は無機lit

ii化合物を製造する工程における業務による皮織がん）

91 
すず．鉱物油．タール．ピッチ．アスフアルト又はパラフィン1ごさらされる業務による皮燐

17 
がん

lカ吟l7(CODE6'めも91）までに仰げるもののほか．これらの疾病に付随する疾病そ

18 92 の他がん似性物質4ましくはがん原性因子にさらされる業務又はがん似性工製におけ

る業務に起因することの明らかな疾紛

｜聞 に婦問もののほか 中州都閥会のt雌て労働大豆の慨す

る疾病

白
その他嫌務に起因することの明らかな疾病

［じん肺症患者に発生した肺がん）2003年度以降第五.f}叫 A降

［非災~位置司血管疾悠］

[Jド災窃位虚血性，心疾患符］

［精神附W~l

｜合計

口A…一…la：・包！i!i的救済規定に係る鎌務上疾病の合計

陸出l
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滋賀 Ji（都 大阪 兵 mzZ詰良 和歌山

25 20 7 3 

(6) (2) (4) (!) 

(20) (18) (3) (2) 

。。。。。。
9 10 53 23 6 2 

(2) (4) (22) (9) (4) (!) 

()) (3) (14) ｛勾 (I) 

（。 (2) (16) (9) (!) (!) 
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｜労働安全衛生をめぐる状況 一一」

表13-1傷病別長期療養者推移状況（2004年度）

綴発開始後i年以上経過した者の推移 本年度1/1.』豊中の内訳

ri(f年度ぷ 現rm該当 .fi・・f台ゆ又は
死 亡

傷病（補償） ,t;:年J』Eボ l年以上l午 llf.6か J1以 2年以上
3年以上

Ill. 1豊中 （再発を含む） 中 断 .r,・ 年金 I"行 申告 f豊中 6か月未満 上 2年ポi前 3年未満

9,H話 1,194 49 匁2 5V 9,21.辺 ヨ~ 442 816 7,496 

’ 
327 -IOI YJ7 2 43 376 132 69 84 71 

(43) 僻） (45) (4) （位） (28) (15) (8) {I I) 

700 694 臼3 II 48 70企 212 148 174 II泡

(218l (2301 (2011 (3) (16) (228) (82) （斜） (561 ｛必）

' 4・ 601 556 554 3 2白 銀］ !(JO 120 146 154 

(149) ｛国） (156) (5) (141) （沼） (39) (361 (31) 

' 118 40 37 121 5 8 17 91 

615 512 514 2 611 120 l34 126 231 

' 
7 4 4 4 

8,624 492 556 !OS 8,452 248 205 4'Xl 7.5f1) 

16,315 19，吠泌 19,836 6S 53 l丘出 5,90$ 3,737 3,384 3,235 

(2,6521 (3,164、 (3,1潟） (41 （：司 (2,fil汐） (1,039) (611) (5'XJJ (429) 

， 9，泊3 12,12(】 12,162 L9 14 9,228 3，苅7 2,1似 1,957 1,2<;氾

(1,998 （主制Z、 (2,4お） (2) {I) (2,012) (819) (461) ｛栃3) (269) 

『
536 7(J2 絡 1 3 550 228 139 112 71 

(11; IT (8) {10) （司 （司 （司 (!) 

' 
1.528 l,S'Xl 1,861 l,557 559 誕!3 3幻 笈l8
｛嶋、 (237 (241: (I例） ｛鉛： ｛必j (38' (2η 

l，倍。 1,273 1,219 3 IO 1,091 378 お3 221 209 
~ 

(173、 (246 （辺3、 (3) (1931 ｛ち1 （お） (3で (29) 

7~ 1,189 l,tn 782 282 213 LSS 129 
I 

(54、 (64、 (7S, (43) (18) (8) (13: (4‘ 

! 
3,132 2,732 Z刀8 45 25 3,056 674 525 (IY) 1.248 

(21蛇 (168' {166: <2: (I〕 (2171 （判j (39) (3司 （労）

あ，4刀 23，冗)6 22,4'Xl 716 691 ぬ372 7,293 4，お3 5，お7 18,959 

(3，α辺） (3,618" (3.540: (71 (YJ) (3,103) (l,18T （明） (6¥苅J (517 

（ ）は通勤災'Yに係る件数で内数である．

厚生労働省労働基箪J;."ir労災保険事業年報平成16年度』により．全l週労働安全衛生センターill!絡会織が作成．

表13-2 年度別・傷病別長期（1年以上）療養者数

せき悩
外（l,¥f.tJi.Ii阿部

野i訂版i
ー般化

初滋 じん肺 の脳中 外lt'i 腰痛！.！！. 目4長： 仮動隊 その他

J{:f県 f品イ可
!Ill店

阪凱!ti症候群
催候~

.(,・ 中型E 1再！込.r,・ の1且.（，・ 合併 切断
関節の

trl.l!（高 。Jltl その他
合計

1必.r,・
.＼！＿＼.（，・ 懲.r,・ f且♂

感.r.・ 隊~

200) 8,<i03 451 sos 612 146 606 4 s,，以6 17,326 9，釦Z 554 1,557 1,264 ぬ3 3,246 37.400 

耳刃l 9,049 427 757 614 138 632 6 民861 17,078 9.592 572 1,617 I，幻5 842 3,180 37，ヌ2

2002 9,160 411 749 614 123 671 9 8，胃” 16,242 9,'lf.'fl 546 1,511 1,149 749 3，α到。 36,7湾

2003 9,1（泊 327 700 601 118 615 7 8,624 16,315 9,303 536 1,528 1,050 
7“ 3,132 36,473 

2004 9,262 376 πロ 災到 121 611 4 8,452 16,お4 9,228 550 1,557 l,Cf:ll 有ロ 3,056 ぬ372

厚生労働省資料により全凶労働安全衛生センタ一連絡会議が作成．
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表13・3都道府県別・傷病別長期（1年以上）療奏者数（2004年度末）

せき悩
外（J;I性 fiiirti閉l

矧It-I腕
一世主化

lffiiu じん肺 の脳中 外m 腰痛ill 後J,J !Ii動隊 その他

1(.f以 ！且抗I IJH努
阪拡HV,IIF.候隣

~依llfc
者I 中，a手J忠百ー の1虫干f 1'i• 折 切断

l民l節の
打IJH属 自I] （臨 その他

~ lf・ 
1出q;・

f必:r,・ 思:r,・ !.!.¥ 1昨
息イ庁

賢~';Ii

北海道 1,013 21 32 68 39 I.仏5 1,044 581 43 143 42 40 195 3,683 

-If 室主 54 6 9 5 32 14-1 87 2 14 10 9 22 251 

治手 ω 5 13 5 14 164 83 5 5 3 9 59 2位

2詰・ 減 225 8 8 8 2 II 19 361 241 10 30 17 15 51 645 

秋 rn $』 2 2 3 37 99 53 6 2 36 228 

山形 95 7 6 41 146 8-l 6 9 10 7 30 汐7

担EK~ 221 ：》 10 4 41 115 6.5 6 3 3 37 396 

E長 JJ!i. 259 6 10 IO 6 9 156 93 10 3 7 9 34 456 

協木 ω 10 9 3 4 7 185 109 7 21 8 5 35 辺自B

在学 l可 98 8 5 5 4 50 259 161 12 27 16 16 27 430 

I奇玉 52 22 35 23 5 38 50 589 350 23 59 37 25 95 814 

千葉 47 23 66 n 10 132 25 1,036 576 22 142 品4 ω 152 1,417 

JI！京 114 19 76 72 刃 31 68 1,236 718 39 113 56 51 259 l，配l8

事｜吻川 211 21 59 43 15 81 78 1,136 661 31 103 ω 52 229 1,645 

1/r irl 251 8 12 10 3 165 227 122 8 23 3 13 58 676 

お山 122 5 

“ 
IOI 51 9 7 5 12 17 古訓6

石川 36 2 24 Ill 85 9 3 2 II 176 

担E;It- 107 3 78 70 44 3 2 3 5 13 259 
山梨 50 3 3 9 35 79 50 3 2 2 2 20 179 

長野 178 5 16 6 4 12A '19-) 164 6 36 18 14 61 632 

ー註 Eι 312 10 II 6 13 197 212 l：泌 2 12 JO 52 761 
静岡 98 12 30 10 4 6 叫 419 242 19 29 29 33 67 位3

愛知 154 14 37 7 4 2 52 Im 497 28 41 87 49 ！（あ 1,078 

ニ盤 30 6 5 3 2 82 147 n 7 8 6 6 43 275 

滋鈎 70 コ 15 17 4 27 ω 193 !ell 10 19 8 5 43 395 
京都 215 10 8 20 10 42 2 議~ 300 If泌 14 34 18 15 61 邸調B

大阪 291 26 40 24 17 29 119 ヱω 1,007 57 231 239 1（沼 主立 2.550 
兵脱 463 18 29 29 7 ω 230 767 474 22 68 47 42 114 1,603 
E持良 103 2 6 2 82 158 74 29 u 18 5 20 353 
和歌山 76 6 00 236 113 3 19 34 10 57 400 
鳥取 27 2 3 17 47 22 23 96 
島恨 ω 4 70 52 27 12 11 191 
岡 山 593 6 16 6 3 129 237 144 10 14 8 8 53 明ぬ

広島 473 14 24 25 13 笈)2 574 326 19 59 31 25 114 1,326 
山口 229 5 4 3 71 l！話 1（目 7 6 11 19 38 498 
言邑 l!, 115 6 2 351 51 25 3 4 4 2 13 526 
香 川 48 7 10 9 3 99 105 61 5 6 6 7 20 281 
愛媛 お7 14 21 22 2 8 1,017 笠lS 苅7 13 46 31 19 89 1,826 
高 知 お2 2 7 6 32 l，α¥8 11泊 82 44 19 6 14 1,513 
鉱 閉 ぬ1 13 23 3 3 82 599 324 16 49 40 19 151 1,227 
佐 質 74 2 3 28 66 41 4 4 2 14 173 
長 崎 728 2 47 88 57 3 10 2 2 14 あ5
熊本 109 

ヲ－ 
241 134 75 5 15 13 6 20 486 

大 分 386 4 13 17 9 5 災ロ お3 130 3 38 20 16 46 ロ70
宮崎 92 6 5 490 llS 61 10 8 8 9 22 712 
鹿児K:i 174 7 9 4 4 271 笈陪 137 4 13 11 4 39 6n 
沖縄 20 25 63 32 2 8 8 4 9 111 
合計 9,262 376 官)2 .sro 121 611 4 邑452 16,近古 9,228 550 1,557 1,001 782 3，αi6 ゑ372

厚生労働省資料により全悶労働安全衛生センタ一巡絡会股が作成．
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2005年度労働基準行政関係通達 ｜ 

労働基準行政関係通達
2005年度

2005. 4. 1 石綿による疾病に係る労災補償制度に関

する周知についてJ女

2005. 4. 1 基発第040!010号「都道府県労働局等に

おける専門官職の所必事務に関する準則の

改定についてj女

2005. 4. 1 基発第0401011号「『労災保険審査詰求事

務取扱手引』の改正についてJ*
2005. 4目 1 基発第0401035・6号「登録製造時等検査

機関が行う製造時等検査、登録個別検定機

関が行う個別検定及び主主録型式検定機関が

行う型式検定の適正な実施についてJ＊※

2005. 4. 1 基賃時発第0401002号「平成17年度にお

ける労働時間短縮関係事業等の実施につい

てJ*
2005. 4. 1 基労保発第0401002号「労災年金の適正

給付について」女

2005. 4. 1 基徴発第0401001号f労働保険の来手続

事業ー締対策における取組に係る留意事項

についてJ女
2005. 4. 5 基徴発第0405001号「個人情報の保縫に

関する法律の全面施行に伴う労働保険事務

組合への指導等についてJ女

2005. 4. 8 基発第0408001号f労働者災害補償保険

法施行規則第46粂の18第2号ロに掲げる作

業に従事する者に係る特別加入の取扱いlこ

ついて（一部改正）J*
2005. 4. 8 基発第0408006号「『内分泌かく乱作用が

疑われる化学物質の生殖系・次世代への影

響評価に関する研究』の成果の公表につい

て」大

2005. 4. 8 基発第0408007号「『験域におけるシック

ハウス対策事業』の成果の公表についてJ女

2005. 4. 8 基発第0408008号「『化学物質の有害性調

査事業』の成果の公表についてj女

2005. 4. 11 基賃時発第0411001号「『専門業務型裁品

44 安全センター情報2006年8月号

労働制に関する協定届』に関係する報告に

ついてJ*
2005. 4. 25 基発第0425004号「国家公務日倫理規程

の一部を改正する政令の施行について（通

知）J女

2005. 4. 25 基発第0425005号『『厚生労働省職員の職

務に係る倫理の保持のための体制盤備等に

ついて』の一部改正についてj女

2005. 4. 26 基発第0426001号「平成17年度外国人労

働者問題啓発月間についてj

2005. 4. 26 基胞を第似26001号・臓発第0426001「平

成17年度外国人労働者問題啓発月間の実

絡に当たって留意すべき事項についてJ女

2005. 4. 26 基発第0426003号「労働基準法の一部改

正についてJ女

2005. 4. 27 基安化発第0427001号「石綿附答予防規

則第5粂に基づく作業の届出についてJ**
※ 

2005. 4. 28 基安化発第0428001号「（社）日本鉄鋼連

盟による『鉄鋼業における化学設備及び特

定化学設備の定期自主検査指針』の策定に

ついてJ女
2005. 4. 28 基監発第0428001号「タクシー事業場にお

ける労働条件の確保・改善のための具体的

な取組について」女

2005. 5. 10 基慌発第0510002号「タクシー事業場にお

ける労働条件の確保・改善のための具体的

な取組に当たって留意すべき事項についてJ

女

2005. 5. 12 基発第0512002～3号f変具原性が認め

られた化学物質の取扱いについてj会※

2005. 5. 12 基安化発第0512001・2号「変異原性が認

められた化学物質に関する情報についてJ

会※

2005. 5. 13 基安労発第0513001号f熱中症による死



亡災害発生状況（平成16年分）についてJtf

※ 

2005. 5. 20 基安発第0520001～3号「既設下水道管

に新設下水道官を接続する下水道工事にお

ける労働災害の防止の徹底についてJ女※

2005. 5. 30 基慌発第0530001号・職外発第0530001

号「箸察庁、法務省及び厚生労働省の三省

庁による『不法就労等外国人対策に係る具

体的施策について』の策定について」女

2005. 5. 30 基安発第0530001・2号「高所作業率運転

業務従事者危険再認識教育についてJtf※

2005. 6. 1 基発第0601005号「電離放射線障害防止

規則及び労働安全衛生規即防一節句を改正す

る省令の施行についてJtf※

2005. 6. 1 基安発第0601001号「『職場における喫煙

対策のためのガイドライン』に基づく対策の

推進について」食※

2005. 6. 1 基安化発第0601001・2号「『鉄鋼業におけ

る化学物質管理！マニュアル』の送付についてJ

女

2005. 6. 2 基安化発第0602001号「石綿附害予防規

則第5条に基づく作業の届出を行う事業者の

取扱いについてJtr＊※

2005. 6. 6 基安化発第0606001～3号「酸化プロピレ

ンの生殖滋性に係る有害性別査の結果及び

危険有害性等の表示苦手についてJtf※

2005. 6. 6 事務連絡「高所作業車運転業務従事者に

対する危険再認識教育の実施についてJtf

※ 

2005. 6. JO 基安発第0610001号「登録製造l侍等検査

機関等に対する監査の実施に当たって留意

すべき事項について」女

2005. 6. 10 基安発第0610002号「検査業者及び登録

教習機関に対する行政処分等についてJ宮崎

2005. 6. 13 基安化発第0613002号「石綿を含有する

建材の在庫品の販売の自粛についてJ宮崎

2005. 6. 14 基発第0614001号rN,N－ジメチルホルム

アミドによる臨l捕容を防止するための指針、

アン卜ラセンによる他康障害を防止するため

の借金｜の一部を改正する脂針等の閲覧及び

周知についてJ食※

2005. 6. 14 基発第0614002号「N,N・ジメチルホルム

アミドによる健康障容を紡止するた従的指針、

アントラセンによる他政陣容を防止するため

の指針の一部を改正する指針等について」

会

2005. 6. 14 基監発第0614001号「労働時間管理の適

正化の後進状況の把握についてj女

2005. 6. 15 基発第0615001号f昭和党年9月26日付

け基発第543号『貯お金の保全拾世に係る

命令の運用等について』の一部改正につい

て」女

2005. 6. 15 基安発第061500］号「鉄道事業者に対す

る安全衛生管理等の徹底についてJ食※

2005. 6. 15 基安安発第0615001号「鉄道事業者に対

する安全衛生管理等の徹底について留意す

べき事項j食

2005. 6. 15 基安発第0615002号「重大災害治加等に

伴う業界団体等に対する緊急要ii'rlについてj

食

2005. 6. 15 基安労発第0615001号「酸紫欠乏症等災

答発生状況の分析についてJ食※

2005. 6. 16 基安労発第0616001号f『メンタルヘルス

対策支援事業』についてJ女

2005. 6. 16 基安労発第0616002号「燐刺され災害の

防止について」女

2005. 6. 21 基発第0621003・4号「酢酸ピニル、パラー

ジクロルベンゼン及びピフェニルに係る基機

濃度の設定についてJ会※

2005. 6. 22 基安化発第0622001・2号「建材中の石綿

含有率の分析方法についてJ－¢＜＊※（8月9

日訂正）

2005. 6. 23 基発第0623002号「塩化ピニルばG露作業

従事労働者に生じ出i干血管肉腫の業務上外

について（回答）J女

2005. 6. 24 基質時発第0624001・2号f夏季における

連続休暇の普及促進について」食

2005. 6. 28 基労布1)発第0628001号「業務上疾病の労

災補償状況調査について」女

2005. 7. 5 基監発第0705001号「平成17年度におけ

るタクシー事業場に対する地方運輸機関と

の合同監官・監査の実施についてJ女

2005. 7. 5 基－監発第0705002号「平成17年度におけ

るタクシー事業場に対する地方運輸機関と

の合同監督・ ＼~~査の実施に当たって留意す

べき事項ついて」女

2005. 7. 5 基安発第0705002号「地域保健と峨域保

似の辿携の折n隼についてJ-¢<

2005. 7. 5 基安化発第0705002号「次亜鉛紫酸溢溶

i夜と酸性溶液との混創！による溢索中毒災害

の防止についてJ女

2005. 7. 13 基路発第0713001号「平成17年10月か

ら適用される社内預金の下限利率についてJ

＊ 
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I 2005年度労働基準行政関係通達

2005. 7. 15 基発第0715001号「石綿による健康隙害

防止対策の緊急的な対応について」＊※食

2005. 7. 15 2ま監発第0715001号・基労祁i第0715001

号・基安化発第0715001号・延安労発第

0715001号「石綿によるi池康附害防止対策

の緊急的な対応の具体がjな進め方についてJ

＊ 
2005. 7. l9 基労補発第0719002号「；J<償依縫の回収

業務の業務委託に当たっての留意事項につ

いてJ*
2005. 7. 20 基安化発第0720001号「石綿の代替化に

関する緊急会議の附僚についてJ女

2005. 7. 22 基宏発第号「石綿取扱い等、JJ業均名簿等

の公表についてJ女

2005. 7. 22 基労補発第0722001号「石綿による肺が

ん及び中皮腫の労災認定事業場リストの公

表に当たっての、匹前通告についてJ女

2005. 7. 26 基安発第0726001～3号「石綿を含有す

る建材の在庫ti，~の販売停止についてJ ＊※
2005. 7. 26 基安発第号0726004～6「石緋認を含有する

在庫品の使用てすEの停止について」食※

2005. 7. 27 基労補発第0727001号「石綿による疾病

に係る事務処思！の迅速化等についてJ食
2005. 7. 28 基発第0728008号「石綿ばく露防止対策

の推進について」食＊※

2005. 7. 28 基隠発第0728001号・基安化発第0728

002号「石綿ばく露防止対策の縫進に当たっ

ての留意すべき事項について」

2005. 7. 29 基発第0729002号「石綿が使用されてい

る建築物等の解体等を行う作業場現均に対

する監督指導等の重点的な実施についてJ
2005. 7. 29 基安発第072900］号「熱中症の予防対策

におけるWBGTの活用についてJ※
2005. 7. 29 基慌発第072900］号・基安化発第0729

001号f石綿等が使用されているill築物等の

解体等を行う作業現場に対する監ぢ指導等

の重点的な実施に当たって留意すべきτr：：項
についてJ

2005. 7. 29 2幸安化発第0729003号「石綿含有製品に

（系る適正な表示及び文2－｝交付についてJ*

会

2005. 8. 1 基安労発第0801001号「地域保健と職峻

保健の連携の推進において留意すべき事項

についてJ会
2005. 8. 2 基安発第0802001～3号「建築物等の解

｛本等の作業を行うに当たっての石和？のばく露

防止対策等の実施内容のH~示の推進につ
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いてJ女

2005. 8. 4 基安化発第0804001号「石綿による健康

附宮I~，止対策への対応について（依頼）」女
2005. 8. 8 基安発第0808002～4号「フラットデッキ

の｛創刊に係る注意喚起等についてJ＊※

2005. 8. lO 基発第0801001・2号「石綿に係る臨時総

康相談等の実施についてJ食

2005. 8. 10 基安発第0801001・2号「石綿に係る臨時

i也康相談等の実施要領についてJ*
2005. 8. 12 基ftu発第081200］号・基安労発第0812

001号・基安化発第号08!200lf現に石綿含

有製品を製造し又は取り扱っている事業場

に対する再監督等の実施についてJ*
2005. 8. 12 基安労発第0812002号「熱中症による労

働災害発生状況について（速報）j* 
2005. 8. 12 基安発第0812001～3号「建材等の石綿

使用状況に係る情報の公開・提供についてJ
＊女

2005. 8. 16 基発第0816001号「石綿の使用状況等調

査について（回答）j女

2005. 8. 22 基安化発第0822001号・基安労発第0822

001・2号・it安安発第0822001・2号「平成17

年度労働災害防止特別安全衛生診断事業

実施細目についてJ女
2005. 8. 26 基発第0826001号「建築物に吹き付けら

れた石綿等のUH拐等による石綿ばく銭防止

対策の徹底のための当面の対応についてJ

＊＊※ 

2005. 8. 26 基監発第0826001号・基安化発第0826

001号「建築物に吹き付けられた石綿等の損

傷等による石紛ばく露防止対策の徹底のた

めの当面の対応に当たっての留意すべき事

項についてJ*
2005. 8. 29 基発第0829001・2号『石綿に係る健康相

談等の追11口実施についてJ* 
2005. 8. 30 基安化発第0830001号「石綿含有製品の

実態別査について」女

2005. 8. 31 基発第083l003号rr計画の届出に係る審

査等について』の一部改正についてJ女

2005. 9. 2 基発第0902017号「労災診療費に関する

会計実地検査の結果についてj女

2005. 9. 8 基監発第0908001号・基安化発第0908

001号「石綿等を含有するとみられるプレー

キライニングを使用する完成自転車の輪入・

販売事業者に対する監将指導又は個別宿将

等の尖施について」

2005. 9. 8 基質II寺発第0908002号・基監発第0908



003r平成17年度ゆとり創i宣月n:1の実胞に

ついてJ食

2005. 9. 8 基賃時発第0908001号・基監発第0908

002号「平成17年度ゆとり創造月間の実施

について」会

2005. 9. 8 ~安安発第0908001 ・2号「登録性能検査

機関はる性能検査の確実な実施についてJ

2005. 9. 12 基発第0912002号「司法処理基準の一部

改正についてJ（全部不，m示］

2005. 9. 12 ￥発第0912004号「使用停止等処分基・ijll

及び緊急儲世基準の改正について」｛全部不

開示］

2005. 9. 12 越監発第0912001号「司法処理基準及び

使用停止等処分基準の改正及び叩日施行

に，wう監惇復命君主作成上の取敏いlこついてJ
［全部不開示］

2005. 9. 12 基安労発第0912001号f熱中症による労

｛勤災害発生状況について（速報）J食

2005. 9. 14 基安安発第0914001・2号「シτー（紙裁断

機）による危険の防止についてJ食

2005. 9. 15 ￥・労発第0915001号「石綿による疾病に

係る労災補償制度に関する周知について（依

弘知J女

2005. 9. 16 基安労発第0916001号「企業等における

住民俗診結果の報告について（依頼）」女

2005. 9. 20 基安発第0920002～4号「石綿を含有す

る建材、E契機材、接着剤及びこれらを使月1す
る製品の製造、始入、譲渡、提供又は使用の

禁止等についてJ食牢※

2005. 9. 20 基安発第0920005～7号「石綿を使用して

いる製品の代替化の促進についてJ食＊※

2005. 9. 22 基発第0922001号ー「未手続事業主に対す

る費用徴収制度の運用の見直しについてJ
女＊

2005. 9. 22 基労補発第0922001号「未手続事業主に

対する費用徴収制度の運用の見直しについ

ての周知広報について」女

2005. 9. 22 基労様i発第0922002号「診療費制求内訳

告等の被災労働者等への開示に係る取扱要

領について」＊

2005. 9. 22 基労祁i発第0922003～5号「診療従lii'I求
内訳古等の被災労働者等への開示につい

てJ女

2005. 9目 22 基発第0922008号「『労働基融局の内部組

織に閲する梨ll.l-'111』の一部改正についてJ女
2005. 9. 22 基発第0922009号「政令監督官制度の運

用についてJ女

2005. 9. 22 基総発第0922001号「政令監暫官命1肢の

運用に当たって留意すべき事項についてJ女

2005. 9. 27 基安化発第0927001・2号「『煩蒸作業にお

ける化学物質管理マニュアル』の送付につい

てJ女

2005. 9. 27 基安安発第0927001号「簡易ボイラー等

1荷造規絡を具備しない簡易ボイラーに係る

協議について（回答）J 食

2005. 9. 28 基労相fl発第0928001号「『石おilf：よる疾病
に係る事務処理の迅速化等について』の一

部改正についてJ食
2005. 9. 29 基発第0929002号「労働者災宮補償保険

法施行規則第46条の18第2項ロに掲げる作

業に従事する者lこ係る特別加入の取扱いに

ついて（一部改正）j会

2005. 9. 29 ./J;安労発第0929001号「働き盛り周のメン

タルヘルスケア支援事業の只ー体的運JTIにつ
いてj食

2005. 9. 29 ~；安発~W929001 ・2号「働き蜂り陪のメン

タルヘルスケア支援事業実施細目についてJ

食

2005. 9. 30 裁発第0930001・3号「労働基準fili’白機関
における司法符察権限の行使に附する規範

についてJ（全部不開示］

2005. 9. 30 碁発第093002号「司法処理基幣の取扱い

についてJ（全部不rm示］

2005. 9. 30 基発第0930004号「『監督業務運営要領の

改善について』の一部改正についてJ女

2005. 9. 30 ~発第0930005号「労働基準局のF折半事
務の変更及びこれに伴う通達等の取扱いに

ついて」食

2005. 9. 30 il.!;労相i発第0930001号「石綿による疾病

に係る労災補償制度の周知徹底について」

女

2005. 9. 30 是正発第0930006号「『労働基準法関係解釈

例規について』の一部改正についてJ女

2005. 9. 30 基安発第0930001号f石綿隙害予防規則

に￥・づく待置の遊守徹底に係る協力依績に

ついてj女

2005. 9. 30 基安発第0930002号「石綿取扱い事業場

名等の公表に｛系る取り敏いについてJ女

2005.10. 3 基安安発第1003001・2号「エレベーター昇

降路内の補修作業についてJ* 
2005.10. 4 基安労発第1004001号「飾刺され災害の

防止についてJ食

2005.10. 5 基安労発第10005001号「企業等におけ

る住民健診結~~の報告について値加依駒J
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2005年度労働基準行政関係通達 ｜ 

女

2005.10. 6 基監発第1006001号「労働時間管理の適

正化の推進についてJ*
2005.10. 11 基安労発第1011001～3号「中皮脂患者

に対する調査研究への協力について（御依

:licJ* 
2005.10. 12 基監発第1012001号・基安化発第1012

001号「石綿を含有するおそれのある岩石を

加工し製剤l等として販売している事業者・に対

する監督指導又は個別指導の実施についてJ
女

2005.10. 17 基発第1017001号「労働基敏行政情報シ

ステムに係る機械処理手引（電子申J1'1関連

編）の一部改正についてJ*
2005.10. 17 基安労発第1017001号『熱中症による労

働災害発生状況について（速報）J食

2005.10. 24 基安労発第1024001号「働き盛りのメンタ

ルヘルスケア支援事業について（協力依頼）J

食

2005.10. 24 基安労発第1024002号「働き感りのメンタ

ルヘルスケア支媛事業に係る都道府県等へ

の協力依頼についてJ* 
2005.10目 25 基安安発第1025001号「圧力容器術進規

絡を具備しない第二種圧力容器及び簡易ボ

イラ一等梢造規絡を具備しない容器に係る

協議について（回答）」食

2005.10.26 基発第1026006号「特別司法主主祭駿員の

人員及びJ隻査活動状況について（回答）J女

2005.10. 26 基労祁i発第1026001・2号「法務省・厚生労

働省労災訴訟事務打合せ会の開催につい

て）女

2005.10. 27 基発第1027001・2号「労災診療費の適正

払いの徹底についてJ女

2005.10. 28 基安安売第1028001号「動力プレス機械梢

進規格を具備しないプレス機械に係る協議に

ついて（回答）J食

2005.10.31 基労補発第1031001号「中皮腿の診療の

ための通院費の支給についてJ会

2005.lO. 31 基安化発第1031001・2号「建築物に吹き

付けられた石綿等の損傷等による石綿ばく

露防止対策について」女＊

2005.11. l 基発第1101005号f石綿による疾病に係

る労災補償制度の周知について（依頼）J*
2005.11. 2 基発第1102002・3号「労働安全術生法等

の一部を改正する法律についてj会＊※

2005.11. 9 基安労発第1119001号「平成17年度にお

ける産業医共同選任事業の効果的な実施の
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促進についてJ会

2005.11. 9 基労発第1109001号f産業保健ハンドブッ

クの労災指定医療機関あて配布についてJ

＊ 
2005.11. 14 基労補発第1114001号「産業保他ハンド

ブックの労災指定医療機関に対する配布に

ついて」女

2005.11. 15 基安化発第1115001号「廃楽物焼却施設

におけるダイオキシン類の濃度及び含有率

iJllJ定についてj女＊※

2005.11. 17 基安労発第1117001号「地域産業保健推

進センター事業の成巣回線についてJ食

2005.11. 24 基労補発第1124001～6号「石綿による疾

病に係る労災補償制度に関する周知につい

て（依頼）J女

2005.12. 1 基安労発第1201001号「原子炉等規制法

におけるクリアランス制度の導入と電際放射

線障害防止規則の関係についてj女

2005.12. l 基労補発第1201001号「セクシャルハラス

メントによる精神障害等の業務上外の認定に

ついて」会

2005.12. 2 基発第1202001号「監督指導業務及び借

白状況等報告の中止に係る厨出についてJ

* 
2005.12. 2 基発第1202002号「賃金不払事件、貯務

金返還及び工貨不払事字問L理状i町報告の

中止に係る届出についてJ* 
2005.12. 2 基発第1202011号「関係通達の改正につ

いてJ女
2005.12. 2 基監発第1202001号「関係通達の改正に

ついてj大

2005.12. 7 基発第1207001号「有料道路自動料金収

受システム（ETC）使用レーンでの料金収受

業務等における労働災害の防止について（要

おりJ食

2005.12. 7 基安安発第1207001号「有料道路自動料

金収受システム（ETC）使用レーンでの料金

収受業務等における労働災害の防止につい

て留意すべき事項J女

2005.12. 14 基発第1214003号「労働基単行政情報シ

ステム事務処理手号｜（概要・共通編、監管関

連編、安全衛生関連編）の改訂についてJ女

2005.12. 14 基発第1214004号f労働基単行政情報シ

ステムに係る機械処理（監督関連編、安全衛

生関連編）についてJ女

2005.12. 14 基安化発第1214001号「製品への石綿の

使用の中止についてj女



2005.12. 16 基労補発第1216001号「石綿による疾病

の業務起因性判断のための郁l査実施要領

の改正についてJ女

2005目12.20 基発第1220002号「年金スライド率の低下

に伴う労災就学等援怒貨の取扱いについてJ

* 2005.12. 28 基安化発第1228001・2号rirmi1物実験純設

の病理組織検査室におけるホルムアルデヒ

ドに係る労働衛生対策マニュアル』の送付に

ついてJ女

2006. 1. 18 基安発第0118001～4号「アスベスト製品

の代替化の促進について」食本

2006. l. 20 基安安発第0120001号・基安労発第0120

001号「労働者死傷病報告の提出についてJ

女

2006. 1. 24 基発第0124003号「平成17年度中央労働

基準監察結果の慨要についてJ女

2006. 1. 25 基発第0125001号f労働基準法施行規則

及び労働者災害補償保険法施行規則の一

部を改正する省令の施行についてJ*

2006. l. 25 基発第0125002号「胸腹部臓器の障害に

関する障害等級~、定基準についてJ 食＊

2006. l. 25 基労布告発第0125001号f胸腹部臓探の陣

書に｜刻する障害等級認定基ij!lの施行に当

たって留意すべき事項についてJ女

2006. I. 25 基発第0125003・4号「労働綴祉事業とし

てのアフターケア実施要領及びアフターケア

委託貨の点検業務等委託事務処理要領の

一部改正について」女

2006. 1. 25 基労補発第0125002号「労働福祉事業と

してのアフターケア実施要領及びアフターケ

ア委託費の点検業務等委託事務処理要領の

一部改正に伴う運用上の留意事項についてJ

女

2006. 1. 27 基労補発第0127001号f障害等級認定基

準及びアフターケア実施要領の一部改正に

ついて」女

2006目 1.27 基発第0127002号「登録教習機関に対す

る監査指導等の徹底についてJ宮崎
2006. ]. 27 基発第0127003・4号f登録教習機関にお

ける不正行為の防止についてj会

2006. 1. 30 基安労発第0130001号f今後の石綿に係

る健康相談等の実胞についてJ*
2006. 2. 6 基安化発第0206001号「鉄鋼業における

一酸化炭素中海の防止に係る点検の実施に

ついてJ女

2006. 2. 7 基監発第0207001号「介怒Z作業場に係る

都道府県に対する情報提供についてJ女

2006. 2. 9 基発第0209001号「石綿による疾病の認

定基準について」女

2006. 2. IO 基発第0210001・2号rr足場先行工法に関

するガイドライン』の改正について」食※

2006. 2. 13 基発第0213001号「『自動車運転者の労働

条例ニ改善のための陸連関係機関との相互通

報制度について』の一部改正についてJ*
2006. 2. 13 基監発第0213001号「タクシー事業場に対

する地方運輸機関との合同監督・監査の実

施についてJ女

2006. 2. 13 基盤発第0213002号「タクシー事業場に対

する地方運輸機関との合同監督・監査の実

施に当たって留意すべき事項ついてj女

2006. 2. 13 基監発第0213003号「『自動車運転者切労

働条件改善のための関係行政機関との通報

制度の運用について』の一部改正についてJ

食

2006. 2. 14 基発第0214001号「監督指導業務の運営

に当たって留意すべき事項についてj女

2006. 2. 15 基発第0215001号「作業原境測定法施行

規則第17条9号後段の規定についてJ＊※

2006. 2. 15 基発第0215002号「『労働基準法施行規則

第24条の2の2第2項第6号の規定に基づ

き厚生労働大臣の指定する業務を定める告

示の一部を改正する告示の適用について』

の一部改正について」女

2006. 2. 17 基慌発第0217001号・基徴発第0217001

号「タクシー事業者等に対する法令遵守に｜刻

する指導における地方運輸機関との連機に

ついてj女

2006. 2. 20 基安発第0220001号「アーク溶接作業に

おける粉じん障筈防止のための工学的対策

の推進についてJ女※

2006. 2. 22 基安安発第0220001号「平成15年4月30

日付け基発第0430004号『ボイラー柿造規

格及び圧力容熊楠造規格の全部改正につ

いて』の正誤についてJ＊※

2006. 2. 23 基安労発第0223001号「じん肺管理区分

決定の審査におけるCR写真の取扱いの徹

底について」女

2006. 2. 24 基発第0224003号「労働安全衛生法等の

一部を改正する法律（労働安全衛生法関係）

等の施行についてJ＊※

2006. 2. 24 基発第0224004号「労働安全衛生規則第

5条第1号の厚生労働大臣が定める研修に

係る具体的事項についてJ＊※
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2006. 2. 24 ~・発第0224005号「地山の栂削及び土11::

め支保工作業主任者技能講習規程、化学物

質作業主任者技能講習規程及び石綿作業

主任者技能講習規程の適用等についてJ本

※ 

2006. 2. 24 基発第0224006号fクレーン・デリック運転

士免許試験について」＊※

2006. 2. 24 基発第0224007号「クレーン・デリック運転

士免許試験の具体的方法等についてJ会
2006. 2. 24 基監発第0224001号「平成18年4月から

適用される社内預金の下限利率についてJ

女

2006. 2. 24 基安安発第0224001号f安全衛生管理者

選任時研修及び同講師養成講座の運用、I~

項の取扱いに係る照会について（回答）J* 
2006. 3. 1 基発~0301 002号f社会保険労務土法の

一部を改正する法律等の施行についてj食

2006. 3. 3 基労管発第0303001号「石綿による他成

被害の救済にl刻する法律の施行に係る周知

広報についてJ女

2006. 3. 7 ii&労発第0307001号f石糾健康被害救済

制度等の周知について（依頼）J女

2006. 3. 7 ~労補充第030700 1号「附害等級認定基

準及びアフターケア制度に関する周知につ

いて（依頼）J

2006. 3. 9 基発第0309002・3号「変異原性が認めら

れた化学物質の取扱いについて」＊※

2006. 3. 9 .！.！；賠発第0309001号「労働条件改善アドパ

イザーの勤務実績の報告の廃止についてJ
女

2006. 3. 9 基労祁i発第0309001号「特別加入の継続

委託に附する質疑応答についてJ女

2006. 3. 10 基発第0310001号「危険性又は有害性等

の部！査等に関する指針についてJ＊※

2006. 3. 10 基安発第0310001号f労働安全衛生法第

88条に基づく計画局の免除認定制度の運用

について」＊※

2006. 3. 10 基安発第0310002号「労働安全衛生法第

88条に基づく計ー闘届の免除認定の取消若手に

係る留意事項についてJ女

2006. 3. 10 事務連絡「労働安全衛生法第88条に基づ

く計画屈の免除認定申請；！？の記ii改例につい
てJ＊※

2006. 3. 10 基安安発第0310001号「労働安全衛生法

第88条に基づく計画腐の免除認定の事務

処理に当たっての留意事項についてJ女

2006. 3. 13 基労発第0313001号f労災補償業務の運
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営に当たって留意すべき事項についてJ女

2006. 3. 14 ；／，！；発第0314002号「労災就学等援護費支

給要綱の一部改正についてj女

2006. 3. 14 ~発第03 14004号f第三者行為災害事務

取扱手引の一部改正についてJ*
2006. 3. 14 基安安発第0314002・3号「ボイラー等の

連続運転認定要領に係る留意事項等の一部

改正についてJ* 
2006. 3. 15 基発第0315001号「労働安全衛生規則第

95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定

める物等の適用についてJキ※

2006. 3. 15 基発穿rn31soo2号「安全術生に係る優良

事業場、団体又は功労者－に対するj厚生労働

大便・都道府県労働局長表彰実施盛傾の一

部改正についてJ*
2006. 3. 15 1段第0315003号「『化学物質による労働

災害防止対策事業』の成果の公表についてj

食

2006. 3. 16 基労管発第0316001号「石綿による健康

被官の救済に関する法律の施行についてJ

* 2006. 3. 17 基発第0317001号「『労働基準行政情報シ

ステムに係る機械処理ll手引（市子r1・1ij育関連

編）の一部改正についてj女

2006. 3. 17 ；／.！；発第0317003号「石綿による他康被古

の救済に閲する法律の施行（『特別i立断合付』

の支給｜瑚係）についてJ＊食

2006. 3. L 7 袋発第0317004号「特別法院給付金の支

給事務の取扱いについて」女

2006. 3. 17 基発第0317005号「労働災害に関連する

犯罪の捜査における警察機関との般査共助

について」女

2006. 3. 17 基監発第0317001号「労働災害に関連す

る犯罪の捜査における益事察機関との捜査共

助に当たって留意すべき事項についてJ女

2006. 3. 17 基発第0317007号「労働安全衛生マネジ

メントシステムに閲する借金｜の改正についてJ
牢※

2006. 3. 17 1告発第0317008・9号「過重労働による健

康障害防止のための総合対策についてJ*

※ 

2006. 3.げ 基発第0317010号「特別泣族給付金に係

る対象疾病の認定についてJ貴

2006. 3. 17 基発第0317012号「『自動車運転者切労働

時間等の労働条件確保のための賠督指導

者手について』の一部改正について」女

2006. 3. 17 基労管発第0317007号・基労補発第0317



001号・基労保発第0317001号「石綿による

他政被答の救済に関する法律に基づくJi'I求
書の受付管理について」女

2006. 3. 17 基労管発第0317014号・基労布Ii発第0317

002号「『石綿救済法の相談対応の手号｜』の

作成についてJ宮崎

2006. 3. l 7 基労管発第0317015号・基労補発第0317

003号f特別逃朕給付金の支給部求書に添

付する死亡届書記載事項証明書の交付依頼

について」女

2006. 3. 20 基家安発第0320001号f『危険性文は有筈

性等の調査等lこ閲する街針問解説』につい

てJ*

2006. 3. 22 基発第0322005号「労働基準局報告例規

の一部改正についてj女

2006. 3. 22 基安第0322001！号「有害物ばく綴作業報

告制度の問匁l徹底についてJキ

2006. 3. 22 基安第0322004号「工事用エレベーター組

立・解体等作業信長ll者に対する安全教育に

ついてJ＊※

2006. 3. 22 基安安発第0322002号「特定機械等の検

査；制度に係る{r｛意事項についてJ＊※

2006. 3. 22 ；！£安安発第0322003号「労働安全衛生法

等の一部を改正する法律等の施行に伴う特

定機械等の製造時等検査等に係る留意事項

についてJ*
2006. 3. 24 基発第0324004号「『地方労災補償監察官

監察指針』の改正についてJ女
2006. 3. 24 基発第0324005号「町出方労働基ij!i監察監

督官制度の運営について』の一部改正につ

いてj*
2006. 3. 28 基労保発第0328002号「特定疾病の追加l

に関する労働保険徴収法施行規則改正に伴

う『年金・一時金システ品、『短期給付一元管

理システム』及び『メリットシステム』の機械処

理について」

2006. 3. 28 基発第0328003号f『徴収関係事務取扱手

引i（徴収・Jjl('.納）』の一部改正についてJ女

2006. 3. 29 基発第0329007号「『労働基準局の内部組

織に閲する純良ll.Jの一部改正に-::x,）て（内申）j 

女

2006. 3. 29 基労相i発第0329001号「不法就労外国人

に対する労災補償状況（平成16年度分）に

ついてJ食

2006. 3. 29 基労初発第0329002号「不法就労外国人

に対する労災補償状況に係る報告の廃止に

ついてj女

2006. 3. 30 基発第0330004号「化学物質等による危

険性又は有害性等の郡l査等に限lする指針に

ついてJ※

2006. 3. 30 1!i・発第0330005号f職場改善用機総整備

事業についてJ女

2006. 3. 30 基発第0330007号「ボイラー及び圧力容

総安全規則第16条に規定するボイラーの泥

付けの作業を指保するため必要な能力を有

すると認められる1去について」会

2006. 3. 30 基

表第3下欄の焼定に基．づきj以生労．働大臣が

定める者の改正についてJ*
2006. 3. 31 基－発第0331001・2号「労働者の心の能成

の保持附進のための指針の策定についてJ

＊※ 

2006. 3. 31 基発第0331004号「自社の労働者以外の

者を｛街生管理者等に選任することについてJ
本※

2006. 3. 31 法発第0331005号f分社化に伴い分割さ

れたrp；業均における安全管思！者等の業務に

ついてJ＊※

2006. 3. 31 基発第0331006号「検査業者及び作業原

境測定土の登録に対する登録免許税の課税

についてJ食※

2006. 3. 31 基安安売第0331001号「『登録免詳税の諜

税に（半う登録教習機関士宇のまを録に係る事務

処理等について』の一部改正についてJ女
2006. 3. 31 基安労発第03引001号「『登録免許税の諜

税に伴う登録教習機関等の登録等に係る事

務処理等について』の一部改正についてJ*
2006. 3. 31 基安労発第0331002号「労働安全衛生法

第66粂の8及び同法第66条の9に規定す

る面接指導等に関する健康情報の取扱につ

いてJ*
2006. 3. 31 基安安発~033 1 002号「労働災害防止団

｛本法で規定する安全管辺土についてJ*
2006. 3. 31 基安安発第0331003号「積載形トラックク

レーン定期自主検査者教育について」会

2006. 3. 31 基発第0331007号「平成18年度地方労働

行政運営方針についてj会

2006. 3. 31 基発第0331008・9号「2,3－エポキシー1－プ

ロパノールによる健康障害を防止するための

信針、キノリン及びその滋による健康防答を

防止するための街針、1,4・ジクロロ・2・ニトロ

ベンゼンによる他段階告を防止するための

指針、ヒドラジン及びその温並びにヒドラジンー

水平日物による他段隙容を防止するための指
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主i及び2－ブテナールによる健康問古を防止

するための指針の閲覧及び周知についてJ

食※

2006. 3. 31 基発第0331010号「ヒドラジン及びそのi底

並びにヒドラジン．水和物による健康障害を

防止するための指針の閲覧及び周知につい

てJ女
2006. 3. 31 基発第0331011号「有期契約労働者就業

環境改普フ．ロジェクトの実施についてj女

2006. 3. 31 話発第0331012号f労働条例ニ確保改善推

進良の配置についてj大

2006. 3. 31 基監発第0331001号「労働条件改善確保

推進員の配置等に閲して留意すべき事項に

ついてj女

2006. 3. 31 基発第0331014号f労災診療費算定基準

の一部改定について」食

2006. 3. 31 i!;!;；労布1l発第0331001号「労災診療費算定

基準の一部改定に係る留意事項についてJ

* 
2006. 3. 31 基労布n発第0331002号「労災診療費算定

基準の一部改定に伴う実施上の留意事項に

ついてJ食

2006. 3. 31 基発第0331019号「石綿附害防止総合相

談口の配置についてj女

2006. 3. 31 基安化発第0331001号「石綿隙害防止総

合相談員の配位等に闘して留意すべき事項

についてJ女

2006. 3. 31 基発第0331020号「フォークリフト運転技

能都習を修了した者と同等以上の能力を有

すると認められる者として厚生労働省労基準

局長が定める者についてj会

2006. 3. 31 基発第0331021号「労災保険収支改善捻

進事業の廃止についてJ食

2006. 3. 31 基徴発第0331002号「労働保険適用推進

員を廃止する訓令の制定についてJ女

2006. 3. 31 基徴発第0331003号「平成18年度におけ

る労働保険適用徴収業務の運営に当たって

の留意事項等J女

2006. 3. 31 基発第0331023号f労働災害の防止のた

めの業務に従事する者に対する能力向上教

育に関する海針の一部を改正する指針J等

の周知についてJ※

2006. 3. 31 基発第0331024号・臓発第0331040号・能

発第0331004号「属用保険三事業助成金不

正受給・不適正支給防止マニュアル（各支給

機関用）』の送付について」女

2006. 3. 31 基発第0331027号『労働安全衛生法等の
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一部改正等に伴う安全衛生業務の推進につ

いてJ女

2006. 3. 31 碁発部0331030号「工業際機クレーンー

逸走防止装i白一第1部：一般外l件の制定

について（公示）J* 
2006. 3. 31 2告発第0331032号「労働基準局報告例規

の一部改正についてJ女

2006. 3. 31 基発第0331035号rr地域産業保健セン

タ一事業実施要綱』の改正についてJ*
2006. 3. 31 基発第0331036号「労働保険の保険料の

徴収等に関する法律施行規則の一部を改正

する省令の施行等について」女

2006. 3. 31 基発f.110331039号「『求｛負債権の回収業務

の業務委託の実施について』の一部改正に

ついてJ女

2006. 3. 31 基発第0331040号「労働者災害補償保険

法施行規則の一部を改正する省令の施行に

ついてJ女

2006目 3.31 2長発第0331041号「労働者災害補償保険

法施行規則及び炭鉱災筈による一厳化炭素

中毒症に関する特別措世法施行規則の一部

を改正する省令の施行についてJ女

2006. 3. 31 基発第0331042号「労働者災害補償保険

法の一部を改正する法律等の施行及び労働

者災害補償保険法施行規則及び労働者災

害補償保険特別視給金規則の一昔Iiを改正す

る省令の施行についてJ*
2006. 3. 31 基総発第0331001号「平成18年度業務理

営に係る重点化ガイドラインについて」女

2006. 3. 31 基労保発第0331003号「『石綿による健成

被害の救済に関する法律』に基づく特別遺

族給付金に係る機械処理事務の開始につい

てj女

2006. 3. 31 基労保発第0331001号「『石綿による健康

被害の救済に関する法律J＇こ基づく特別泣

肢給付に係る機械処理！について（『給付統計

システム』）」宮崎

女，m示請求により入手したもの

*r行政サービス」として提供させ入手したもの

※（財）安全術生情報センター「法令情報J11;¥1取（http://

www.jaish.gr. j p/user/anzen/hor/horeiOl. html) 

＊厚生労働省ホームページ（法令等データベースシステ

ム(hnp://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html）、

アスベスト（石¥11)ii!r報（hup：／／山明w.mhlw.go.jp/new-

info/kobetu／『oudou/sekimen/hourei／）、労働安全衛生

法改正（http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/

roudou/an-eihou/) 



全国安全包ンターの
活動報告と方針案

この一年間の基調がクボタ・ショックに端を発した

アスベスト問題にあったことは言うまでもありません。

関西をはじめとした各地域安全センターと全国安全

センターは、まさに最前線で事態を先導してきたと自

負しています。

そして私たちは、今回のアスベスト問題を、一時期

の一つの課題に関する問題としてだけではなく、労

働災lli・峨業病全般、さらには公害をも包含した産

業災害に係る普遍的な問題ととらえ、予防と補償、

国や企業の責任、運動のあり方などをとらえ返す試

金石としてし3く必要性を痛感しています。

そのような問題意識を念頭に置きながら、この間

私たちの果たしてきた役割の意義・成果を再確認す

るとともに、課題を整理することで、第16回総会に

対する活動報告及び方針案とします。

第一に、これまでの潜在的被害の掘り起こし及

び患者・家族に対する支援の経験と実績をもって、

殺到する相談や問い合わせに対応してきました。

昨年一第15回総会議案に書いたように、2004年

世界アスベスト東京会議（GAC2004）の開催と中皮

腫・アスベスト疾患・患者と家族の会（2004年2月）、

中皮腿・じん！!iii・アスベストセンター（2003年12月）

の設立は、クボタ・ショックを迎える備えであったとも

言えそうです。アスベストセンターは、クボタ・ショック

以前から地加し始めていたアスベスト関連の全国か

らの相談に対応して、「アスベスト問題専門の全国

的相談窓口Jとしてつくられたものです。

各地からの具体的な相談に対しては、全国安全

センターネットワーク等をフル線働させて対応する体

制になっています。全国安全センター＝地域安全セ

ンターの全国ネットワークとアスベスト問題専門の全

図的相談窓口という「受け皿jが曲がりなりにもでき

ていたことは重要だったと考えています。当初の数か

月｜！日、アスベストセンターと主要な地域安全センター

の電話はほとんど‘I＼日りっぱなしの状態が続きました。

しかも、受け身の対応に終わるのではなく、毎年

恒例の全国安全センターとしての全国一斉ホットライ

ンを、問い合わせ等が一段蕗したかに見えた2005

年12月9～10日に実施し、2日間で494件の相談

を受け付けました。さらに石綿健康被害救済新法の

申請受け付け開始に合わせて再度実施すべきだと

いう各地からの提起を受けて、2006年3月20～22

日にも全国一斉ホットラインを実施し、この3日Ill！だ
けで805件もの相談が寄せられています。いずれ

も「アスベスト健康被害ホットラインJと銘打って行っ

たもので、きわめてタイムリーなものでした。

全国安全センターは、2003年度から、 「労災職業

病なんでも無料電話相談専用フリーダイヤルJ(012

0-631202）をスタートさせ、全国一斉ホットライン実

施期間以外であっ司 2いずれかの地域安全センター

につながるようになっているので、相談専用フリーダ

イヤルの番号がメディア等で伝えられることの効果

は持続的なものとなります。もちろん、アスベスト被

害以外の相談や問い合わせにも応じています。

第二に、患者と家族の会と連携、協力しながら、

患者・家族の団結と組織化を促進してきました。

患者・家族自らが立ち上がることの重要さ、インパ

クトの大きさを、今回のアスベスト問題はあらためて

実証しています。そして、この間、地域安全センター

に相談を寄せられた方々に患者と家族の会を紹介

し、その会員は増え続けています。

患者と家族の会の支部は、関東支部、横須賀支
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部、関西支部に加えて、広山支部（2005年9月29

日）、尼崎支部(10月8日）、ひょうど支部（10月初

日）、北海道支部（2006年4月22日）、奈良支部（5

月21日）、四国支部（5月25日）、東海支部（6月17

日）が新たに結成されていますが、各々 地元の地域

安全センターが全面的に支接しているところです。患

者と家放の会の全国的な運営はアスベストセンター

が支援し、また、地域安全センターがない地域に対

しでも、アスベストセンターとt6h)Jして支援の体制を

確保するよう努めていますが、j品者・家族の組織化

が、地域安全センターの設立等を促す効呆も期待

されるところです。

患者と家族の会は、設立後2004年8月14日に独

自の要望に基づく初めての厚生労働省交渉を実施

していましたが、クボタ・ショックを受けて、2005年7

月15日にf国と石綿関連企業に対する要望Jを記者

会見して発表。政府の縦割lり行政を排した取り組み

を求めて、内閣府を窓口にした関係府雀との合同交

渉を同年1l Jl 9日、12月15IJ、2006年4月26Fl 

と継続して行っています。12月には新法により故前

される方を対象に「アスベスト関連疾患患者・家族

に対する生活実態調査Jを実施し、1月13日に報告

古も発表しています。

この患者と家族の会の特徴のひとつは、職業病

の被害者であるか公害の被害者であるかを問わず、

ともに手を拠えて活動をすすめていることです。

第三に、現場の事実に基づいて実態、課題と解

決の方向性を積極的に提起してきました。

この間、新たな被害事例、新たな問題・課題等と

してメディアで流されたニュースの多くが、地域安全

センター発であったことはご承知のとおりです。新た

な事例が報道されるたびに、さらなる健康被害の楓

り起こしがすすむとしち好循環が生まれました。

世間が目を向けていない課題の提起としては、fyij

えば、一連の報道等によって気がついたときにはす

でに時効が消滅してしまっていて労災訪求ができな

いという事案が、クボタ・ショック後1か月の間に大

阪・東京・神奈川の相談窓口に寄せられたものだけ

でも100件近くにのぼることを明らかにしたことが典
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型的な事例でしょう。メディアが取り上げ、各地の患

者・家肢が地元出身の国会議員らにII寺効問題の解

決を訴える葉書を出すなどのなかで、あっと言う間

に、関係閣僚会合が対処しなければならない重要

課題のひとつとして、労災時効問題を位也づけさせ

ることができました。

｜免l係同体とともに、メディアの関心が引かないよ

うに、 「アピールするネタJをたえず提u主するよう意識

的に努力したという而もあります。ただし一方で、もっ

と打ち出しておくべき課題があった、もっとやれるこ

とがあったのではないかと反省する商もあります。

第四に、独自に、また、石綿対策全国連絡会議

の中核メン｝＼ーのひとつとして、国民的キャンペー

ンの展開及び国会対策等においても重要な役割

を果たしてきました。

全国安全センターは、石綿対策全国連絡会議の

中心メンバーのひとつとして、この問、代表委員のひ

とりと引務局長も送り出しています。

l987年に労働組合と市民団体、アスベスト問題

に｜剥心を寄せるその他団体・個人によって設立され

た石綿対策全国連絡会議は、これまでの日本にお

けるアスベスト問題を切り拓き、患者と家艇の会結

成に至る2年間にわたる準備を支援し、また、2004

年11月の世界アスベスト東京会議（GAC2004）の

開催を支えてきましたD （しかし、乏しい財源と諸団体・

個人のボランティアに支えられる体制では、「アスベ

スト問題専門の全国的相談窓口Jの機能まで担うこ

とは困難であり、アスベストセンターの設立が必要と

されたわけです。）

有料1対策全国連絡会議は2005年4月13日の第

18回総会で、「草の根でアスベスト問題に取り組む

団体・個人のもっとも広範なネットワークとして、情

報収集・提供、各々の取り組みの連携・調整、共同

キャンペーンの推進等の役割を担っていくJという方

針を確認しました。

その直後に、クボタ・ショックによって、ただちにそ

の真価が問われることになったわけですが、全国連

は自らに課したのにふさわしい役割を果たしたと考え

ています。



7月26日のfアスベスト問題に係る総合的対策に

閲する提言」、総選挙時の政党に対する公開質問

状、9月15日の「アスベスト新法に対する緊急、の芯－

見表明等によって、まさに世論をかたちづくり、また、

100万人謂ー名運動と、l月21日の国会緊急集会、30

日の国民決起集会・国会請願デモ等を辿じて国民

的キャンペーンを展開しました。

この問、迎合、全労連、ダイオキシン・環境ホルモ

ン対策国民会議や弁護士会等が提言や方針を明

らかにしましたが、いずれも全国連が提起してきた内

容に沿ったものであり、そういう而でも、 「すべてのア

スベスト被害者に公正な補償！アスベスト対策基

本法の制定!Jというスローガンに集約される「国民

の声Jを作り上げることができたと考えます。さらに、

これらの団体の代表を1月21円の国会緊急集会、

30日の国民決起集会に迎えて述舵・協力を確認し、

アスベスト問題に取り組む輪をより広げることができ

ました。これは、GAC2004の賛同団体に広範な多

数の団体が名を連ねたというヨ妥結を前進させたとい

うことでもあります。

国会対策等も、可能な限り全国連内外の諸団体

等と連携をとりながらすすめられました。結果的に

1,871,473筆に達したJOO万人署名の請願の紹介

になっていただいた国会議員の数は150名を超えま

した。クボタ・ショック直後にあったアスベスト問題に

取り組むための超党派議員懇をつくろうとし3う機運

は、与党内の一部の動きによってつぶされたと伝え

られ、とくに総選挙での自民党の圧勝後は与党内の

壁は厚かったわけですが、ワーカーズ・メモリアル

デーの4月28日に発表された「アスベストの世界的

禁止を要求する世界の国会議長の共同アピールJ

には、公明党も含めた四党の日本の国会議員も名

を連ねています。

第五に、尼崎クボタ周辺住民のアスベスト公害

の因果関係の解明と企業費任の追求を並行してす

すめ、公害としてのアスベスト被害に対処するモデ

ルを示してきました。

発端となった尼崎市のクボタ旧神崎工場周辺住

民のアスベスト公害に関して、百名を超す患者・家

1ilがI.Ll者と家族の会尼崎支部を結成して団結し、支

控の忠者と家肢の会関西、関西労働者安全セン

タ一、尼崎労働者安全衛生センターと一体となって、

加害企業クボタの武任追求に当たることができたこ

とも特乍すべきことです。

労災保険給付に加えて1,500～3,200万円の企

業内上舵み補償が支給される！！故業曝露の被害者（ク

ボタの労働者）と同等の補償を環境曝露の住民被

害者にも実現させることを基本目標にクボタとの集

団交渉に臨み、短期間のうちに2,500～4,600万円

の数済金支払いのルール確立で合意に達すること

ポできたことも画期的でした。因果関係を明言してい

ないことも含め制み残しの課題があることは事実で

すが、「臓業曝時の被害者と同等の補償を実現Jと

言ってよい内容ではないかと評価できます。

このことに加えて、関西労働者安全センター、尼

崎労働者安全衛生センター等が早い段階で研究者

に因果関係の科学的解明を依頼し、研究者が事態

の重大性を受け止めてこれに応え、年末から年度

末にかけてその結果がまとめられ、公表されたこと

の意義をあらためて確認すべきです。

クボタ・ショックまでに確認できていた住民中皮腿

患者は療養中3名、死亡2名の計5名でしたが、主

だった地域安全センター｜刻係者等が緊急に尼崎に

集まって情報と認識を共有し合った2005年7月16

日のH主点で、その数はすでに38名になっていまし

た。地域安全センター等に連絡のあったこれらの患

者－家肢に研究者が面談してもらい職歴・居住歴や

医学情報等を確認、分析するという作業が開始され

たのです。年度末の時点を一区切りにまとめられた

報告さト車制問 ・熊谷信一『尼崎市クボタ旧神崎

工場周辺に発生した中皮！践の疫学評価』は、2006

年6月号で紹介してあります。

この調査結果は、第一に、クボタ・アスベスト公害

の因果関係について私たち自身、そして人々に確信

を与え、第二に、そのことによってクボタから責任回

避の逃げ場をなくして、上述の救済金支払いルール

の合意確立を促進するとともに、第三に、国や自治

体の対応のまずさを浮き彫りにしました。

在野のイニシアティブでこのように短期間のうちに

科学的な因果関係解明の努力がなされたことの意
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義はどれだけ強制しても、しすぎることはないと思い

ます。国や自治体がまずなすべきことのひとつもこ

れだと思われるのですが、国や自治たちにはその意

志があるのかどうかすらもいまだ定かではありませ

ん。これは今回のアスベスト問題に限ったことでは

ないと考えられることからも、一問、在野のイニシア

ティブが重要になってくるわけです。

車谷・熊谷報告の分析対象者の約6害ljが尼崎市

から転出していたことから、尼崎市・兵庫県内で届け

出られた死亡診断書だけを対象にしている環境省・

尼崎市の調査の限界がすでに露呈していることに

もなります（適切に行われれば、車谷・熊谷報告を

補強することはできるでしょう）。

2006年7月1之日に名古屋で開催された全国安

全センターのアスベスト相談事例検討会では、市町

村別の中皮JI重死亡者数すらしまだ公表されていな

いことの問題点と公表させることの重要性が議論さ

れました。尼崎以外の地域におけるアスベスト公害

の現状把握及び因果関係解明の鍵となるからです。

企業責任という面でも、クボタ以外についてはす

べてこれからの課題です。とりわけ、住民被害が報

告され、見舞金・弔慰金をすでに払い、住民検診の

結果も工場周辺のアスベスト曝蕗の事実を示してい

るにもかかわらず、クボタの水準を値切った救済金

支払いを一方的に発表して、金を払うのだから文句

ないだろうとばかりに、患者・家族や住民への謝罪

と話し合いの道を避けようとしているニチアス、竜田

工業に対する責任追求の取り組みが重要です。

第六に、当初から職業病と公害の同根性を強調

し、双方の被害者、及び労働者と住民の連帯を訴

え、促進してきました。

日本と世界の公害問題に取り組むなかで早くカも

この点を指摘してきた故田尻宗H目、原田正純先生に

議長を努めていただき、鈴木武夫先生に顧問をお

願いしてきた私たちは、クボタ・ショック直後から、ア

スベスト被害は職業病と公害が根っこが同じ、ひっ

くるめて産業災害とでも呼ぶべき宅向だと強調してき

ました。また、石綿対策全国連絡会議は、結成当初

から、アスベストを労働問題の枠に閉じ込めることな
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く、労働者と住民が一体となって総合的な対策を確

立すべきであると訴えてきました。

私たちは今こそ、これを主張から行動へ、運動へ

とかたちにしていかなければらなしミときだと考えます。

公害、薬害、職業病被害者の共同闘争、被官者・家

族、住民、労働者と労働組合の共同闘争としての取

り組みを展望していきたし止考えています。

第七に、2004年世界アスベスト東京会議の成

功を支えた草の根国際交流を発展させながら、地

球規模でのアスベスト問題の解決に向けた国際的

努力との連携を図ってきました。

第16回総会議案に普いたように、「GAC2004

は、この間のアジアの労働安全衛生NPOとの相互

交流、アスベスト問題に取り組む世界の諸団体・個

人との連絡・連携を集約する場ともなりました」。

そして、 roAC2004の成果と新たな出会し培跳躍

台として、草の根国際交流を一層促進していきますJ

としたわけですが、クボタ・ショックとそれに対して日

本がどのような対応をとるのかは、国際的にも注目

されました。

残念ながら、石綿健康被害救済新法を含めてこ

の間の国の対応に、世界に見本として示せるような

内容はないままに終わっており、結局、日本のよう

に対策が後手に回ると、職業病としてだけでなく公害

も含めたアスベスト被害の激増と社会的パニックに

見舞われることになるという負の教訓を提起する立

場のままです。ただし、ここにまとめているような在野

の一私たちの取り組みのいくつかについては、参考

になるという評価をいただいています。

2006年6月の第95回ILO総会は、地球規模で

の禁止を促進する「アスベストに関する決議」を採択

しました（7月号51頁参照）。労働組合をはじめとした

アスベスト問題に取り組む世界の諸団体・個人の力

でかちとった重大な到達点です。ここに至る重要な

ステップとしてGAC2004があったことを、世界の主

要な関係者らが認めています。

そして、GAC2004を直接引き継ぐようなかたちで

の最初のアジア・アスベスト会識が、7月26-27日に

タイ・バンコクで開催されます。その前にILO決議が



係択されたことは、絶妙のタイミングと言えるでしょう。

第二、第三のアジアでの取り組み、そして2008年

に予定される南アフリカでの世界アスベスト会議（GA

C2008）に向けて、地球規模でのアスベスト禁止の

実現を展望してしEくことはもはや夢で、はなくなったと

言えます。向こう2年間の取り組みが決定的に重要

になっています。全国安全センターとしても、草の根

の労働安全衛生団体との連携強化を基軸に、最善

の努力を尽くしていきたいと思います。

石綿被被害救済新法等について

これまで成果に焦点をあてて古いてきました。しか

し石綿健康被害救済新法は、「すべてのアスベス

ト被害者に公正な補償Jの実現にはほど遠く、「ア

スベスト対策基本法の制定Jの目途もたつていませ

ん。アスベスト問題は、日本においても、決して終

わってはいないのです。

クボタ・ショック一周年のメディアの報道ぶりに接

して気になった一気がついた点があります。それは、

いろいろ問題はあるにせよ、何の救済もないゼロ

だったのだから、ないよりはまし、石綿健康被害救済

法ができたのはよいことじゃないかという論調です。

実は、国会での法案採択の舞台裏でも、これは

重要なポイントでした。政府・与党が、まさにこのロ

ジックで、野党は審議であれこれ言っても最後は反

対できないだろうとタカをくくっていたことは明らかで

す。在野の大方の見方もそうだつたと言って間違い

ないでしょう。

私たちが国会審議の最終段階で言ってきたこと

は、当事者一患者・家族らの参加なしにつくられた

法案が、与党絶対多数のもとで絶対不変のものな

のか、それとも変わり得るものなのかということを示

すことが決定的に重要だということでした。

各党の関係者は各々真剣に問題を考えてくれた

と感じています。衆議院の環境委員会で修正案を提

出できる立場にあった野党は民主党だけでしたが、

①療養手当の加算、②就学援護等の措置に係る規

定の追加、 ③見直し検討を3年以内にという修正案

をぎりぎり譲れない最小限の要求として提出し、それ

すら受け入れられなかったことから救済新法案に反

対。結果的に本会議、参議院段階も含めて、民主

党、共産党、社民党は救済法案に反対しました。そ

して私たちは、この野党の姿勢を支持しています。

前述のような論調のメテ’ィア関係者に、そういう採

択の結果を知っているかと聞くと、知らない、または

党えていないという答えが返ってくることに唖然とさ

せられます。「ないよりはましだから野党も賛成した

はずJと，思い込んでいる場合すらあります。そのよう

なメディアに対しては、 1987年の学校パニック時の

二の舞を踏まないよう笹告する必要があるでしょう。

私たちは、石綿健牒被害救済新法の5年後（以

内）の部分的な見直しではなく、作り直しとアスベスト

対策基本法の制定が必要であると考えています。

企業と国の責任追求について

職業病と公害を問わず、アスベスト企業に対する

立任追求の取り組みは始まったばかりです。

この面ではすでに各地の地域安全センター等の

努力を含めて、一個人または一家族での取り組み、

尼崎のように患者・家族の集まりによる取り組み、あ

るいは造船や旧国鉄のアスベスト被害のように、患

者・家族の集まりを労働組合がバックアップサるかた

ちでの取り組みなど、様々なパターンが試みられて

います。

また2005年7月には、アスベストセンター（東京）

や関西労働者安全センター（大阪）等と協力しながら

アスベスト被害救済のための訴訟、法律相談活動

に取り組んできた弁護士を中心に、アスベスト訴訟

関東弁護団、アスベスト訴訟関西弁護団がそれぞ

れ結成されています。アスベストセンターも「法律プ

ロジェクト」をおいて、法律相談を必要とする方たち

の相談に応じる体制をとっていますが、今後、アスベ

スト訴訟が増加することも間違いありません。泉南

で開始された訴訟のように、国の責任が司法の場で

問われることも必至です。

アスベスト問題の取り組みを通じて、地域安全セ

ンターの拡大及びそれにつながる動きがでてきてい

ることを大事にしながら、全国安全センター 阿T甫
の拡大・強化も追求していきます。 組i凪
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｜労働安全衛生をめぐる状況 ｜ 

(->9頁から続く］

労楠発第01201001号）

「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の

判断指針J(1999年9月14日付け基発第544号）

に当てはめるセクシャルハラスメン1--o:>慨念、内容、

判断指針による訴布日の留意点が示された（2006年

1・2月号28頁参照）

③胸腹部』戦初障害等級表及びl埠害等級認定基

準の一部改正等

2006年1月25日付け基発第0125001号「労働基

準法施行規則及び労災保険法施行規則のー剖娃改

正する省令の施行についてJ及び同日付け基発第

0125002号円剛腹部臓器の障害に関する障害等級認

定基準について」により、障害等級表と障害等級認定

基準の一部が改正され、2006年4月1日がう施行され

た。

また、胸JI長官Ill臓器の障害に係るアフターケアにつ

い合λ同日付け基発第0125003号「労働福祉事業

としてのアフターケア実施要領及びアフターケア委託

貨の点検業務等委託事務処理要領の一部改正につ

いてJにより、新設・拡充が図られた。

＠通勤災害保護制度の改正

2006年4月1日から改正労災保険法が施行され、

新たに、複数の事業主に雇用される者の事業場開

の移動及び単身赴任者の赴任先住居と帰省先住

居のIll-Iの移動が、通勤災害保護制度の対象として

追加された（2006年3月31日付け基発第0331042

号「労災保険法の一部改正及び労災保険法施行規

則及び労災保険特別支給金支給規則の一部を改

正する省令の施行について」）。

⑤振動障害に係る検査項目及び検査手技等の

見直し

f振動｜咋害の検査指針検討会報告書Jがまとめ訪1

た（http://www.mhlw.只o.jp/shin只i/2006/03/s0301・

3.html）ことを受けて、振動附害に係る検査項目及

び検査手技を見直す通達が発出される予定になっ

ており、この問題も7月20日に実施予定の本年度の

厚生労働省交渉で取り上げる予定である。

＠労災｜思し対策

第163回特別国会の衆参厚生労働委員会ぢ慌

を推進すべき旨の附帯決議がなされていることから、

労災隠し対策について、周知・広報等の方策を含め

た通達制凱ることと日いる。 回

全国労働安全t!tr生センター述絡会議（略称：全国安全センター）は、
各地の地域安全（労災職業病）センターを母体とした、働く者の安全と
健康のための全国ネットワークとして、1990年5月12日に設立されま

した。
①最新t;'j報満載の月刊誌「安全センター情報J

を発行しているほか、②労災認定・補償問題等々 ・....... ‘ 

での相談、③「労働安全衛生学校」の開催や？.iii・・・『，『，s
師の派i立なと、学習会・トレーニングへの協力、④ .... ~ 
働く者の立場で調査・研究・政策提言、⑤世界の 司＿_....... 
労働安全術生団体との交流などさまざまな取り組

みを行っています。
「安全センター情報Jは、運動・行政・研究等各分野の最新情報の提

供、動向のf(f(,説、問題提起や全国各地・世界各国の状況など、他で
は得られない悩報を満載しています。

．購読会費：1部年額 10,000円 （複数割引あり）

．見本誌を請求してください。
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2005年度収支決算案
2005年4月1日から2006年3月31日

1) 収入の部

勘定科目 決 算 額 前年度決算額 i哲 i液 ー予算 額 増 滅

地 域C会費 1,8印，α）（） 1,830，αm 30，α）（） 2，α）（），α）（） 』h140，α）（） 

ff助 会 fl:’ 4,91 l，α）（） 4,272，α氾 639，αm 5,000，α）（） A 89，α）（） 

購読会費 519,200 479,200 40.α）（） 800，α）（） 企 280,800

寄付金収入 630，α）（） 5兜，α）（） 40，αm 800，αX) 企 170，αX)

資料頒布fl: 68,778 39,7叩 28,9邸 300，α）（） ...お1,222

利自 収 入 1,527,381 2,685,002 A 1,157,621 l,500，α）（） 27,381 

がIWI繰越金 584,788 398,9n 185,811 584,7邸 。
A rτ 日｜－ 10,101,147 10,294,969 A 193,822 10,984,788 A 883,641 

2）支出の部

勘定科目 決算 額 ！日j年度決算官n 将司 滅 予 算額 t曽 減

人 ｛牛 "!fl: 3,923,557 4,005,384 A 81,827 4,200，αm A 276,443 

活 動 費 964,8兜 部4,260 280,630 700，α）（） 264,8叩

印 局lj 費 2,113,333 2，郎6,311 47,022 2,400，α）（） 企 286，邸7

通信運搬費 817,822 962,911 A 145，郎9 I，αm，α）（） A 182,178 

什若l~備品費 277,333 485,954 A 208,621 500，α）（） A 222，“7 

園出資料費 141,175 249.240 A !08,065 300，α）（） A 158,825 

消耗品 ft 276,868 119,186 157,682 200，α）（） 76,868 

f』" 議 J'i.' 401,630 1,120,915 A 719,285 l，α）（），α）（） A 598,370 

頒布資料費 。 。 。 l(刃，α）（） ... 1（泊，α）（）

雑． Ti 169,360 16,020 153,340 100，α）（） 69,3印

自111 !fl:’ 。 。 。 484,7部 A 484,788 

9,085,968 9,710,l81 A 624,213 10,984,788 A l,898,820 

次期繰越金 1,015,179 584,788 430,391 

~ l0,101,147 10,294,969 企 193,822
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l全国安全センター第17回総会議案 ｜ 

貸借対照表（2005年3月31日現在）

勘定科目 金 額 前年度末現在金額

現 金 154,454 237,177 

預 金

千平通預金（東京労働金庫） 351,949 306,753 

普通預金（富士銀行） 26,628 7,428 

郵便復替 特2,148 33,430 

資産合計 1,015,179 584,788 

1）資産の部

2）負債及び正味財産の部

勘定科目 金 額 前年度末現在金額

借入金 。 。
未払金 。 。

負債合計 。 。
次期繰越金 1,015,179 584,788 

正味財産合計 1,015,179 5制，788

負債及び正味財産合計 1,015,179 584,788 
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千136剖引軍事積立軍区亀戸7-101 ZピルSF

TEL OJ 5627・6007 FAX 03・3683・9766
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2006年度収支予算案
2006年4月1日から2007年3月31日

1）収入の部

勘定科目 予 算 額 前年度決算額 ~可 減 前年度予算額 増 滅

地域C会費 2,000,000 1,8印，α）（） 140，αm 2，α）（），α）（） 。
賛助会費 5，α）（），αXl 4,911，α）（） 89，α）（） 5，α）（），α）（） 。
購読会費 800，αXl 519,200 認0,800 叙）（），αXl 。
寄付金収入 800,000 630，α）（） 170，αm 800，α）（） 。
資料頒布費 300，αXl 68,778 231,222 300，α）（） 。
雑 l収 入 1,500，α）（） 1,527,381 企 27,381 1,500，α）（） 。
前期繰越金 1,015,179 584,7，部 430,391 584,7，槌 430,391 

.g- 計 11,415,179 10,101,147 1,314,032 10,984,7，邸 430,391 

2）支出の部

勘定科目 予算額 前年度決算額 t目 減 前年度予算額 士自 減

人 ｛牛 費 4,200，α）（） 3,923,557 276,443 4,200，α）（） 。
活 lfl}j 費 1,000，α）（） 964,890 35,110 700，α）（） 300，α）（） 

印 局lj 費 2,400，α）（） 2,113,333 お6，“7 2，《）（），α）（） 。
通信連級資 1，αXl，α）（） 817,822 182,178 l，α）（｝，α）（） 。
什器官i1r品費 500，α）（） 277,333 222,667 500，α氾 。
図書資料費 300，α）（） 141,175 158,825 300，α）（） 。
消耗 品費 300,000 276,868 お，132 200，α）（） 100,000 

f: 』 t陸 費 400，α）（） 401,630 _. 1,630 l，α）（），α）（） ..氏）（），α）（）

頒布資料費 l〔氾，α）（） 。 100，α）（） ］（）（），α）（） 。
雑 費 200，α）（） 169,360 30，臼O 100，α氾 100，α氾

予 備 費 1,015,179 。 1,015,179 特4,7邸 530,391 

d口'>. 計－ 11,415, 179 9,085,968 2,329,211 10,984,7邸 430,391 

全国安全センター情報公開推進局ホームページ
http:/ /www.ioshrc.or只／”open/
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l全国安全センター第17回総会議案 ｜ 

2006年度役員体制実

（社団法人神奈川労災職業病センター所長、医師）

（財団法人高知県労働安全衛生センター専務理事）

(NPO法人東京労働安全衛生センター代表、医師）

（元労働基準慌督宮、前世賜労働基準協会専務理事）

（三多摩労働安全衛生センター議長、弁護士）

（社団法人神奈川労災職業病センター専務理事）

(NPO法人愛媛労働安全衛生センター事務局長）

（自治体労働安全衛生研究会事務局次長）

（尼崎労働者安全衛生センター事務局長）

（専従）

（関西労働者安全センター事務局長）

(NPO法人東京労働安全衛生センター事務局長）

（名古屋労災！！農業病研究会、情報公開推進局）

（関西労働者安全センター事務局次長）

（前衆議院議員）

（元国立公衆衛生院院長）

自長本学聞大学助教授、熊本県労働安全衛生センター副理事長）

（元労働基準慌督官、自治体労働安全衛生研究会副会長）
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事務局長

事務局次長

議長

高！J議長

運営委員

会計監査

特別顧問

顧問

賛助会員定期購読のお願い ζ町、
全国安全センターの活動｜こ御賛同いだ定き、ぜひ貧困会員として入会して下さい。 、．．．．，
賛助会費は、個人・団体を間わず、年度会費で、 1口1万円で1口以上です。「安全セン ” 
タ寸省報」の購読のみしたVe.いう万121cl:購読会員制度を用鼠嵐足。こをらも年度会費で、 Hll30)場自cl:賢回会
費と同じ年1口1万円です（総会での決議権はありません）。賛同会員121cl:、毎月「安全センター情報」をお届けする
ほか傭誹llcl:賛回会聞こ含訊ます）、各種出版物・資料等の無料またl謂J引提供や労使肢全衛生学校などの諸
活動！こも参加できます。
・東京矧動金庫田町支店「（普）7535803」
・郵便握替口座「00150・9・545940」

名義｛乱1ずれも「全国安全センター」

全国労働安全衛生センタ一連絡会議
〒136-0071東京都江東区（(i戸7・10・lZビル5階

TEしのお3636-3882FAX(03)3636-388I 
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安全センター情報目次
2005年度

特集目次

・1990年度特集目次

6・7月号 全国安全センター結成総会／脳・心臓疾患

8月号 精神附苫・自殺の労災認定／振動病

9月号 夜勤・交代制労働

JO月号 アスベストによる健康被宮

l 1月号 出稼ぎ過労死は業務上災3
12月号 改正労災保険法施行通達

1月号・ なくせじん！日i全国キャラバン／アスベスト規制

法／外国人労働者をめぐる諸問題

2月号 対談／将来を見mえ1こ労災保険・労働行政の

あり方を提起しよう

地刊号 じん）附合Ot-JliliがんIIJJ組資料集

3月号 外国人労働者の労災自在

泊刊号 m当・心JI桜疾j皆、の労災認定｜問題資料集・1991年度特集目次

4月号 労働相談活動の中の労災問題

5月号 労働時間をめぐる問題

6月号 アスベスト規制法制定をめざす

7・8月号 全国安全センター第2回総会／改正労災保険

法第3次分施行

9月号 参加型安全衛生活動の考え方・進め方

10月号 過労死労災闘争の相次ぐ勝利

11月号 派遣労働をめぐるトラブル

12月号 じんII市裁判判決

1月号 ILOマニュアルの活m
2月号 アジアの月後業病・公宮病を考える

3月号 腰痛予防ベルト／虚偽報告・労災隠し・1992年度特集目次

4月号 労災補償制度の改革

5月号外国人労働者の労災自i！~92＂－ド）~
6月号 労災補償制度の改革 2

7月号 アスベスト110務・規制法

8月号 追悼・佐野辰雄先生

9月号快適職J:t;j形成促進事業

10月号職場の化学物質対策

11・12月号総特集／職場改善トレーニング

1月号 建設業の労災防止対策

2月号 「産業被害と人権j国際民衆法廷

3月号 エイズを知る・1993年度特集目次

4月号 産業医のあり方を考える

5月号 労働安全衛生法と労働者の権利

6月号外国人労働者の労働災害 93

m刊号 化学物質危険有害性表示制度

7月号第l3回世界労働安全衛生会議

付録 全国安全センター第4回総会議案

8月号 外国人労働者の雇用・労働条件指針

9月号 原発労災／騒音障害防止ガイドライン

10月号 行政監察結果に基づく勧告

11・12月号 職場改善の国際経験／企業のアルコール・ド

ラッグ対策

1月号 第l回日韓共同セミナー

2月号 レーヨン工場の二硫化炭素中毒

3月号 l品業労働災害／アスベスト・1994年度特集目次

4月号感染症の労災認定

5月号週40時間労働制の実施へ

6月号 長崎じん肺最高裁判決

7月号 参加型講座モデル・プログラム

7月｝旬刊号全国安全センター第5回総会議案

8月号 ヘルス・プロモーション

9月号 慢性期振動病の実像に迫る

10月号 職場が変わるか①PL法

11月号 線局が変わるか②IS09000

12月号 i殿場が変わるか③環境管理・監査システム

泊刊号 験場における腰痛予防対策信針

l ・2月号災害補、償の官民格差

3月号阪神大震災・1995年度特集目次

4月号脳・，L峨疾患、認定基準

5月号鍛灸治療制限撤廃へ

6月号 アスペス！をめぐる国際状況
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7月号 産業保健のあり方 4月号 全国安全センターの労働省交渉

7月給刊号全国安全センター第6回総会議案 5月号 焼却場労働者のダイオキシンH暴露
8月地刊号韓国の過労死 6月号 働く女性の健康と権利

8・9月号 総特集／第2四回線共同セミナー 7月号 労働安全衛生をめぐる状況 1998→1999

10月号 行政手続法と労働基敏行政 8月号 労働安全f.i，生マネジメントシステム

11月号改正労災保険法 9月号 2000年問題と職場の安全・健康

12月号 頚肩脱症候群予防対策 10月号 被災者・のための医療機関ーアジア

1・2月号 アジアの産業災害 糟刊号 働く女性の健康と権利緊急、討論集会報告

3月号 小規模事業場の産業保健 11月号 tM1f1附害・自殺の労災（公災）認定基準・1996年度特集目次 12月号 ヨーロッパ労災u被業病会議

4月号 国際規格化と労働安全衛生 1・2月号 筋骨格系疾態と人間工学基準

5月号 介護補償給付の創設 3月号労災保険審議会の建議

6月号行政機関との交渉報告 ・2000年度特集目次

7月号 指曲がり症の不服審査 4月号 介鐙労働と他康／アジア・ネットワーク

8月号 「労働者Jの判断基単 5月号 全国安全センターの労働省交渉

9月号 全国安全センター第7回総会議案 6月号 労災補償制度改革への提言

10月号 外国人労災損害賠償裁判判決 7月号 職場のストレス対策

11月号改正労働安全衛生法 8月号 労働安全jl再生をめぐる状況 1999→2000

12月号 国際規格化と労働安全衛生 2 9月号 労働安全術生の国際潮流

1・2月号 VDT労働ホットライン／氾磁波 10月号 第9回田尻’此表彰式／じ.／vflili肺がん問題の新

地干I］号 改正労働安全衛生法ハンドブック たな展開

3月号 時効問題／上肢障害認定基準の改正 11月号 』捌i公務災害認定で最高裁判決・1997年度特集目次 12月号 世界アスベスト会総

4月号 改正健康保持問進指針 1・2月号 労災時効裁判俄浜地裁判決／欧米の筋骨格

5月号 じん肺をめぐる課題 系障害対策

6月号 化学物質管理の新たな動向 3月号 21世紀の労働衛生研究戦略

7月号 石綿じん肺訴訟／過労死審査会裁決 ・2001年度特集目次

8月号 ダイオキシンとホルモン織物質 4月号なくせf労災隠しJ

9月号 労基法施行50周年と労働行政 5月号 労働基納行政と情報公開

10月号 労働安全衛生をめぐる状況 1996→1997 6月号 lfJ.生労働省交渉／改正労災保険法

11月号 人間工学':fJもみた交通事故対策 7月号 f指1HJがり症J判決と労災認定

12月号 職場のストレス対策 8月号 機械の包括的な安全基準

1・2月号 アジア・ヨーロッパ情報 9月号 労働安全術生をめぐる状況 2000→2001

3月号第9次労働災答防止計画 10月号 じんIJ市とlliliがんに閲するシンポジウム・1998年度特集目次 11月号 安全術生委口会活性化の提言

4月号 全国安全センターの労働省交渉 12月号 !LOのOSH-MSガイドライン

5月号過労自殺の労災認定 1・2月号 職業病の労災補償

6月号 POSITIVEセミナー 3月号情報公開法の活用

7月号 労働安全衛生をめぐる状況 1997→1998 ・2002年度特集目次

8月号 船舶解徹作業の安全・健康対策 4月号 脳・心認定基準専門検討会資料を読む

9月号第7回田尻質表彰式 5月号 僻船日H法匂〉活用紙）／VDT作業ガイドライ

10月号 働く女性の健康が危ない ノ

11月号 21世紀をめざす参加型安全術生活動 6月号 「労災隠しJと労災職業病の記録・届出

12月号 アスベスト禁止に向かうヨーロッパ 7月号 アスベスト被害の将来予測

1・2月号 粉じんの発がん性一木材・シリカ 8月号 アジア・ネットワーク

3月号 中央労働基準審沼会のili蹴 9月号 労働安全術生をめぐる状況 2001→2002・1999年度特集目次 10月号 全国安全センターの厚生労働省交渉
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11月号 参加型安全衛生活!f!}jの到達点とJ!I!！，必
12月号 労災職業病ホットライン／第11回国尻日・

1・2月号 アメリカの労働安全衛生運動

3月号 アスベスト禁止への軌跡 2002年

・2003年度特集目次

4月号 改正じん締法施行規則等の施行

5月号 指山がり疲認定闘争の成果と展望

6月 号 第10次労働災害防止計画とILO報告

7月号 ストレス対策の最新動向

8月号 労働安全衛生をめぐる状況 2002→2003

9月号 全国安全センターの厚生労働省交渉

10月号 PRTR情報とその活用

11月号 労災保険の民営化論議

12月号 「原則禁止」導入後のアスベスト問題

1・2月号 三池炭じん爆発40周年／はつり労働者の健

康問題

3月号 EAP/MAPのエッセンス

・2004年度特集目次

4月号 労働安全衛生法の見直しに向けて

5月号 多発性骨髄脇初の労災認定

6月号 GAC2004プレイベント

7月号 労働安全衛生をめぐる状況 2003→2004

8・9月号 全国安全センターの厚生労働省交渉

10月号 労災燃業病相談マニュアル草稿

11月号 職場のメンタルヘルス対策

12月号 台湾過労死会議／新局面迎えた石綿対策

1・2月号 ！時短・安衛・労災法改正の建設

3月号 GAC2004：世界アスベスト会議

・2005年度特集目次

4月号労災保険率

5月号 労働安全衛生の枠組み

6月号 ワーカーズ・メモリアルデー

7月号 ストレス対策の新アプローチ

8月号 労働安全衛生をめぐる状況 2004→2005

9・10月号 弾けた時限爆弾：アスベスト

11月号 アスベスト対策基本法

12月号 斡国の炭鉱地帯・中国の労働NGO

1・2月号 メンタルヘルス／アスベスト新法批判

3月号 石綿健康被害救済新法成立

2005年 4月号崎巻31市

2005年3月15日発行 74頁 800円

・特集／労災保険率

メリット制と労災隠し

労災保険料率設定検討会資料から考える

関西労働者安全センター事務局長・西野方防ト2
労災保険率の設定に関する方針・・・…目・・・・…・・........13 

次期労災保険率改定時に行安'jJ項（案）…・…・…・…14

事業主からの費用徴収制度の運用の改善 ……・・ 15 

石綿障害予防規則

石おj＼隙害予防規則と施行・周知通達等

規則本文と胞行i函連の対照表・・・…・・…・・・・・・・・・…・・・・17

周知通達・関連資料....・ H ・........・H ・....・ H ・－－……44

パブリック・コメントiこ対する回答・・ H ・H ・－…一－ … 44 

連載35 飯沢美代子「auりつぎたいことJ

香港でのインスタント英活学習 ・...・ H ・－－－………・・…封

筒削

PCB廃棄物処理作業等の安全衛生対策 … ...・ H ・・60

廃棄物処理事業のクロルピクリン中毒防止・・…・・・・…64

［各地の便り／世界から］

旧国鉄・JRのアスベスト被害

神奈川．元大船工場労働者の中皮腫認定 ...・ H ・＂66

防音耐火ドア製造鋸付工

大阪・労働組合の協力で元同僚証言・・・・・・…・・・・・…66

火災報知機取付け作業でも

Jゆ岡．労災認定の報は聞いたけれど… ・・・……67

外国人労災訴訟に勝訴判決

大阪・高裁が安全配慮義務認める・．．．．．．．．．．….......68 

急性腰痛を逆転公務上

東京・発症2年後の基金審査会裁決・・・…・・…・・・…・68

急激な港湾労働による腰痛

神奈川・2露査蹴求でlli,'t害等級見直し・・・…・・…・…・69

通勤災害と業務災害
j平労省・まぽろしの通達？を入手....・ H ・.....・H ・....70 

労働組合の個人情報保滋

厚労省・mずべき婚Illの指針を策定....・ H ・....・ H ・・・71

2005年 5月号 （通巻31悶

2005年4月15日発行 58頁 800円

・特集／労働安全衛生の枠組み

労働安全衛生の枠組み論議は進展するか？

国際的共通の課題

全国安全センター事務局長・古谷杉郎…2

ILO第93回総会「OSI-Iのための促進的枠組みJ… ー4

欧州労使・労働関連ストレス枠組み協定 ……....・H ・・12

日本・労働安全衛生法等改正案要綱....・ H ・－……ー15

石綿障害予防規則の解説

石綿全面禁止の促進と既存アスベスト対策の強化

全国安全センター事務局…18

連載36極沢美代子「諮りつぎたいことJ

香港の労働事情も同時に学ぶ・・…・・・…・・・・・・…・・・…・32
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石綿対策全国連絡会議第18回総会議案…・… ー..36 

［アスベスト祭止をめぐる世界の動き］

地球的禁止への政治的支持が拡大 …....・H ・－…46

難民キャンプへのアスベスト使用禁止 …・……47

［各地の便り／世界から］

職場暴力ガイドラインとその活用

酒井一博．労働科学研究所・・・…・・・・・…・・…・・・・・・・・・・49

10周年迎えたPOSITIVE

JILAF・労働組合と安全衛生国際フォーラム ・…引

知識人中心に過労死m加？

中国・全人大でも取り上げられる…・・・…・………・53

三池の記録マイクロフィJレム化
福岡・炭じん爆発事故の教訓世界へ ....・ H ・－－…54

中皮JI量の限定診断日問題

大阪・労働局が問題の通達を倣回・…＂＂・ H ・＂＂・ H ・・56

アスベストリボンで曝露

千葉・労災認定はされたけれど＂＂・ H ・－－……...・ H ・・56

服用の無口任がストレスを

東京・；ff.が占｛壬を取るのか＂＂・H ・・… 一 … ・57 

定時制高校生に講義

東京・「健康と労働を考えるJをテーマlこ・……・・……57

2005年 6月号 値動指
2005年5月15日発行 58頁 800円

JR福知山線列車脱線事故

普i溢的な教訓｜を与える亜大災；＇！｝としての JR事故

組織事故の解明に事故情報の徹底llfl示を
関西労働者安全センター事務局長・西野方服...2 

・ワーカーズ・メモリアルデー

使用者責任を通じた予防

全ての者に安全・健康な仕事を

被災者を記念する世界の労働組合の取り組み…4

屋外作業場等における作業環境管理ガイドライン ... 22 

連載38 盗沢美代子「3否りつぎたいことJ

戒厳令下の線国が初仕事・・・…・・…・・・…・…・・……・・・・37

［アスベスト禁止をめぐるl立界の動き］

ワーカーズ・メモリアルデーの取り組み……...・H ・・41

［各地の便り／世界から〕

再審査で街曲がり症認定

大阪・回路基盤加工作業の女性労働者 ・・ H ・H ・－…46

船員のアスベスト対策急務

岡山．健康管I!ll手帳が交付されない………..,52 

築炉工の胸膜中皮腿労災認定

領岡．曝露暦把握の煩雑さ回避が課題・・・・・・・・…・・..54 

発症時一人親方の中皮睦

広島・労働者II寺の賃金に基づき補償＂＂ ・H ・… .... 55 
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ハツリじん肺の労災認定進む

沖純・一層の支援体制強化を追求・．．．．．．．．．．…・…・・・56

ジュエリー加工によるじんllili
神奈川・常時粉じん作業と認定＂＂・H ・－……・回目……56

偽後「派遣jで「労災隠しj

神奈JII・南米労働者の労災事故 …… ・ …58 

2005年 7月号 舗巻32明
2005年6月15日発行 58頁 800円

・特集／ストレス対策の新アプローチ

対策実施基準アプローチやアク泊ン・チェックリスト

英HSEの対策実施基準アプローチ完全紹介 ……2

アスベスト：労働組合の取り組み

｜笠界では地球的禁止を要求、日本の取り組み報告…24

｜日国鉄・JRのアスベスト被害が始まった

図鉄労働組合・久保孝幸 ・25

lj袋後復興の影で船員のアスベストH暴露

全日本海員組合・山口守…26

水道官付設工事における被害防止・健康調査

全水道／東水労・渡遁洋…29

YJ立高校胞設におけるアスベスト問題

日教組J村1家川高教組・藤本泰成…33

地域労働運動からのアスベスト！こ対する取り組み

自治労／綴須賀市股労・森田洋郎…35

アスベスト被害補償制度の取り組み

全駐労／神奈川地区本部・紺谷智弘…38

労働組合の社会的立任が問われたアスベスト問題

全造船機械・水口欣也…42

建設労働者のアスペス同暴銭防止と労災補償

全E住総連・佐j厳正明 …45

連載39 塩沢美代子「語りつがねばならぬことJ

次も戒厳令下のマニラ訪問 ＂＂・H ・－…＂＂・H ・－……＂-46

［各地の便り／世界から］

労働運動の変革之再生のための労働教育

労働教育調査研究会・11月に国際シンポジウム…50

外国人労働者の心筋使纂

神奈JII・月100時間超残業で労災認定－・・…・－－…・・・51

タクシー会社切安全配I訟議務

神奈川・脳使塞労災裁判が和解… 一 ・……・・52

在庫品販売は年度末まで

際労省．アスベスト禁止の仕方見直しへ・・・…・・…...54 

顕在化するアスベスト被害

兵JilI・三重・関西方面への中皮腿相談地加 －…..54 

自動車盤WI作業で中劇団

東京・ブレーキ等の石総ii日暴露に今後も注意 ・…・ ・56 

30年前の3年間際綴だけ



福岡・電気工事作業が原因で中皮雌に・...・...…・・・・56

ディズニーランドの職業病

千葉．パレードダンサー下肢筋ft格系障害…・・一…57

被曝労働者に健康手帳を

東京．実現をめざす集会を準備 －…...・H ・...・H ・－…58

2005年 8月号（通巻321号）

2004年8月15日発行 70頁 800円

・特集／B本の労働安全衛生

労働安全衛生をめぐる状況2004年→2005年

l労働災害・職業病の統計データー…・・……＂ 2
2労働災害・職業病の先生状況等 ….........…..5 

3労働安全衛生対策一….....・ H ・－－…ー・・・・・… 6 

4労災補償対策…......… .....・ H ・........・ H ・....3 

統計資料....・ H ・－… … ・…....・ H ・－－－……… …10 
2004年度労働基準行政関係通達 ....・ H ・・ ......... 46 

・全国安全センター第16回総会議案
第1号2捜索活動報告と方針案 ・・ H ・H ・.....・ H ・.......53 

第2号線案 2004年度収支決算案....・H ・－………..57 

第3号議案 2005年度収支予算案・…－……・59

第4号滋案 2005年度役口体制案・・…....・ H ・＂＂60

安全センター情報2004年度目次………....・ H ・－…＂61

全国安全センター規約・規定 ....・...一…………・・・67

2005年 9・IQ月号（餓322号）

2005年9月15日発行 124頁 1,600円

・総特集／弾けた時限爆弾： アスベスト

クボタ・ショック～対策の行方

被害者への補償の確立が急務

全国安全センター事務局長・古谷杉自II…2

（社）日本石綿協会への要請と回答………...・ H ・・56
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全国安全包ンター規約規定

規約

第1章総則

第1条 このセンターは、全国労働安全衛生センター連

絡会緩（略称・全国安全センター）という。

第2条 このセンターは、事務所を東京都に置く。

第3粂 こ砂センタ→立、地域安全（労災織業病）センター

相互の交流・連携・共同の取り組みを通じて、労働

災害・職業病の絶滅、労働安全衛生対策の充実及

び被災労働者に対する十分な補償の実現をはか

り、もって働く者の安全と健康、福祉の向上に寄与

することを目的とする。

第4条 このセンターは、前条の目的を達成するために、

次の事業を行う。

(1) 労災補償、安全衛生等に関する制度の改怒

を3午討2、（動く者の立場に立った制度・政策の確

立のための取り組み

(2) 労働安全衛生活動の交滅、相談

(3) 地域安全（労災職業病）センター活動の拡大

のための取り組み

(4) 資料の収集と抱供、機関紙等の発行

(5）労働安全衛生等に関する教育、研究

(6) 内外の関係諸団体、医師、専門家等との協

力、提批

(7）その他目的を達成するために必要な事業

第2章会員

第5条 このセンターの会只は、次の3種とする。

(1) 地域センター会員このセンターの目的に賛

同して入会した地J~_t安全（労災職業病）センター
又はこれに準じた団体

(2）賛助会員このセンターの目的に賛同し、

事業の推進を援助するために入会した者

(3) 名4誉会員このセンターに功労があった者

又は学識経験者で、総会において推附された

者

第6条 地j或センター会員及び賛助会員になろうとする者

は、入会申込書を議長に提出し、運営委員会の承

認を得なければならない。

第7粂 地域センター会員及び賛助会員は、総会におい

て別に定めるところにより会費を納入しなければな

らない。

第8条 会員は、次のーに該当したときその資絡を失

つ。
(1) 会民自ら退会を申し出たとき。

(2) 会員が死亡し、又は解散したときは、退会し

たものとみなす。

(3) 地域センター会員及び賛助会員で、理由なく

会費を1年以上納入しないとき。

(4) その他総会の議決で会員として適当でなし吃

決定したとき。

第9条 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還し

ない。

第3章役員

第JO粂このセンターに次の役員を世く。

(1）滋長 1名

(2）副議長 若干名

(3）事務局長 1名

(4）事務局次長若干名

(5）運営委員若干名

(6）指事 2名

第11粂議長は、このセンターを代表し、会務を統括す

る。

副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき

は、これを代行する。

事務局長は、常時会務を処位する。

運営委口は、運営委員会を構成し、会務の執行
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を決定する。

監事は、このセンターの経理を監査する。

第12条役員は、総会において会員のうちから選任する。

役員の任期は1年とする．ただし、再選は妨げな

い。

第13粂議長は‘運営委員会の設を経て、顧問を委嘱する

ことができる。顧問は、会務に関し、運1蛍委員会の

諮問に応じ、意見を述べることができる。

第14粂このセンターの事務を処理するために、事務局長

及び事務局次長その他の:ir~務局日カモなる事務局

を置く。その他事務局員は、運営委員会の殺を経

て、議長が任免する。

第15条議長は、運営委員会の殺を経て、専門委日会や

特別調査会等の機関を設けることができる。

第4宣言 総会及び運営委員会

第16条総会は、会日をもって構成する。

総会は、通常総会及び臨時総会とし、議長が召

集する。

通常総会は、毎年1回開催し、活動方針及び予

算の決定、役日の選出、活動報告及び決算のゑ認

その他このセンターの運営に関し重要な事項を議

決する。

臨時総会は、議長が必要と認めたとき又は総会

員の3分のl以上若l,~描鞠も会議の目的たる司I

項を示して諮求があったときに開催する。

第17条総会は、会日の過半数の出席をもって成立する。

総会の議事は．出席会員の過半数の同意をもって

決し、可否問数のときは、議長の決するところによ

る．

総会に出席することのできない会員は、あらかじ

め通知された事項について｛_I}面をもって表決し、又

は他の会員を代理人として表決を委任す芯之がで

きる。この場合において、総会の成立及び議決につ

いては、出席者とみなす。

第18粂運営委員会は、議長、図版長、事務局長、事務局

次長及び運営委員をもって織成する。

運営委員会は、総会の議決した事項の執行に関

すること、総会に付議すべき事項、その他総会の議

決を要しない会務の執行に関する事項について議

決する。

運営委日会は‘議長が召集し、その運営は総会に

機ずる。

第5章会計

第19条このセンターの経費は、会費、寄付金、事業収

入、及びその他の収入によってまかなう。
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第20条このセンターの会計・年度は、毎年4月l日に始ま

り、翌年3月31日に終わる。

第21条このセンターの決算は、総会の承認を得なけオ1ば

ならない。

附則

第22粂この規約の改廃は、総会の議を経なければならな

い。

第23条この規約は1990年5月12日より実施する。

会費規定

全国労働安全衛生センター連絡会訴は、規約第7粂の

規定の基づき、会員の会決に関する規定を次のとおり定め

る。

第l条 地域センター会日の会費は、年額l口l万円でl

口以上とする。

第2条 賛助会員の会費は、年額1口l万円でl口以上と

する。

第3条 地域センター会員会資及び賛助会員会資には、

機関紙の；持続料が含まれるものとする。

附則 この会費規定は1990年5月12日より期浴する

1991年6月2日一部改正。

購読会費規定 1 
第l条 全国労働安全衛生センター連絡会議の機関紙

「安全センター情報jの購読会費を次のとおりとす

る。

1部年額10,000円

2部年額19,000門

3ffil年綴27,000円

4部年額34,000円

5部年額40,000円

6剖l年額45,000円

7部年額49,000円

8部年額52,000円

9部年額54,000円

10部以上 l部につき年額6,000内

第2条 購読会員は、規約第5条の会員には含まれない。

附則 この会費規定は1991年6月2日より実施 阿TT育
する。 ~ 
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愛知・名古屋労災職業病研究会 巳－mailroushokukcn@be.to 
干466・0815名古屋市昭和区山手通5-33-.l TEL(052)837-7420 /FAX(052)837-7420 

－ 重 ・ 三重安全センター準備会 E-mail QYY02435@nifty.nc.jp 
〒514-0003津市桜橋3丁目444ユニオンみえ内 TEL(059) 225・4088/FAX (059)225-4402 

京 m・京都労働安全衛生連絡会議 E-mail kyotama@mbox.kyoto-inet.or.jp 
干ωト8015京協市南区東九条御霊2f64-I7ンピシャス梅垣ピJレIF TEL(075)691-6191 /FAX (075)691・6145

大版・関西労働者安全センター E-mail koshc2000@yahoo.co.jp 
〒540・0026大阪市中央区内本町1-2-13ば入るいビル602TEL (06) 6943-1527 /FAX (06) 6942-0278 

兵 庫 ．尼崎労働者安全衛生センター E-mail jh31012@msf.bi只lobe.ne.jp
〒660-0803尼崎市長洲本通1-16・17阪神医療生協気付 TEし（06)6488-9952 I FAX (06) 6488-2762 

兵庫．関西労災職業病研究会

干660-0803尼崎市長洲本通ト16-17阪神医療生協長洲支部 TEし（06)6488・9952I FAX (06) 6488・2762

兵 庫・ひょうご労働安全衛生センター E-mail a-union@triton.ocn.ne.jp 
〒651・0096神戸市中央区雲井通1-1‘I212一号 TEL (078) 25 J・1172 /FAX(078)251・1172

広 島 ．広島労働安全衛生センター E-mail hiroshima-raec窃leaf.ocn.ne.jp 
〒732-0827広島市南区稲荷町5-4111凹ビル TEし（082)264-4110 /FAX (082) 264-4123 

鳥 取 ・鳥取県労働安全衛生センター
〒680・0814鳥取市南町505自治労会館内 TEL(0857)22・6110/FAX(0857)37-0090 

徳島・NPO法人 徳島労働安全衛生センター らmailr巴ngo-tokushima@mva.biglobe.ne. jp 
〒770・0942徳品市昭和！町3・35-1徳島県労働縞祉会館内 TEし（088)623・6362/FAX (088) 655-4113 

愛 媛 ・NPO法人愛媛労働安全衛生センター E-mail npo eoshc@yahoo.co.jp 
干792-0003新居浜市主！？即日ITI・8・.I5 TEL (0897) 34-0900 /FAX (0897) 34-5667 

愛 媛 ・えひめ社会文化会館労災職業病相談室

干190-0066-m山市7よ日］IUT8・6 TEL(089)931-8001 /FAX(089)941・6079

高 知・財団法人高知県労働安全衛生センター
〒780・0011高知市前野北町3・2・28 TEL (088) 845-3953 /FAX (088) 845-3953 

熊本・熊本県労働安全衛生センター E-mail 弘、1atemon＠：同agle.ocn.ne.jp
干86ト2105熊本市秩津町秋田3441-20紋津レークタウンクリニック TEL (096) 360-1991 /FAX (096) 368・6177

大 分 ．社団法人大分県勤労者安全衛生センター E-mail OITAOSHC@elf.coara.or.jp 

干870-1133大分市宮崎953・1（大分協和l病院3階） TEL (097) 567-5177 /FAX (097) 503-9833 

宮 崎．旧松尾鉱山被害者の会 E-mail aanhyuga@mnet.ne.jp 
干883・0021目前l市財光寺283-21l長江団地l・14 TEL(0982)53-9400 /FAX (0982)53-3404 

鹿児島．鹿児島労働安全衛生センター準備会 E-mail aunion@po.synapse.ne・jp
〒899-5215姶良郡加治木町本IIIT403有l!J.lピル2F TEし（0995)63-1700 /FAX (0995) 63-1701 

沖 制・沖縄労働安全衛生センター

〒900・0036mum市西3-8・14 TEL(098)866-8906 /FAX(098)866-8955 

自治体 ．自治体労働安全衛生研究会 E-mail sh-net@ubcnet.or.jp 
干102-0085千代間区六番町1自治労会館3階 TEL(03) 3239-94 70 IF AX (03) 3264-1432 






